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厚生労働省保険局国民健康保険課

全国高齢者医療・国民健康保険主管課（部）長
及び後期高齢者医療広域連合事務局長会議（参考資料）



保険者機能の強化

1. 保険者努力支援制度

2. データヘルスの推進

3. 特定健診・特定保健指導

4. 重症化予防の推進

5. 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

6. 後発医薬品の使用促進

7. 医薬品の適正使用に向けた取組



令和８年度の保険者努力支援制度（取組評価分）
得点状況について【速報値】



指標⑤ 第三者求償の取組の実施状況

○第三者求償の取組状況

指標① 特定健診･特定保健指導の実施率、メタボリックシンドローム該
当者及び予備群の減少率

○特定健診実施率・特定保健指導実施率
○メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率

保険者共通の指標 国保固有の指標

指標② 特定健診･特定保健指導に加えて他の健診の実施や健診結果等に
基づく受診勧奨等の取組の実施状況

○がん検診受診率等
○歯科健診受診率等

指標③生活習慣病の発症予防・重症化予防の取組の実施状況
○生活習慣病の発症予防・重症化予防の取組の実施状況
○特定健診実施率向上の取組実施状況

指標④ 広く加入者に対して行う予防･健康づくりの取組の実施状況
○個人へのインセンティブの提供の実施
○個人への分かりやすい情報提供の実施

指標⑤ 加入者の適正受診・適正服薬を促す取組の実施状況
○重複投与者・多剤投与者に対する取組
○薬剤の適正使用の推進に対する取組

指標⑥ 後発医薬品の使用促進等に関する取組の実施状況
○後発医薬品の促進等の取組・使用割合

指標① 収納率向上に関する取組の実施状況

○保険料（税）収納率

※過年度分を含む

指標② 医療費の分析等に関する取組の実施状況

○データヘルス計画の実施状況

指標④ 地域包括ケア推進・一体的実施の実施状況

○国保の視点からの地域包括ケア推進・一体的実施の取組

指標⑥ 適正かつ健全な事業運営の実施状況

○適切かつ健全な事業運営の実施状況

○法定外繰入の解消等

令和８年度の保険者努力支援制度 取組評価分

市町村分（400億円程度）

都道府県分（600億円程度）

○主な市町村指標の都道府県単位評価(※)
・特定健診・特定保健指導の実施率
・糖尿病等の重症化予防の取組状況
・個人インセンティブの提供
・個人への分かりやすい情報提供の実施
・後発医薬品の使用割合
・保険料収納率
・重複投与者・多剤投与者に対する取組
※都道府県平均等に基づく評価

○年齢調整後一人当たり医療費

・その水準が低い場合

    ・前年度(過去３年平均値)より一定程度改善

した場合

○重症化予防のマクロ的評価

・年齢調整後新規透析導入患者数が少ない場合等

○重複投与者数・多剤投与者数

・重複投与者数・多剤投与者数が少ない場合

・こどもの一人当たり医療費が少ない場合

○都道府県の取組状況

・医療費適正化等の主体的な取組状況

（こどもの医療の適正化等の取組、保険者協議会、

データ分析、予防・健康づくり 等）

・法定外繰入の解消等

・保険料水準の統一

・医療提供体制適正化の推進

・事務の広域的及び効率的な運営の推進

指標① 主な市町村指標の都道府県単位評価 指標② 医療費適正化のアウトカム評価 指標③ 都道府県の取組状況
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指標③ 給付の適正化に関する取組の実施状況

○こどもの医療の適正化等の取組



区分 指標

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

配
点

全体に
対する
割合

配点
全体に
対する
割合

配
点

全体に
対する
割合

配点
全体に
対する
割合

配
点

全体に
対する
割合

配
点

全体に
対する
割合

共通①

(1)特定健康診査実施率 70 7.0％ 70 7.0％ 70 7.3％ 70 7.4％ 50 6.0％ 50 5.1％

(2)特定保健指導実施率 70 7.0％ 70 7.0％ 70 7.3％ 70 7.4％ 50 6.0％ 50 5.1％

(3)特定健康診査実施率及び特定保健指導の実施率 － － － － － － － － － － － －

(4)特定の年代における特定健診実施率 － － － － － － － － － － － －

(5)メタボリックシンドローム該当者及び予備軍の減少率 50 5.0％ 50 5.0％ 50 5.2％ 50 5.3％ 25 3.0％ 25 2.5％

共通②

(1)がん検診受診率等 40 4.0％ 40 4.0％ 40 4.2％ 40 4.3％ 40 4.8％ 40 4.1％

(2)歯科健診受診率等 30 3.0％ 30 3.0％ 30 3.1％ 35 3.7％ 35 4.2％ 35 3.5％

共通③ 発症予防・重症化予防の取組 120 12.0％ 120 12.0％ 120 12.5％ 100 10.6％ 70 8.3％ 70 7.1％

共通④

(1)個人へのインセンティブ提供 90 9.0％ 90 9.0％ 45 4.7％ 45 4.8％ 40 4.8％ 40 4.0％

(2)個人への分かりやすい情報提供 20 2.0％ 20 2.0％ 15 1.6％ 20 2.1％ 24 2.9％ 71 7.2％

共通⑤ 重複・多剤投与者に対する取組 50 5.0％ 50 5.0％ 50 5.2％ 50 5.3％ 85 10.1％ 105 10.6％

共通⑥
(1)後発医薬品の促進等の取組

130
13.0
％

130 13.0％ 130 13.5％ 130
13.8
％

140 16.7％ 140 14.2％
(2)後発医薬品の使用割合

固有① 保険料（税）収納率 100 10.0％ 100 10.0％ 100 10.4％ 100 10.6％ 100 11.9％ 100 10.1％

固有② データヘルス計画の実施状況 40 4.0％ 40 4.0％ 30 3.1％ 25 2.7％ 15 1.8％ 15 1.5％

固有③

(1)医療費通知の取組 25 2.5％ 25 2.5％ 20 2.1％ 15 1.6％ -10 － -10 －

(2)こどもの医療の適正化等の取組 － － － － － － － － － － 60 6.1％

固有④ 地域包括ケア・一体的実施 25 2.5％ 30 3.0％ 40 4.2％ 40 4.3％ 40 4.8％ 40 4. 0％

固有⑤ 第三者求償の取組 40 4.0％ 40 4.0％ 50 5.2％ 50 5.3％ 41 4.9％ 41 4.1％

固有⑥ 適正かつ健全な事業運営の実施状況 95 9.5％ 95 9.5％ 100 10.4％ 100 10.6％ 85 10.1％ 106 10.7％

全体 体制構築加点含む 995 100％ 1,000 100％ 960 100％ 940 100％ 840 100％ 988 100.0％

取組評価分（市町村分） 各年度配点比較

令和８年度

配点
全体に対
する割合

40 4.5％

40 4.5％

30 3.3％

25 2.8％

25 2.8％

30 3.3％

35 3.9％

65 7.2％

35 3.9％

59 6.6％

103 11.5％

90 10.0％

100 11.1％

７ 0.8％

30 3.3％

27 3.0％

41 4.6％

115 12.8％

897 100％5



指標② 医療費適正化のアウトカム評価【220億円程度】 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

（ⅰ）年齢調整後一人当たり医療費 60 60 60 60 60 60

（ⅱ）重症化予防のマクロ的評価 20 20 20 20 20 20

（ⅲ）重複・多剤投与者数 － － － 10 40 50

（ⅳ）こどもの一人当たり医療費等 － － － － － －

合計 80 80 80 90 120 130

取組評価分（都道府県分） 各年度配点比較

※ 改革施行後の医療費適正化の取組状況を見つつ、アウトカム評価の比重を高めていくものとする。 また、予算額については、予算編成過程において検討する。

指標① 主な市町村指標の都道府県単位評価【150億円程度】 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

（ⅰ）特定健診実施率・特定保健指導実施率 24 24 25 25 20 20

（ⅱ）生活習慣病の発症予防・重症化予防の取組 26 26 25 35 20 20

（ⅲ）個人インセンティブの提供・個人への分かりやすい情報提供 18 18 20 20 30 50

（ⅳ）後発医薬品の使用割合 22 22 20 20 20 20

（ⅴ）保険料（税）収納率 20 20 20 20 20 20

（ⅵ）重複・多剤投与者に対する取組 － － － 15 30 30

合計 110 110 110 135 140 160

指標③ 都道府県の取組状況に関する評価【230億円程度】 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

（ⅰ）医療費適正化等の主体的な取組状況

・予防・健康づくりの取組等 30 30 40 40 22 12

・市町村への指導・助言等 10 10 10 10 ８ ８

・保険者協議会への積極的関与 10 10 10 10 15 25

・都道府県によるKDB等を活用した医療費分析等 10 10 10 10 ５ ５

・データヘルス計画、一体的実施の支援状況 － － － － － ２

・こどもの医療の適正化等の取組 － － － － － 40

（ⅱ）法定外一般会計繰入の解消等・保険料水準の統一 35 41 40 40 80 120

（ⅲ）医療提供体制適正化の推進 25 ５ ５ ５ 20 20

（ⅳ）事務の広域的及び効率的な運営の推進 － － － 10 20 50

合計 120 106 115 125 170 282

令和８年度

70

20

50

15

20

30

205

令和８年度

85 

52

52

80

269

令和８年度

17

８

20

５

８

40

130

20

50

298

6

全体 310 296 305 350 430 572 772



市町村分について
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速報値
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令和８年度保険者努力支援制度 取組評価分（市町村分）

都道府県別平均獲得点【897点満点】

共通１特定健診・保健指導・メタボ(160点） 共通２がん検診・歯周疾患健診（65点） 共通3生活習慣病・重症化予防（65点）

共通４個人インセンティブ（94点） 共通５重複・多剤（103点） 共通６ジェネリック（90点）

固有１収納率（100点） 固有２データヘルス（７点） 固有３給付の適正化（30点）

固有４地域包括ケア・一体的実施(27点） 固有５第三者求償（41点） 固有６適正かつ健全な取組（115点）
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全
国

【参考】令和７年度保険者努力支援制度 取組評価分（市町村分）

都道府県別平均獲得点【988点満点】

共通１特定健診・保健指導・メタボ(125点） 共通２がん検診・歯周疾患健診（75点） 共通3生活習慣病・重症化予防（70点）

共通４個人インセンティブ（111点） 共通５重複・多剤（105点） 共通６ジェネリック（140点）

固有１収納率（100点） 固有２データヘルス（15点） 固有３給付の適正化（60点）

固有４地域包括ケア・一体的実施(40点） 固有５第三者求償（41点） 固有６適正かつ健全な取組（106点）
9



令和８年度実施分

【共通指標①（１）特定健康診査の実施率】

令和７年度実施分

10

令和８年度市町村取組評価分

【令和８年度指標の考え方】
○ 獲得状況を踏まえて基準値を含めた指標の見直しを行う。

特定健康診査の実施率（令和５年度の実績を評価） 配点 該当数 達成率

① 第三期特定健康診査等実施計画期間における目標値
（60％）を達成している場合

30 100 5.7％

② ①の基準を達成し、かつ、実施率が前年度以上の値
となっている場合

10 52 3.0％

③ ①の基準は達成していないが、特定健康診査実施率
が特定健診対象者数規模別の中央値を達成し、かつ、令
和３年度～令和５年度まで実施率を維持している場合
※「実施率を維持」は「対前年度比で減少していない」と定義
※令和５年度の中央値を超えており、かつ、令和３年度～令和

５年度の実施率が低下していない場合を評価
20 329 18.9％

30.87％（特定健診対象者数が10万人以上の大規模保険
者）

39.70％（特定健診対象者数が５千人以上10万人未満の
中規模保険者）

45.23％（特定健診対象者数が５千人未満の小規模保険
者）

④ ①及び③の基準は達成していないが、前年度の実績
と比較し、実施率が３ポイント以上向上している場合

15 111 6.4％

⑤ ①及び③の基準は達成していないが、前年度の実績
と比較し、実施率が２ポイント以上向上している場合
（④の基準を達成している場合を除く）

10 128 7.4％

⑥ ①及び③の基準は達成していないが、前年度の実績
と比較し、実施率が１ポイント以上向上している場合
（④及び⑤の基準を達成している場合を除く）

５ 212 12.2％

⑦ 特定健康診査実施率が特定健診対象者数規模別の下
位25％未満の値となっている場合（④～⑥の基準を達成
している場合を除く）

-15 252 14.5％
28.27％（特定健診対象者数が10万人以上の大規模保険
者）

35.72％（特定健診対象者数が５千人以上10万人未満の
中規模保険者）

39.34％（特定健診対象者数が５千人未満の小規模保険
者）

（特定健診対象者数の規模別）
特定健診対象者数が 10 万人以上の大規模保険者
特定健診対象者数が５千人以上10万人未満の中規模保険者
特定健診対象者数が５千人未満の小規模保険者

特定健康診査の受診率（令和４年度の実績を評価） 配点 該当数 達成率

① 第三期特定健康診査等実施計画期間における目標値
（60％）を達成している場合

40 104 6.0％

② ①の基準を達成し、かつ受診率が令和３年度以上の
値となっている場合

10 63 3.6％

③ ①の基準は達成していないが、受診率が令和４年度
の市町村規模別の自治体上位１割又は上位３割に当た
る受診率を達成している場合

上位
１割
25

or

上位
３割
15

99

320

5.7％

18.4％

10万人以上

45.61％（令和４年度上位１割）
37.98％（令和４年度上位３割）

５万～10万人

45.17％（令和４年度上位１割）
39.00％（令和４年度上位３割）

１万人～５万人

48.56％（令和４年度上位１割）
43.43％（令和４年度上位３割）

３千人～１万人

52.51％（令和４年度上位１割）
45.82％（令和４年度上位３割）

３千人未満

62.15％（令和４年度上位１割）
53.44％（令和４年度上位３割）

④ ③に該当し、かつ令和３年度の実績と比較し、受診
率が３（1.5）ポイント以上向上している場合

20
(15)

67
(78)

3.8％
(4.5％)

⑤ ①及び③の基準は達成していないが、令和３年度の
実績と比較し、受診率が３ポイント以上向上している
場合

15 235 13.5％

⑥ ①、③及び⑤の基準は達成していないが、令和２年
度から令和４年度までの受診率が連続して向上してい
る場合

５ 583 33.5％

⑦ 受診率が25％以上33％未満の値となっている場合
（⑤又は⑥の基準を達成している場合を除く。）

-15 46 2.6％

⑧ 受診率が25％未満の値となっている場合（⑤又は⑥
の基準を達成している場合を除く。）

-30 13 0.7％

⑨ ①及び③の基準は満たさず、かつ令和２年度から令
和４年度までの受診率が連続して低下している場合

-15 42 2.4％



令和８年度実施分

【共通指標①（２）特定保健指導の実施率】

令和７年度実施分

11

令和８年度市町村取組評価分

【令和８年度指標の考え方】
○ 獲得状況を踏まえて基準値を含めた指標の見直しを行う。

（特定健診対象者数の規模別）
特定健診対象者数が 10 万人以上の大規模保険者
特定健診対象者数が５千人以上10万人未満の中規模保険者
特定健診対象者数が５千人未満の小規模保険者

特定保健指導の実施率（令和５年度の実績を評価） 配点 該当数 達成率

① 第三期特定健康診査等実施計画期間における目標
値（60％）を達成している場合

30 457 26.2％

② ①の基準を達成し、かつ、実施率が前年度以上の
値となっている場合

10 279 16.0％

③ ①の基準は達成していないが、特定保健指導実施
率が特定健診対象者数規模別の中央値を達成し、かつ、
令和３年度～令和５年度まで実施率を維持している場
合
※「実施率を維持」は「対前年度比で減少していない」と
定義
※令和５年度の中央値を超えており、かつ、令和３年度～

令和５年度の実施率が低下していない場合を評価 20 109 6.3％

15.41％（特定健診対象者数が10万人以上の大規模
保険者）

29.28％（特定健診対象者数が５千人以上10万人未
満の中規模保険者）

45.70％（特定健診対象者数が５千人未満の小規模保
険者）

④ ①及び③の基準は達成していないが、前年度の実
績と比較し、実施率が３ポイント以上向上している場
合

15 319 18.3％

⑤ ①及び③の基準は達成していないが、前年度の実
績と比較し、実施率が２ポイント以上向上している場
合（④の基準を達成している場合を除く）

10 55 3.2％

⑥ ①及び③の基準は達成していないが、前年度の実
績と比較し、実施率が１ポイント以上向上している場
合（④及び⑤の基準を達成している場合を除く）

５ 49 2.8％

⑦ 特定保健指導実施率が特定健診対象者数規模別の
下位25％未満の値となっている場合（④～⑥の基準
を達成している場合を除く）

-15 305 17.5％
7.28％（特定健診対象者数が10万人以上の大規模保
険者）

16.62％（特定健診対象者数が５千人以上10万人未
満の中規模保険者）

26.25％（特定健診対象者数が５千人未満の小規模保
険者）

特定保健指導の実施率（令和４年度の実績を評価） 配点 該当数 達成率

① 第三期特定健康診査等実施計画期間における目標値
（60％）を達成している場合

40 443 25.4％

② ①の基準を達成し、かつ実施率が令和３年度以上の
値となっている場合

10 283 16.3％

③ ①の基準は達成していないが、実施率が令和４年度
の市町村規模別の自治体上位３割に当たる実施率を達
成している場合

15 112 6.4％

10万人以上

23.49％（令和４年度上位３割）

５万～10万人

24.59％（令和４年度上位３割）

１万人～５万人

44.36％（令和４年度上位３割）

３千人～１万人

56.88％（令和４年度上位３割）

３千人未満

63.93％（令和４年度上位３割）

④ ③に該当し、かつ令和３年度の実績と比較し、実施
率が５（3）ポイント以上向上している場合

25
(15)

26
(12)

1.5％
(0.7％)

⑤ ①及び③の基準は達成していないが、令和３年度の
実績と比較し、実施率が５ポイント以上向上している
場合

15 269 15.5％

⑥ ①、③及び⑤の基準は達成していないが、令和２年
度から令和４年度までの実施率が連続して向上してい
る場合

５ 132 7.6％

⑦ 実施率が10％以上15％未満の値となっている場合
（⑤又は⑥の基準を達成している場合を除く。）

-15 102 5.9％

⑧ 実施率が10％未満の値となっている場合（⑤又は⑥
の基準を達成している場合を除く。）

-30 117 6.7％

⑨ ①及び③の基準は満たさず、かつ令和２年度から令
和４年度までの実施率が連続して低下している場合

-15 278 16.0％



令和８年度実施分

【共通指標①（３）特定健康診査及び特定保健指導の実施率、（４）特定の年代における取組（新設）】

12

令和８年度市町村取組評価分

【令和８年度指標の考え方】
○ 特定健康診査と特定保健指導の実施率が連動した指標を新設する。
〇 若年層に対する取組を評価する指標を新設する。

（特定健診対象者数規模別）
特定健診対象者数が 10 万人以上の大規模保険者
特定健診対象者数が５千人以上10万人未満の中規模保険者
特定健診対象者数が５千人未満の小規模保険者

（３） 特定健康診査及び特定健康保健指導の実施率
（令和５年度の実績を評価）

配点 該当数 達成率

① 特定健康診査及び特定保健指導の実施率がともに特定健診対象者数規模別の上位25％の値を達成している場合

30 157 9.0％
特定健診35.63％、特定保健指導23.51％（特定健診対象者数が10万人以上の大規模保険者）

特定健診44.57％、特定保健指導50.31％（特定健診対象者数が５千人以上10万人未満の中規模保険者）

特定健診52.62％、特定保健指導65.57％（特定健診対象者数が５千人未満の小規模保険者）

（４）特定の年代における特定健康診査実施率向上の取組の実施状況
（令和５年度の実施状況を評価）

配点 該当数 達成率

① 59歳以下の特定健康診査実施率が、前年度の実績と比較して１ポイント以上向上している場合 10 751 43.1％

② 40～44歳の特定健康診査実施率が、前年度の実績と比較して１ポイント以上向上している場合 15 797 45.8％



【共通指標①（５）メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率】

【令和８年度指標の考え方】

○ 獲得状況を踏まえて基準値を含めた指標の見直しを行う。

メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率
（令和５年度の実績を評価）

配点 該当数 達成率

① 第三期特定健康診査等実施計画期間における目標値
（25％）を達成している場合

20 16 0.9％

② ①の基準を達成している場合、減少率が前年度以上
の値となっている場合

５ 14 0.8％

③ ①の基準は達成していないが、減少率が０より大き
い場合

10 390 22.4％

④ ③の基準を達成し、かつ、前年度の実績と比較し、
減少率が２ポイント以上向上している場合

10 167 9.6％

⑤ ①及び③の基準は達成していないが、前年度の実績
と比較し、減少率が３ポイント以上向上している場
合

10 347 19.9％

令和７年度実施分 令和８年度実施分

13

令和８年度市町村取組評価分

メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率
（令和４年度の実績を評価）

配点 該当数 達成率

① 第三期特定健康診査等実施計画期間における目標値
（25％）を達成している場合

20 17 1.0％

② ①の基準を達成している場合、減少率が令和３年度
以上の値となっている場合

５ 15 0.9％

③ ①の基準は達成していないが、減少率が全自治体の
上位３割に当たる-2.58％を達成している場合

10 505 29.0％

④ ③の基準を達成し、かつ令和３年度の実績と比較し、
減少率が２ポイント以上向上している場合

10 220 12.6％

⑤ ①及び③の基準は達成していないが、減少率が全自
治体の上位５割に当たる-8.84％を達成している場合

５ 348 20.0％

⑥ ⑤の基準を達成し、かつ令和３年度の実績と比較し、
減少率が２ポイント以上向上している場合

10 121 7.0％

⑦ ①、③及び⑤の基準は達成していないが、令和３年
度の実績と比較し、減少率が３ポイント以上向上し
ている場合

10 209 12.0％
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令和８年度保険者努力支援制度 取組評価分（市町村分） 都道府県別平均獲得点

共通指標① 特定保健指導【40点満点】

評価指標①②③④⑤⑥(最大40点) 評価指標⑦(最大▲15点)



【共通指標②（１）がん検診受診率等】

令和７年度実施分 令和８年度実施分
がん検診受診率等

（令和５年度の実績、令和７年度の実施状況を評価）
配点 該当数達成率

① 胃がん、肺がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がん
の５つのがん検診のいずれかのうち、１つのがん
検診が国の目標値（60％）を達成している場合

７ 26 1.5％

② 胃がん、肺がん、大腸がんの３つのがん検診の平
均受診率が25％を達成している場合

７ 424 24.4％

③ ②の基準は達成していないが、胃がん、肺がん、
大腸がん、の３つのがん検診の平均受診率が全自
治体の上位３割に当たる23.03％を達成している場
合

５ 99 5.7％

④ ②及び③の基準は達成していないが、胃がん、肺
がん、大腸がんの３つのがん検診の平均受診率が
全自治体の上位５割に当たる17.73％を達成してい
る場合

２ 349 20.0％

⑤ 子宮頸がん、乳がんの２つのがん検診の平均受診
率が25％を達成している場合

７ 558 32.1％

⑥ ⑤の基準は達成していないが、子宮頸がん、乳が
んの２つのがん検診の平均受診率が全自治体の上
位３割に当たる25.55％を達成している場合

５ 0 0.0％

⑦ ⑤及び⑥の基準は達成していないが、子宮頸がん、
乳がんの２つのがん検診の平均受診率が全自治体
の上位５割に当たる20.40％を達成している場合

２ 312 17.9％

⑧ 前年度の実績と比較し、平均受診率が１ポイント
以上向上している場合

４ 461 26.5％

⑨ 受診率の向上のため、胃がん、肺がん、大腸がん
の３つのがん検診のいずれかと特定健診を一体的
に実施し、かつ、事前に被保険者に対し一体的に
受診できる旨を案内している場合

２ 1685 96.8％

⑩ 受診率向上のため、子宮頸がん、乳がんの２つの
がん検診のいずれかと特定健診を一体的に実施し、
かつ、事前に被保険者に対し一体的に受診できる
旨を案内している場合

３ 1128 64.8&

【令和８年度指標の考え方】

○ 市町村の達成状況等を踏まえ、指標や配点割合の見直しを行う。

令和８年度市町村取組評価分

がん検診受診率等
（令和４年度の実績、令和６年度の実施状況を評価）

配点 該当数達成率

① 胃がん、肺がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がん
の５つのがん検診の平均受診率が25％を達成して
いる場合

15 452 26.0％

② ①の基準は達成していないが、胃がん、肺がん、
大腸がん、子宮頸がん、乳がんの５つのがん検診
の平均受診率が全自治体の上位３割に当たる
23.54％を達成している場合

10 70 4.0％

③ ①及び②の基準は達成していないが、胃がん、肺
がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がんの５つのが
ん検診の平均受診率が全自治体の上位５割に当た
る18.62％を達成している場合

５ 348 20.0％

④ 令和３年度の実績と比較し、平均受診率が１ポイ
ント以上向上している場合

20 747 42.9％

⑤ 受診率の向上のため、胃がん、肺がん、大腸がん、
子宮頸がん、乳がんの５つのがん検診いずれかと
特定健診を一体的に実施している場合

２ 1688 97.0％

⑥ 子宮頸がん及び乳がんのがん検診と特定健診を一
体的に実施している場合

３ 1028 59.0％

17



【共通指標②（２）歯科健診受診率等】

令和７年度実施分 令和８年度実施分

18

歯科健診受診率等
（令和６年度の実績を評価）

配点該当数 達成率

① 令和６年度の歯科健診の受診率が全自治体の上位３割
に当たる8.69％を達成している場合

20 522 30.0％

② ①の基準は達成していないが、令和６年度の歯科健診
の受診率が全自治体の上位５割に当たる5.32％を達成
している場合

10 348 20.0％

③ 令和５年度の実績と比較し、受診率が１ポイント以上
向上している場合

15 370 21.3％

令和８年度市町村取組評価分

【令和８年度指標の考え方】

○ 年度の更新及び達成率を踏まえて指標を廃止。

歯科健診受診率等
（令和５年度の実績、令和６年度の実施状況を評価）

配点 該当数 達成率

① 令和５年度の歯科健診の受診率が全自治体の上位
３割に当たる8.52％を達成している場合

15 522 30.0％

② ①の基準は達成していないが、令和５年度の歯科
健診の受診率が全自治体の上位５割に当たる5.28％
を達成している場合

10 348 20.0％

③ 令和４年度の実績と比較し、受診率が１ポイント
以上向上している場合

15 307 17.6％

④ 口腔内の健康の保持増進のための取組（セミナー
や健康教室、歯科保健指導等）を実施している場合

５ 1497 86.0％
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令和８年度保険者努力支援制度 取組評価分（市町村分） 都道府県別平均獲得点

共通指標② がん検診・歯科健診 【65点満点】

がん検診（30点） 歯科健診(35点)



【共通指標③生活習慣病等の発症予防・重症化予防の取組実施状況】

令和７年度実施分 令和８年度実施分

【令和８年度指標の考え方】

○ 健康づくりに取り組む5つの実行宣言2025 宣言４を踏まえ､指標の見直しを行う。

生活習慣病等の発症予防・重症化予防の取組の実施状況
（令和７年度の実施状況を評価）

配点 該当数 達成率

① 生活習慣病（高血圧、糖尿病、脂質異常症）、脳血管疾患や心疾患等
の循環器病、糖尿病性腎症及び慢性腎臓病（CKD）等の発症予防・重
症化予防の取組において、地域の医師会・歯科医師会・薬剤師会・看
護協会等と連携して実施し、検査結果（BMI、血圧、HbA1c等）を確
認し、アウトカム指標により評価している場合

5 1652 94.9％

② ①の取組において、参加者と非参加者との比較等による効果検証を実
施している場合

３ 839 48.2％

③ ②の効果検証結果及び上手な医療のかかり方等をホームページ、広報
誌、セミナー、健康教室等により周知を行っている場合

２ 676 38.8％

④ 糖尿病性腎症重症化予防プログラム（令和６年３月28日改定）を踏ま
えた以下の基準を全て満たす糖尿病性腎症重症化予防の取組を実施し
ている場合

※ 取組方法については、受診勧奨、保健指導、受診勧奨と保健指導を
一体化した取組等の中から地域の実情に応じ適切なものを選択する

２ 1692 97.2％

１ 対象者の抽出基準が明確であり、対象者の状態像に応じた取組で
あること

２ かかりつけ医と連携した取組であること

３ 保健指導を実施する場合には、専門職が取組に携わること

４ 事業の評価を実施すること

５ 取組の実施に当たり、地域の実情に応じて各都道府県の糖尿病対
策推進会議等との連携（各都道府県による対応策の議論や取組内
容の共有など）を図ること

⑤ ④の基準を満たす事業を実施する場合であって、健診結果のみならず、
レセプトの請求情報（薬剤や疾患名）も活用し、糖尿病性腎症対象者
の概数を把握した上で、特定健診受診者で糖尿病基準に該当（糖尿病
性腎症含む）するが医療機関未受診の者及び特定健診未受診者で過去
に糖尿病治療歴があり現在治療中断している者を抽出し、受診勧奨を
実施している場合

20 1608 92.4％

⑥ 生活習慣病等の重症化予防の取組において、対象者の希望や特性等に
応じて、「標準的な健診・保健指導プログラム（令和６年度版）」等
に準じた遠隔面接（情報通信技術を活用した面接）やアプリケーショ
ン等を用いた効果的な保健指導を実施できる体制を構築している場合

10 904 51.9％

⑦ 健康診査の結果等市町村が把握している保健医療情報（ＰＨＲ）に加
え、対象者が自ら日々測定する血圧・心拍数・体重・体脂肪・食事・
運動・服薬等の健康状態等に関する電子データ（ＰＨＲ）を活用して、
生活習慣病等の重症化予防についての効果的な保健指導を実施してい
る場合

10 752 43.2％

⑧ 「禁煙支援マニュアル（第二版）増補改訂版」を参考に、喫煙関連疾
患（がん、循環器疾患、糖尿病、慢性閉塞性肺疾患（COPD）等）対
策を兼ねた禁煙を促す取組（セミナーや健康教室、個別の保健指導
等）を実施している場合（特定保健指導に該当する保健指導以外）

３ 1240 71.2％

20

令和８年度市町村取組評価分

生活習慣病等の発症予防・重症化予防の取組の実施状況
（令和６年度の実施状況を評価）

配点 該当数達成率

① 生活習慣病（高血圧、糖尿病、脂質異常症）、脳血管疾患や心疾患等
の循環器病、糖尿病性腎症及び慢性腎臓病（CKD）等の発症予防・重
症化予防の取組において、検査結果（BMI、血圧、HbA1c等）を確認
し、アウトカム指標により評価している場合

７ 1697 97.5％

② 糖尿病性腎症重症化予防プログラム（令和６年３月28日改定）を踏ま
えた以下の基準を全て満たす糖尿病性腎症重症化予防の取組を実施し
ている場合

※ 取組方法については、受診勧奨、保健指導、受診勧奨と保健指導を
一体化した取組等の中から地域の実情に応じ適切なものを選択する

３ 1683 96.7％

１ 対象者の抽出基準が明確であり、対象者の状態像に応じた取組で
あること

２ かかりつけ医と連携した取組であること

３ 保健指導を実施する場合には、専門職が取組に携わること

４ 事業の評価を実施すること

５ 取組の実施に当たり、地域の実情に応じて各都道府県の糖尿病対
策推進会議等との連携（各都道府県による対応策の議論や取組内
容の共有など）を図ること

③ ②の基準を満たす事業を実施する場合であって、事業実施過程で事業
内容について、

郡市医師会をはじめとする地域の医療関係団体から助言と協力を受けて
いる場合

５ 1540 88.5％

④ ②の基準を満たす事業を実施する場合であって、健診結果のみならず、
レセプトの請求情報（薬剤や疾患名）も活用し、糖尿病性腎症対象者
の概数を把握した上で、特定健診受診者で糖尿病基準に該当（糖尿病
性腎症含む）するが医療機関未受診の者及び特定健診未受診者で過去
に糖尿病治療歴があり現在治療中断している者を抽出し、受診勧奨を
実施している場合

20 1557 89.4％

⑤ ②の基準を満たす事業を実施する場合であって、対象者の抽出基準に
該当した者のうち、受診勧奨や保健指導を実施した被保険者と受診勧
奨や保健指導を実施していない者でアウトカム評価指標を比較してい
る場合

５ 903 51.9％

⑥ 生活習慣病等の重症化予防の取組において、対象者の希望や特性等に
応じて、「標準的な健診・保健指導プログラム（令和６年度版）」等
に準じた遠隔面接（情報通信技術を活用した面接）やアプリケーショ
ン等を用いた効果的な保健指導を実施できる体制を構築している場合

５ 717 41.2％

⑦ 健康診査の結果等市町村が把握している保健医療情報（ＰＨＲ）に加
え、対象者が自ら日々測定する血圧・心拍数・体重・体脂肪・食事・
運動・服薬等の健康状態等に関するデータ（ＰＨＲ）を活用して、生
活習慣病等の重症化予防についての効果的な保健指導を実施している
場合

５ 504 28.9％

⑧ 禁煙を促す取組（セミナーや健康教室、個別の保健指導等）を実施し
ている場合（特定健診・特定保健指導以外）

５ 1241 71.3％



【共通指標③生活習慣病等の発症予防・重症化予防の取組実施状況】

令和７年度実施分 令和８年度実施分

【令和８年度指標の考え方】

○ 達成率を踏まえて指標を廃止する。

特定健康診査実施率向上の取組の実施状況
（令和７年度の実施状況を評価）

配点 該当数達成率

① 40歳未満を対象とした健診実施後、健診結果において、生活
習慣の改善が特に必要と認められる者に対して保健指導を行っ
ている、かつ、医療機関を受診する必要があると判断された者
に対して医療機関の受診勧奨を行っている場合

10 1403 80.6％

21

令和８年度市町村取組評価分

特定健診受診率向上の取組の実施状況
（令和６年度の実施状況を評価）

配点 該当数 達成率

① 40～50歳代の特定健診受診率向上のための取組を実施して
いる。（休日夜間早朝の特定健診を実施をしている等）

５ 1677 96.3％

② 40歳未満を対象とした健診実施後、健診結果において、生
活習慣の改善が特に必要と認められる者に対して保健指導を
行っている、かつ医療機関を受診する必要があると判断され
た者に対して医療機関の受診勧奨を行っている場合

10 1349 77.5％
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令和８年度保険者努力支援制度 取組評価分（市町村分） 都道府県別平均獲得点

共通指標③ 重症化予防 【65点満点】

重症化予防（55点） 特定健診受診率向上の取組（10点）



【共通指標④（１）個人へのインセンティブの提供の実施】

令和８年度実施分令和７年度実施分

個人へのインセンティブの提供の実施
（令和７年度の実施状況を評価）

配点 該当数 達成率

① 一般住民の自主的な予防・健康づくりを推進する
ため、以下の基準をすべて満たす個人へのインセ
ンティブの提供の取組を実施している場合

10 1453 83.5％

１ 住民の予防・健康づくりの取組や成果に応じ
てポイントを付与し、そのポイント数に応じ
て報奨を提供する事業や、ポイント付与を介
さずに取組や成果に対して直接報奨を提供す
る事業などであること。

２ プログラム等の中で、健診受診、各種健康教
室への参加、ウォーキング、ジョギング、体
重・血圧・食事の記録等の本人の取組に対す
る評価を、個人へのインセンティブの提供の
条件としていること。

３ 事業の実施後、当該事業が住民の行動変容に
つながったかどうかの効果検証や、その結果
に基づく事業改善を行うなどPDCAサイクル
で事業の振り返りを実施していること。

② ①の基準を満たす事業を実施する場合であって、
本人の取組の成果として、健診の検査値、喫煙状
況、アルコール摂取状況のいずれかの健康指標の
維持や改善を、個人へのインセンティブの提供の
条件としている場合

20 802 46.1％

③ 商工部局や都市整備部局等との連携または地域の
民間企業や商店街との連携による「健康なまちづ
くり」の視点を含めた個人へのインセンティブ提
供に関する事業を実施している場合

５ 1296 74.4％

【令和８年度の指標の考え方】

○ 達成率を踏まえて指標の見直しを行う。 23

令和８年度市町村取組評価分

個人へのインセンティブの提供の実施
（令和６年度の実施状況を評価）

配点 該当数 達成率

以下の基準を満たす個人へのインセンティブの提供
の取組を実施している場合

① 一般住民の自主的な予防・健康づくりを推進する
ため、住民の予防・健康づくりの取組や成果に応
じてポイントを付与し、そのポイント数に応じて
報奨を設ける等の事業を実施し、事業の実施後、
当該事業が住民の行動変容につながったかどうか
効果検証を行った上で、当該検証に基づき事業改
善を行うなどPDCAサイクルで事業の見直しを実施
している場合

10 1515 87.0％

①の基準を満たす事業を実施する場合であって、
以下を満たす事業を実施している場合

② プログラム等の中での本人の取組に対する
評価を、個人へのインセンティブの提供の条
件としている場合

10 1460 83.9％

③ 本人の取組の成果としての健康指標の維持
や改善を、個人へのインセンティブの提供の
条件としている場合

10 871 50.0％

④ 商工部局や都市整備部局等との連携または地域の
民間企業や商店街との連携による「健康なまちづ
くり」の視点を含めた個人へのインセンティブ提
供に関する事業を実施している場合

10 1295 74.3％



【共通指標④（２）個人への分かりやすい情報提供の実施】

令和８年度実施分令和７年度実施分

令和８年度市町村取組評価分
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個人への分かりやすい情報提供の実施
（令和６年度の実施状況を評価）

配点 該当数 達成率

① 保険料の算定方法・納付や各種保険給付の支給要件・
申請手続方法を含む国民健康保険制度全般について、マ
イナ保険証のメリット・マイナ保険証での積極的な受診
の周知広報を含めリーフレットを作成し、HP等において
周知・広報している場合

５ 1491 85.6％

② 被保険者証更新時や納入通知書の発送時等に、リーフ
レット等を用いて、医療機関等における積極的なマイナ
保険証での受診について周知・広報の取組をしている場
合

５ 1695 97.4％

③ 限度額適用認証の申請時に、HP・チラシ、申請様式
等を用いて、限度額適用認定証が不要となるマイナ保険
証のメリットについて周知・広報の取組をしている場合

５ 1629 93.6％

④ 保健事業を実施する際に、マイナポータルの健康・医
療情報の活用及び医療機関等における積極的なマイナ保
険証での受診について周知・啓発の取組をしている場合

５ 1200 68.9％

⑤ 被保険者証更新時や納入通知書の発送時等に、リーフ
レット等を用いてマイナ保険証の利用に係るメリットや
初回登録の手順について周知・広報の取組をしている場
合

２ 1679 96.4％

⑥ 市町村の国民健康保険担当部局と住民制度担当部局が
連携・協力することにより、マイナンバーカードの交
付対象者が一気通貫で被保険者証の利用申込をできる
よう、交付対象者への支援を行っている場合

２ 1605 92.2％

⑦ 被保険者の予防・健康づくりを促進する観点から、マ
イナポータルにより特定健診情報等が閲覧可能である
ことに関して周知・啓発を行っている場合

５ 1551 89.1％

⑧ マイナ保険証の利用率について、令和６年８月時点の
利用率を35％以上、令和６年11月時点の利用率を50％
以上とする目標をそれぞれ設定している場合

２ 944 54.2％

⑨ マイナ保険証の利用率について、⑧で設定した令和6
年8月時点の目標を達成している場合

10 16 0.9％

個人への分かりやすい情報提供の実施
（令和７年度の実施状況を評価）

配点 該当数達成率

① 保険料の算定方法・納付や各種保険給付の支給要件・申
請手続方法を含む国民健康保険制度全般について周知を
行っている場合。

１ 802 46.1％

② ①を達成したうえで、マイナ保険証での受診について
リーフレットを作成し、

自治体HPにおいて掲載し、周知・広報を行っている
場合。

２ 1412 81.1％

自治体HP以外の広報媒体において掲載し、周知・広
報を行っている場合。

２ 1375 79.0％

③ 資格確認書等の更新時や納入通知書の発送時、または保
健事業を実施する際等において、リーフレット等を用いて、
医療機関等でのマイナ保険証での受診について周知・広報
の取組をしている場合。

３ 1704 97.9％

④ ③を達成したうえで、自治体HP等にマイナ保険証の利
用に係る初回登録の手順について記載がある場合。

３ 1577 90.6％

⑤ 限度額適用認証の申請時に、HP・チラシ等を用いて、
マイナ保険証を利用すると限度額適用認定証が不要となる
旨の周知・広報の取組をしている場合。

３ 1656 95.1％

⑥ 被保険者の予防・健康づくりを促進する観点から、マイ
ナポータルにより特定健診情報等が閲覧可能であること
に関して周知・啓発を行っている場合。

３ 1536 88.2％

⑦ マイナンバーカードの交付対象者に対し交付後すぐに健
康保険証の利用登録をできるよう、庁内で連携して交付
対象者への支援を行っている場合。

２ 1618 92.9％

⑧ 令和７年８月時点のマイナンバーカードの健康保険証と
しての利用率が、50％以上となっている場合。

10 1527 87.7％

⑨ ⑧については達成していないが、令和７年８月時点のマ
イナンバーカードの健康保険証としての利用率が、令和
６年８月時点の２倍以上となっている場合。

７ 212 12.2％

【令和８年度指標の考え方】

○ 指標の得点状況や回答状況を鑑み、指標の評価基準を明確化する。
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【令和８年度指標の考え方】

○ 年度の更新を行う。

【共通指標④（２）個人への分かりやすい情報提供の実施】

令和８年度実施分
個人への分かりやすい情報提供の実施

（令和７年度実績を評価）
配点 該当数 達成率

⑩ 被保険者数に対するマイナンバーカードの健康
保険証利用登録者数の割合が全自治体の上位１割
に当たる78.92％を達成している場合

10 174 10.0％

⑪ ⑩の基準は達成していないが、被保険者数に対
するマイナンバーカードの健康保険証利用登録者
数の割合が全自治体の上位３割に当たる74.83％を
達成している場合

５ 348 20.0％

⑫ マイナ保険証の利用率が全自治体の上位１割に
当たる75.22％を達成している場合

20 174 10.0％

⑬ ⑫の基準は達成していないが、マイナ保険証の
利用率が全自治体の上位３割に当たる70.95％を達
成している場合

10 348 20.0％

⑭ ⑫及び⑬の基準は達成していないが、マイナ保
険証の利用率が全自治体の上位５割に当たる
67.72％を達成している場合

５ 350 20.1％

令和８年度市町村取組評価分

令和７年度実施分

個人への分かりやすい情報提供の実施
（令和６年度実績を評価）

配点 該当数 達成率

⑩ 被保険者数に対するマイナンバーカードの健康
保険証利用登録者数の割合が全自治体の上位１割
に当たる73.13％を達成している場合

10 174 10.0％

⑪ ⑩の基準は達成していないが、被保険者数に対
するマイナンバーカードの健康保険証利用登録者
数の割合が全自治体の上位３割に当たる68.09％を
達成している場合

５ 348 20.0％

⑫ マイナ保険証の利用率が全自治体の上位１割に
当たる27.68％を達成している場合

20 175 10.0％

⑬ ⑫の基準は達成していないが、マイナ保険証の
利用率が全自治体の上位３割に当たる21.89％を達
成している場合

10 347 19.9％

⑭ ⑫及び⑬の基準は達成していないが、マイナ保
険証の利用率が全自治体の上位５割に当たる
18.71％を達成している場合

５ 348 20.0％
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令和８年度保険者努力支援制度 取組評価分（市町村分） 都道府県別平均獲得点

共通指標④ 個人インセンティブ 【94点満点】

個人へのインセンティブ提供(35点) 個人への分かりやすい情報提供(59点）



【共通指標⑤(1)(2)重複投与者・多剤投与者に対する取組】

令和８年度実施分

27

令和７年度実施分

重複投与者に対する取組
（令和７年度の実施状況、令和６年度の実績を評価）

配点該当数 達成率

① 重複投与者の抽出基準を設定し、対象者を抽出し
た上で、服薬情報の通知や行政、医療機関、薬局
等が個別に訪問・指導する等の取組を実施し、か
つ、取組実施後に対象者の処方状況をレセプト等
で確認し実施前後で評価している場合

５ 1584 91.0％

② ①を実施した上で、改善状況を確認できない本人
や支援者（本人・家族、処方医師、薬剤師等）に
服薬状況や副作用の状況を確認し、評価している
場合

15 1411 81.0％

③ 重複投与者数（対被保険者１万人）が前年度から
減少していること

30 699 40.1％

④ 郡市区医師会や薬剤師会などの地域の医療関係団
体等と連携して重複投与の対策を実施している場
合

10 1382 79.4％

令和８年度市町村取組評価分

多剤投与者に対する取組
（令和７年度の実施状況、令和６年度の実績を評価）

配点 該当数達成率

① 多剤投与者の抽出基準を設定（※）し、対象者を
抽出した上で、服薬情報の通知や行政、医療機関、
薬局等が個別に訪問・指導する等の取組を実施し、
かつ、取組実施後に対象者の処方状況をレセプト等
で確認し実施前後で評価している場合

※ 65歳以上の者について、医薬品をｎ種類以上投
与されている。ｎは９以上の数。65歳未満の者に
ついても、適宜、設定する。

10 1326 76.2％

② ①を実施した上で、改善状況を確認できない本人
や支援者（本人・家族、処方医師、薬剤師等）に服
薬状況や副作用の状況を確認し、評価している場合

15 1180 67.8％

③ 多剤投与者数（対被保険者１万人）が前年度から
減少していること

10 499 28.7％

【令和８年度指標の考え方】

〇 取組内容を明確化する。

重複投与者に対する取組
（令和６年度の実施状況、令和５年度の実績を
評価）

配点 該当数 達成率

① 重複投与者の抽出基準を設定し、対象者を
抽出した上で、服薬情報の通知や個別に訪
問・指導するなどの取組を実施し、かつ、取
組実施後に対象者の処方状況をレセプト等で
確認し実施前後で評価している場合

10 1571 90.2％

② ①を実施した上で、本人や支援者に服薬状
況や副作用の改善状況を確認し、実施前後で
評価している場合

15 1387 79.7％

③ 重複投与者数（対被保険者１万人）が前年
度から減少していること

30 341 19.6％

④ 郡市区医師会や薬剤師会などの地域の医療
関係団体等と連携して重複投与の対策を実施
している場合

10 1365 78.4％

多剤投与者に対する取組
（令和６年度の実施状況を評価）

配点 該当数 達成率

① 多剤投与者の抽出基準を設定（※）し、対
象者を抽出した上で、服薬情報の通知や個別
に訪問・指導するなどの取組を実施し、かつ、
取組実施後に対象者の処方状況をレセプト等
で確認し実施前後で評価している場合

※ 65歳以上の者について、医薬品をｎ種類
以上投与されている。ｎは９以上の数。65
歳未満の者についても、適宜、設定する。

10 1197 68.8％

② ①を実施した上で、本人や支援者に服薬状
況や副作用の改善状況を確認し、実施前後で
評価している場合

15 1065 61.2％

③ 多剤投与者数（対被保険者１万人）が前年
度から減少していること

10 438 25.2％



【共通指標⑤(3)薬剤の適正使用の推進に対する取組】

令和８年度実施分

28

令和７年度実施分

薬剤の適正使用の推進に対する取組
（令和７年度の実施状況を評価）

配点 該当数 達成率

① 被保険者に対し、セルフメディケーション
の推進（OTC医薬品の普及を含む）のため
の周知・啓発を行っている場合

２ 1696 97.4％

② ①の取組について、個々の被保険者に対し、
窓口での説明や医療費通知等を活用して、
セルフメディケーションの推進（OTC医薬
品の普及を含む）のための周知・啓発を
行っている場合

３ 1551 89.1％

③ 地域フォーミュラリ（※）の作成・運用に
関して地域の医師、薬剤師などの民間団体
が開催する会議体に参画している場合

３ 19 1.1％

令和８年度市町村取組評価分

【令和８年度指標の考え方】

○ 達成率を踏まえて指標の廃止及び配点の見直しを行うとともに、セルフメディケーションの個々の被保険者に対する周知啓発を評価する指標を追加す
る。

○ 地域フォーミュラリの作成・運用に関する取組を評価する指標を追加する。

薬剤の適正使用の推進に対する取組
（令和６年度の実施状況を評価）

配点 該当数 達成率

① 被保険者に対し、お薬手帳を１冊にまとめ
ることやポリファーマシーに関する周知・
啓発を行っていない場合

-5 30 1.7％

② 被保険者に対し、セルフメディケーション
の推進（OTC医薬品の普及を含む）のため
の周知・啓発を行っている場合

５ 1671 96.0％

※ 地域の医師、薬剤師などの医療従事者とその関係団体の協働により、
有効性、安全性に加えて、経済性なども含めて総合的な観点から最適
であると判断された医薬品が収載されている地域における医薬品集及
びその使用方針。
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令和８年度保険者努力支援制度 取組評価分（市町村分） 都道府県別平均獲得点

共通指標⑤ 重複・多剤・薬剤の適正使用【103点満点】

重複投与者

（60点）

多剤投与者

（35点）

薬剤の適正使用

（８点）



【共通指標⑥ 後発医薬品の促進等の取組・使用割合】

令和８年度実施分

30

令和７年度実施分

令和８年度市町村取組評価分

後発医薬品の促進等の取組
（令和７年度の実施状況を評価）

配点 該当数 達成率

① 後発医薬品の使用割合の目標数値を設定し、事業計画
等に記載している場合

５ 1585 91.0％

①の取組に加え、以下の基準を全て満たす後発医薬品の
差額通知の事業を実施している場合

② 通知前後で後発医薬品への切り替えが行われてい
るか、国保連合会から提供される帳票等により確認
し、切り替え率及び切り替えによる削減額を把握し
ている

５ 1547 88.9％
③ 被保険者に対し、後発医薬品についての更なる理

解の促進を図るため、差額通知等において、後発医
薬品の品質や使用促進の意義等に関する情報を記載
している

④ 個々の被保険者に対し、リフィル処方箋及びバイオ後
続品について、周知・啓発を行っている場合（その際、
分割調剤等その他の長期処方も合わせて周知・啓発する
ことも考えられる）

10 1266 72.7％

【令和８年度指標の考え方】

○ リフィル処方箋に係る周知・啓発について、評価対象となる取組を明確化する。
○ バイオ後続品に係る周知・啓発の内容を追加する。

後発医薬品の促進等の取組
（令和６年度の実施状況を評価）

配点 該当数 達成率

① 後発医薬品の使用割合の目標数値を設定し、事業計画
等に記載している場合

５ 1536 88.2％

①の取組に加え、以下の基準を全て満たす後発医薬品の
差額通知の事業を実施している場合

② 通知前後で後発医薬品への切り替えが行われてい
るか、国保連合会から提供される帳票等により確認
し、切り替え率及び切り替えによる削減額を把握し
ている

５ 1500 86.2％
③ 被保険者に対し、後発医薬品についての更なる理

解の促進を図るため、差額通知等において、後発医
薬品の品質や使用促進の意義等に関する情報を記載
している

④ 被保険者に対し、リフィル処方箋について、周知・啓
発を行っている場合（その際、分割調剤等その他の長期
処方も合わせて周知・啓発することも考えられる）※

10 1449 83.2％

※リフィル処方箋に係る周知・啓発については、個々の被保険者に対し
周知・啓発を実施する取組が望ましい。



【共通指標⑥ 後発医薬品の促進等の取組・使用割合】

令和８年度実施分

31

令和７年度実施分

令和８年度市町村取組評価分

後発医薬品の使用割合
（令和６年度の実績を評価）

配点 該当数達成率

① 後発医薬品の使用割合が85％を達成している場合 70 1563 89.8％

② ①の基準は満たさず、かつ令和４年度の使用割合から
令和６年度の使用割合が連続して低下している場合

-10 2 0.1％

【令和８年度指標の考え方】

○ 達成率を踏まえて変更を行う。

後発医薬品の使用割合
（令和５年度の実績を評価）

配点 該当数 達成率

① 後発医薬品の使用割合の政府目標である目標値
（80％）を達成している場合

70 1428 82.0％

② ①の基準を達成し、かつ使用割合が全自治体上位１割
に当たる88.85％を達成している場合

20 174 10.0％

③ ①の基準を達成し、かつ令和４年度の実績と比較し、
使用割合が向上している場合

30 1324 76.0％

④ ①の基準は達成していないが、使用割合が全自治体上
位７割に当たる81.99％を達成している場合

30 ０ 0.0％

⑤ ④の基準を達成し、かつ令和４年度の実績と比較し、
使用割合が３ポイント以上向上している場合

25 ０ 0.0％

⑥ ①及び④の基準は達成していないが、令和４年度の実
績と比較し、使用割合が３ポイント以上向上している
場合

20 60 3.4％

⑦ ①の基準は満たさず、かつ令和３年度の使用割合から
令和５年度の使用割合が連続して低下している場合

-10 ３ 0.2％
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共通指標⑥ 後発医薬品の取組・使用割合【90点満点】

後発医薬品の促進の取組(20点） 後発医薬品の使用割合（70点）



【固有指標① 保険料（税）収納率】

令和８年度実施分

保険料（税）収納率（令和６年度実績を評価） 配点 該当数 達成率

① 現年度分の収納率が令和６年度の市町村規模別の全自治体上
位３割又は上位５割に当たる収納率を達成している場合

上位
３割
50
or

上位
５割
35

522

348

30.0％

20.0％

10万人以上

94.23％（令和６年度上位３割）

93.24％（令和６年度上位５割）

５万～10万人

94.39％（令和６年度上位３割）

93.60％（令和６年度上位５割）

１万人～５万人

95.82％（令和６年度上位３割）

94.88％（令和６年度上位５割）

３千人～１万人

96.82％（令和６年度上位３割）

95.99％（令和６年度上位５割）

３千人未満

98.29％（令和６年度上位３割）

97.34％（令和６年度上位５割）

② 前年度（令和５年度）実績と比較し現年度分の収納率が１ポ
イント以上向上している場合（令和５年度及び令和６年度の収
納率が99％以上である場合を含む）

25 222 12.8％

③ ②の基準は達成していないが、令和５年度実績と比較し収納
率が0.5ポイント以上向上している場合（①で上位３割の収納
率を達成している自治体において、収納率が令和５年度以上の
値となっている場合を含む）

10 319 18.3％

④ ②及び③の基準は達成していないが、令和４年度から令和６
年度の３か年平均の収納率が①の基準の上位5割の収納率を満
たしている場合

5 526 30.2％

⑤ 滞納繰越分の収納率が令和５年度実績と比較し、５ポイント
以上向上している場合（令和５年度及び令和６年度の滞納繰越
分の収納率が99％以上、又は滞納繰越分がない場合を含む）

25 335 19.2％

⑥ ⑤の基準は達成していないが、滞納繰越分の収納率が令和５
年度実績と比較し、２ポイント以上向上している場合

10 321 18.4％

⑦ ⑤及び⑥の基準は達成していないが、滞納繰越分の収納率が
令和５年度実績と比較し、１ポイント以上向上している場合

５ 167 9.6％

【令和８年度指標の考え方】

○ 年度の更新を行う。 33

令和７年度実施分

令和８年度市町村取組評価分

保険料（税）収納率（令和５年度実績を評価） 配点 該当数 達成率

① 現年度分の収納率が令和５年度の市町村規模別の全自治体上
位３割又は上位５割に当たる収納率を達成している場合

上位
３割
50
or

上位
５割
35

527

350

30.3％

20.1％

10万人以上

94.36％（令和５年度上位３割）

93.75％（令和５年度上位５割）

５万～10万人

94.35％（令和５年度上位３割）

93.68％（令和５年度上位５割）

１万人～５万人

95.89％（令和５年度上位３割）

94.98％（令和５年度上位５割）

３千人～１万人

96.78％（令和５年度上位３割）

95.97％（令和５年度上位５割）

３千人未満

98.46％（令和５年度上位３割）

97.61％（令和５年度上位５割）

② 前年度（令和４年度）実績と比較し現年度分の収納率が１ポ
イント以上向上している場合（令和４年度及び令和５年度の収
納率が99％以上である場合を含む）

25 236 13.6％

③ ②の基準は達成していないが、令和４年度実績と比較し収納
率が0.5ポイント以上向上している場合（①で上位３割の収納
率を達成している自治体において、収納率が令和４年度以上の
値となっている場合を含む）

10 379 21.8％

④ ②及び③の基準は達成していないが、令和３年度から令和５
年度の３か年平均の収納率が①の基準の上位5割の収納率を満
たしている場合

５ 469 26.9％

⑤ 滞納繰越分の収納率が令和４年度実績と比較し、５ポイント
以上向上している場合（令和４年度及び令和５年度の滞納繰越
分の収納率が99％以上、又は滞納繰越分がない場合を含む）

25 274 15.7％

⑥ ⑤の基準は達成していないが、滞納繰越分の収納率が令和４
年度実績と比較し、２ポイント以上向上している場合

10 241 13.8％

⑦ ⑤及び⑥の基準は達成していないが、滞納繰越分の収納率が
令和４年度実績と比較し、１ポイント以上向上している場合

５ 178 10.2％

※令和６年能登半島地震の影響を鑑み、石川県内の一部市町村について
特例措置を適用しているため、上位３割及び上位５割の該当数が市町村
数の３割及び５割より多くなっている。
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固有指標① 保険料（税）収納率【100点満点】

①現年度分収納率（50点） ②③④現年度分収納率の伸び率（25点） ⑤⑥⑦滞納繰越分の伸び率（25点）



【固有指標②データヘルス計画の実施状況】

令和８年度実施分

35

令和７年度実施分

令和８年度市町村取組評価分

【令和８年度指標の考え方】

○ 達成率を踏まえ配点の見直しを行う。

データヘルス計画の実施状況（令和７年度の実施状況を
評価）

配点該当数 達成率

① 第３期データヘルス計画に基づき６年度に実施した保
健事業等について、計画の評価及び見直しの検討を行い、
かつ、その計画をホームページ等を通じて公表し実施し
ている場合（検討の結果変更なし含む）

５ 1710 98.2％

② 従来のデータヘルス計画の策定期間内であるため、第
３期データヘルス計画策定の手引きに基づき、新たに計
画を策定しておらず、以下の基準を全て満たすデータヘ
ルス計画の取組を実施している場合

１ データヘルス計画をホームページ等を通じて公表の
上、これに基づき保健事業を実施している

２ データヘルス計画に係る個別の保健事業について、
データヘルス計画の目標等を踏まえたアウトカム指標
を設定の上、実施しており、事業の実施後も、そのア
ウトカム指標に基づき評価を行っている

３ KDB等各種データベースを活用し、データヘルス計
画に係る保健事業の実施・評価に必要なデータ分析
（医療費分析を含む。）を行い、分析結果に基づき、
必要に応じて事業内容等の見直しを行っている場合

①又は②の取組に加え、以下の取組を実施している場合

③ データヘルス計画に係る保健事業の実施・評価に当
たり、都道府県(保健所含む。)から意見を求める場を
設置している場合や都道府県（保健所含む。）へ助言
を求めている場合

２ 1599 89.5％
④ データヘルス計画に係る保健事業の実施・評価に当

たり、外部有識者として地域の医師会等の保健医療関
係者等を構成員とする委員会または協議会等（国保連
合会の支援・評価委員会等）の助言を得ている場合

データヘルス計画の実施状況（令和６年度の実施状
況を評価）

配点 該当数 達成率

① 新たに第３期データヘルス計画策定の手引きに基づき計
画を策定し、市町村における健康課題の抽出、標準化の取
組、共通の評価指標の設定、計画の目的・目標・戦略の設
定、個別の保健事業及び計画の評価・見直しなどを記載し、
データヘルス計画をホームページ等を通じて公表している
場合

10 1735 99.7％

② 従来のデータヘルス計画の策定期間内であるため、第３
期データヘルス計画策定の手引きに基づき、新たに計画を
策定しておらず、以下の基準を全て満たすデータヘルス計
画の取組を実施している場合

１ データヘルス計画をホームページ等を通じて公表の上、
これに基づき保健事業を実施している

２ データヘルス計画に係る個別の保健事業について、
データヘルス計画の目標等を踏まえたアウトカム指標
を設定の上、実施しており、事業の実施後も、そのア
ウトカム指標に基づき評価を行っている

３ KDB等各種データベースを活用し、データヘルス計画
に係る保健事業の実施・評価に必要なデータ分析（医
療費分析を含む。）を行い、分析結果に基づき、必要
に応じて事業内容等の見直しを行っている場合

①又は②の取組に加え、以下の取組を実施している場合

③ データヘルス計画に係る保健事業の実施・評価に当た
り、都道府県(保健所含む。)から意見を求める場を設置
している場合や都道府県（保健所含む。）へ助言を求
めている場合

５ 1557 89.4％
④ データヘルス計画に係る保健事業の実施・評価に当た

り、外部有識者として地域の医師会等の保健医療関係
者等を構成員とする委員会または協議会等（国保連合
会の支援・評価委員会等）の助言を得ている場合
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固有指標② データヘルス【７点満点】

データヘルス（７点）



【固有指標③こどもの医療の適正化等の取組】

37

【令和８年度指標の考え方】

○ 年度更新及び配点の見直しを行う。

令和７年度市町村取組評価分

こどもの医療の適正化等の取組
（令和７年度の実施状況を評価）

配点 該当数達成率

① 地方単独事業として実施しているこどもの医療費助成制度
について、年齢にかかわらず、外来で医療機関を受診する
際、窓口での支払いが必要な制度としている場合（外来医
療費を無償化せず自己負担を設けている場合など）

20 386 22.2％

② 地方単独事業として実施しているこどもの医療費助成制度
について、外来で医療機関を受診する際、窓口での支払い
が不要な制度から窓口での支払が必要な制度に、令和７年
度に変更した場合（医療費助成の対象となる年齢層のうち
一部の年齢層の制度変更を含む）

10 0 0.0％

③ 地方単独事業として実施しているこどもの医療費助成制度
と合わせ、医療費助成担当部局と連携し、こどもの保護者
に対して適切な受診を促す周知・啓発を実施している場合

５ 1553 89.2％

④ ③の取組を実施していない場合 -5 188 10.8％

⑤ こどもの急な病気やけがへの対応等（夜間・休日の小児救
急医療の輪番制等の体制構築に係る案内・情報提供など）
を実施している場合

５ 1597 91.7％

令和８年度実施分令和７年度実施分

こどもの医療の適正化等の取組
（令和６年度の実施状況を評価）

配点 該当数達成率

① 地方単独事業として実施しているこどもの医療費
助成制度について、年齢にかかわらず、外来で医療
機関を受診する際、窓口での支払いが必要な制度と
している場合（外来医療費を無償化せず自己負担を
設けている場合など）

50 410 23.5％

② 地方単独事業として実施しているこどもの医療費
助成制度について、外来で医療機関を受診する際、
窓口での支払いが不要な制度から窓口での支払が必
要な制度に、令和６年度に変更した場合（医療費助
成の対象となる年齢層のうち一部の年齢層の制度変
更を含む）

20 ０ 0.0％

③ 地方単独事業として実施しているこどもの医療費
助成制度と合わせ、医療費助成担当部局と連携し、
こどもの保護者に対して適切な受診を促す周知・啓
発を実施している場合

５ 1351 77.6％

④ ③の取組を実施していない場合 -5 390 22.4％

⑤ こどもの急な病気やけがへの対応等（夜間・休日
の小児救急医療の輪番制等の体制構築に係る案内・
情報提供など）を実施している場合

５ 1445 83.0％
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固有指標③ 医療費適正化の取組【30点】



(1)地域包括ケア推進の取組
（令和７年度の実施状況を評価）

配点 該当数達成率

国保の視点から地域包括ケアの推進に資する下記
のような取組を国保部局で実施している場合

① 地域包括ケアの構築に向けた医療・介護・保
健・福祉・住まい・生活支援など部局横断的な議
論の場に国保部局として参画し、KDB等を活用し
たデータ提供等により地域の課題を共有し、対応
策を検討するとともに、地域支援事業に国保部局
として参画

５ 1451 83.3％

② KDB等を活用して前期高齢者等のハイリスク
群・予備群等を抽出し、国保部局として当該ター
ゲット層に対する支援を実施（お知らせや保健師
等専門職による個別支援、介護予防を目的とした
取組等）

７ 1332 76.5％

③ 国保直診施設等を拠点とした取組をはじめ、医
療・介護関係機関の連携による地域包括ケアの推
進に向けた取組の実施

５ 1253 72.0％

令和８年度実施分

【令和８年度指標の考え方】

○ 指標の達成状況を踏まえ、配点の見直しを行う。

【固有指標④(1)地域包括ケア推進・(2)一体的実施の取組】

令和７年度実施分

39

(2)一体的実施の取組
（令和７年度の実施状況を評価）

配点 該当数達成率

① 後期高齢者医療広域連合から保健事業実施の委
託を受け、専門職を活用し、国保の保健事業につ
いて後期高齢者医療制度の保健事業と介護保険の
地域支援事業と一体的に実施

５ 1691 97.1％

② ①の事業の実施に当たり、国保のデータに加え、
後期高齢者医療及び介護保険のデータについても、
ＫＤＢ等を活用した分析を総合的に実施

５ 1639 94.1％

令和８年度市町村取組評価分

(1)地域包括ケア推進の取組
（令和６年度の実施状況を評価）

配点 該当数達成率

国保の視点から地域包括ケアの推進に資する下記
のような取組を国保部局で実施している場合

① 地域包括ケアの構築に向けた医療・介護・保
健・福祉・住まい・生活支援など部局横断的な議
論の場に国保部局として参画し、KDB等を活用し
たデータ提供等により地域の課題を共有し、対応
策を検討するとともに、地域支援事業に国保部局
として参画

８ 1418 81.4％

② KDB等を活用して前期高齢者等のハイリスク
群・予備群等を抽出し、国保部局として当該ター
ゲット層に対する支援を実施（お知らせや保健師
等専門職による個別支援、介護予防を目的とした
取組等）

７ 1300 74.7％

③ 国保直診施設等を拠点とした取組をはじめ、医
療・介護関係機関の連携による地域包括ケアの推
進に向けた取組の実施

５ 1185 68.1％

(2)一体的実施の取組
（令和６年度の実施状況を評価）

配点 該当数達成率

① 後期高齢者医療広域連合から保健事業実施の委
託を受け、専門職を活用し、国保の保健事業につ
いて後期高齢者医療制度の保健事業と介護保険の
地域支援事業と一体的に実施

10 1639 94.1％

② ①の事業の実施に当たり、国保のデータに加え、
後期高齢者医療及び介護保険のデータについても、
ＫＤＢ等を活用した分析を総合的に実施

10 1574 90.4％
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固有指標④ 地域包括ケア・一体的実施【27点満点】

地域包括ケア（17点） 一体的実施（10点）



【固有指標⑤第三者求償の取組】

令和８年度実施分

【令和８年度指標の考え方】

○ 年度の更新を行う。

令和７年度実施分

41

第三者求償の取組
（令和７年度の実施状況を評価）

配点 該当数達成率

① 消防や地域包括支援センター、警察、病院、保健所、
消費生活センター等の２種類以上の関係機関から救急搬
送記録等の第三者行為による傷病発見の手がかりとなる
情報の提供を受ける体制が構築されており、その構築し
た体制を用いて提供された情報をもとに勧奨を行った場
合（勧奨すべき案件がない場合も含む）

７ 1426 81.9％

② 医療機関窓口での傷病届提出勧奨の周知や該当レセプ
トへの「10.第３」の記載の徹底に向けた医療機関との
協力体制を構築している場合

７ 1596 91.7％

③ レセプトの抽出条件として、「10.第３」の記載のほか
に、「傷病名」等の条件を追加している場合

７ 1666 95.7％

④ ③の基準を満たす場合であって、勧奨すべき抽出件数
のうち勧奨割合が９割以上の場合

７ 1293 74.3％

⑤ 管理職級職員も含め第三者求償研修に参加している場
合

３ 1623 93.2％

⑥ 第三者求償事務に係る評価指標の４指標（※）につい
て、目標を設定しており、令和６年度の数値目標をすべ
て達成している場合

※ 傷病届の早期提出割合、勧奨後の傷病届早期提出割
合、傷病届受理日までの平均日数、レセプトへの「10.
第三」の記載率。

（令和３年８月６日国民健康保険課長通知）

10 283 16.3％

⑦ 第三者求償事務に係る評価指標の４指標（※）につい
て、目標を設定しており、令和６年度の数値目標を２つ
以上達成している場合（上記⑥を達成している市町村は
除く）

５ 439 25.2％

令和８年度市町村取組評価分

第三者求償の取組
（令和６年度の実施状況を評価）

配点 該当数 達成率

① 消防や地域包括支援センター、警察、病院、保健所、
消費生活センター等の２種類以上の関係機関から救急搬
送記録等の第三者行為による傷病発見の手がかりとなる
情報の提供を受ける体制が構築されており、その構築し
た体制を用いて提供された情報をもとに勧奨を行った場
合（勧奨すべき案件がない場合も含む）

７ 1355 77.8％

② 医療機関窓口での傷病届提出勧奨の周知や該当レセプ
トへの「10.第３」の記載の徹底に向けた医療機関との
協力体制を構築している場合

７ 1558 89.5％

③ レセプトの抽出条件として、「10.第３」の記載のほか
に、「傷病名」等の条件を追加している場合

７ 1651 94.8％

④ ③の基準を満たす場合であって、勧奨すべき抽出件数
のうち勧奨割合が９割以上の場合

７ 1334 76.6％

⑤ 管理職級職員も含め第三者求償研修に参加している場
合

３ 1634 93.3％

⑥ 第三者求償事務に係る評価指標の４指標（※）につい
て、目標を設定しており、令和５年度の数値目標をすべ
て達成している場合

※ 傷病届の早期提出割合、勧奨後の傷病届早期提出割
合、傷病届受理日までの平均日数、レセプトへの「10.
第三」の記載率。

（令和３年８月６日国民健康保険課長通知）

10 280 16.1％

⑦ 第三者求償事務に係る評価指標の４指標（※）につい
て、目標を設定しており、令和５年度の数値目標を２つ
以上達成している場合（上記⑥を達成している市町村は
除く）

５ 531 30.7％



42

33.4 

27.5 

31.4 

30.5 

27.4 

34.1 

23.3 

29.3 

27.7 
28.6 

29.8 

23.2 

27.5 

32.8 

27.7 
27.3 

32.3 

36.9 

27.9 

25.6 

30.2 

34.0 

21.1 

32.8 

27.8 
28.4 

26.1 

32.6 

30.4 

33.8 

26.6 

30.5 31.3 

29.6 

34.4 

26.8 

33.7 

29.7 

33.4 

28.5 

30.9 

32.5 

30.5 

34.3 

32.1 

30.4 

33.9 

29.7 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

北
海
道

青
森
県

岩
手
県

宮
城
県

秋
田
県

山
形
県

福
島
県

茨
城
県

栃
木
県

群
馬
県

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

神
奈
川
県

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

山
梨
県

長
野
県

岐
阜
県

静
岡
県

愛
知
県

三
重
県

滋
賀
県

京
都
府

大
阪
府

兵
庫
県

奈
良
県

和
歌
山
県

鳥
取
県

島
根
県

岡
山
県

広
島
県

山
口
県

徳
島
県

香
川
県

愛
媛
県

高
知
県

福
岡
県

佐
賀
県

長
崎
県

熊
本
県

大
分
県

宮
崎
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県

全
国

令和８年度保険者努力支援制度 取組評価分（市町村分） 都道府県別平均獲得点

固有指標⑤ 第三者求償【41点満点】

第三者求償（41点）



令和８年度実施分

【固有指標⑥（ⅰ）適用の適正化状況】

令和７年度実施分

43

令和８年度市町村取組評価分

(１)所得未申告世帯の調査 配点 該当数 達成率

① 当初賦課決定から年度末にかけて未申告世帯に
対して申告の勧奨を行い、応対がない未申告世帯
に対しては所得調査を実施し、所得を把握してい
る場合

３ 1353 77.7％

(２)オンライン資格確認の資格情報を活用した適
用の適正化

配点 該当数 達成率

① オンライン資格確認等システムにおける「資格
重複状況結果一覧」及び「加入勧奨ファイル」を適
用の適正化に活用している場合

４ 1320 75.8％

【令和８年度指標の考え方】

○ 市町村の達成状況を踏まえ、指標を見直すとともに、市町村の取組がより評価に反映されるよう指標の見直しを行う。

(1)居所不明被保険者の調査 配点 該当数 達成率

① 「取扱要領」を策定しており、かつ、居所不明
被保険者の調査を行い、職権による住基抹消を担
当課へ依頼するなど、その解消に努めている場合
（居所不明被保険者がいない場合も含む）

２ 1602 92.0％

(2)所得未申告世帯の調査 配点 該当数 達成率

① 全世帯に占める推計賦課世帯及び未申告世帯の
割合が、前年度と比較して、減少している場合

３ 674 38.7％

(3)国年被保険者情報を活用した適用の適正化 配点 該当数 達成率

① 日本年金機構と契約を締結して、国民年金被保
険者情報を適用の適正化に活用している場合

２ 1448 83.2％

(4)オンライン資格確認の資格情報を活用した適
用の適正化

配点 該当数 達成率

① オンライン資格確認等システムにおける「資格
重複状況結果一覧」を適用の適正化に活用している
場合

２ 1509 86.7％



令和８年度実施分

(1)レセプト点検の充実・強化 配点 該当数 達成率

① 柔道整復療養費について、多部位、長期または頻
度が高い施術患者に対して、負傷部位や原因の調査等
を実施し、患者に対する適正受診の指導を行っている
場合

５ 1375 79.0％

② 資格点検・内容点検ともにレセプト全件について
実施しており、医科レセプトと調剤レセプトとの突合、
縦覧点検、横覧点検、介護レセプトとの突合のすべて
を実施している場合

３ 1536 88.2％

③ ②の取組に加え、令和６年度（４～３月）の内容
点検分の１人当たり財政効果額が前年度（４～３月）
と比較して向上している場合

２ 768 44.1％

(２)一部負担金の適切な運営 配点 該当数 達成率

① 医療機関からの申請がある場合、一部負担金の保
険者徴収制度を適切に運営している場合（医療機関か
ら申請がない場合も含む）

３ 672 38.6％

【固有指標⑥（ⅱ）給付の適正化状況】

令和７年度実施分

44

令和８年度市町村取組評価分

【令和８年度指標の考え方】

○ 市町村の取組がより評価に反映されるよう指標の見直しを行う。

(1)レセプト点検の充実・強化 配点 該当数 達成率

① 柔道整復療養費について、多部位、長期または
頻度が高い施術患者に対して、負傷部位や原因の
調査等を実施し、患者に対する適正受診の指導を
行っている場合

５ 1311 75.3％

② 令和５年度（４～３月）の１人当たりの財政効
果額が前年度（４～３月）と比較して、向上して
おり、かつ１人当たりの財政効果額が全国平均を
上回っている場合

５ 375 21.5％

(２)一部負担金の適切な運営 配点 該当数 達成率

① 医療機関からの申請がある場合、一部負担金の
保険者徴収制度を適切に運営している場合（医療
機関から申請がない場合も含む）

３ 702 40.3％



【固有指標⑥（ⅲ）保険料（税）収納対策状況】

令和８年度実施分令和７年度実施分

45

(1)保険料（税）収納率の確保・向上 配点 該当数 達成率

① 令和６年度の普通徴収について、口座振替やク
レジットカード払い等、自動引落により保険料を
納付している世帯数の割合が、前年度より向上し
ている場合

７ 603 34.6％

② コンビニ収納・クレジットカード・ペイジー等
のマルチペイメントネットワークサービス・ＱＲ
コード決済（PayPay等）等、被保険者による保険
料自主納付方法の利便性拡大に寄与する取組を実
施している場合（各１点）

４ 1166 67.0％

③ 滞納者がいる場合において、再三の督促、催促
にもかかわらず納付に応じない滞納者について、
実情を踏まえた上で財産調査、差押え等の滞納処
分を行う方針を定めており、かつ、滞納理由が経
済的な困窮であること等を把握した場合に、自立
相談支援機関を案内するなど、必要に応じて生活
困窮者自立支援制度担当部局との連携を行ってい
る場合

３ 1615 92.8％

④ 滞納者がいる場合において、電話、訪問等を通
じて納付相談を促し、電話又は窓口等における納
付相談の機会を設けるとともに、納付相談に応じ
た滞納者に対して、災害その他特別の事情の有無
を確認するとともに、必要に応じて保険料（税）
の分割納付等による計画的な納付を促すという取
組を行っていない場合

-3 16 0.9％

⑤ 滞納者がいる場合において、必要に応じて、税
関係の部署などと連携する等により差押えや換価、
保険料（税）への充当のいずれも実施していない
場合

-2 26 1.5％

【令和８年度指標の考え方】

〇 年度の更新のほか、国の通知も踏まえ、より実効性のある収納対策を行う観点から、指標の見直しを行う。

令和８年度市町村取組評価分

(1)保険料（税）収納率の確保・向上 配点 該当数 達成率

① 令和５年度の普通徴収について、口座振替やク
レジットカード払い等、自動引落により保険料を
納付している世帯数の割合が、前年度より向上し
ている場合

７ 613 35.2％

② コンビニ収納やペイジー等、被保険者による保
険料自主納付方法の利便性拡大に寄与する取組を
実施している場合

５ 1584 91.0％

③ 滞納者について、再三の督促、催促にもかかわ
らず納付に応じない場合は、実情を踏まえた上で
財産調査、差押え等の滞納処分を行う方針を定め
ており、かつ、滞納理由が経済的な困窮であるこ
と等を把握した場合に、自立相談支援機関を案内
するなど、必要に応じて生活困窮者自立支援制度
担当部局との連携を行っている場合

５ 1611 92.5％



【固有指標⑥（ⅲ）保険料（税）収納対策状況】

令和８年度実施分令和７年度実施分

46

(2)外国人被保険者への周知 配点 該当数 達成率

① 外国人被保険者に対し、国保制度の概要（保険
料納付の必要性を含む）について記載された外国
語のパンフレットや納入通知書・督促状・催告書
等を作成し、制度の周知・収納率の向上を図って
いる場合

３ 1549 89.0％

② 住基登録を行う部署での手続後に国保部署の窓
口を案内する等の切れ目のない業務フローの確立
や、外国人転入者向けのリーフレットに国保の制
度説明も掲載するなど、他部署と連携した加入手
続や制度の説明を行っている場合

２ 1493 85.8％

③ 庁内にて翻訳機や外国語対応可能な専任の人員
等により国保制度の説明を行える体制が恒常的に
整っている場合

２ 936 53.8％

【令和８年度指標の考え方】

〇 年度の更新のほか、より実効性のある収納対策を行う観点から、指標の見直しを行う。

令和８年度市町村取組評価分

(2)外国人被保険者への周知 配点 該当数 達成率

① 外国人被保険者に対し、国保制度の概要（保険
料納付の必要性を含む）について記載された外国
語のパンフレットや納入通知書等を作成し、制度
の周知・収納率の向上を図っている場合

３ 1537 88.3％



【固有指標⑥（ⅳ）法定外繰入の解消等】

※ 赤字削減・解消計画については、「国民健康保険「国民健康保険保険者の赤字削減・解消計画の策定等について」（平成30年１月29日付け保国発0129第２号国民健康保険課長通知。）において示さ
れた様式に準拠したものに限る。

 

令和８年度実施分令和７年度実施分

47

令和８年度市町村取組評価分

【令和８年度指標の考え方】

〇 法定外繰入削減・解消の促進を図るため、指標及び配点の見直しを行う。

決算補填等目的の法定外一般会計繰入等の削減
（令和５年度の実施状況を評価）

配点 該当数達成率

① 令和５年度決算において決算補填等目的の法定外一般会計繰入等
を行っていない場合

50 1497 86.0％

赤字の削減目標年次、削減予定額（率）及び具体的な取組内容を定
めた赤字削減・解消計画を策定しており、

・令和５年度決算において決算補填等目的の法定外一般会計繰入等
の金額が減少

・解消予定年度が令和６年度以降令和８年度以内
の場合であって、次の要件に該当している場合

② 令和５年度の削減予定額（率）を達成している場合
※計画初年度からの平均削減予定額(率)が10％未満の場合は、達成して

いたとしても③とする。

５ 20 1.1％

③ 令和５年度決算において削減予定額（率）を達成していない
場合

-5 17 1.0％

赤字の削減目標年次、削減予定額（率）及び具体的な取組内容を定
めた赤字削減・解消計画を策定しており、

・令和５年度決算において決算補填等目的の法定外一般会計繰入等
の金額が減少

・解消予定年度が令和９年度以降
の場合であって、次の要件に該当している場合

④ 令和５年度の削減予定額（率）を達成している場合
※ 計画初年度からの平均削減予定額(率)が10％未満の場合は、達成して

いたとしても⑤とする。

-5 ２ 0.1％

⑤ 令和５年度決算において、削減予定額（率）を達成していな
い場合

-20 10 0.6％

⑥ 赤字の削減目標年次、削減予定額（率）及び具体的な取組内容を
定めた赤字削減・解消計画を策定しているが、令和５年度決算にお
いて決算補填等目的の法定外一般会計繰入等の金額が減少していな
い場合

-25 129 7.4％

⑦ 計画策定対象市町村※であるにもかかわらず、赤字削減・解消計
画を策定していない場合、又は赤字削減・解消計画を策定している
が、赤字の削減目標年次、削減予定額（率）若しくは具体的な取組
内容のいずれかを定めていない場合
※ 令和５年度までに赤字の解消が確実に見込まれるとして赤字削減・解消

計画を策定していなかったが、令和５年度決算において決算補填等目的の
法定外繰入等を行っている場合を含む。

-30 ０ 0.0％

決算補填等目的の法定外一般会計繰入等の削減
（令和６年度の実施状況を評価）※⑨を除く

配点該当数達成率

① 令和６年度決算において決算補填等目的の法定外一般会計繰入等を
行っていない場合

60 1522 87.4％

赤字の削減目標年次、削減予定額（率）及び具体的な取組内容を定め
た赤字削減・解消計画を策定しており、

・令和６年度決算において決算補填等目的の法定外一般会計繰入等の
金額が減少

・解消予定年度が令和７年度及び令和８年度
の場合であって、次の要件に該当している場合

② 令和６年度の削減予定額（率）を達成している場合
※ 計画初年度からの平均削減予定額(率)が10％未満の場合は、達成してい

たとしても③とする。

15 28 1.6％

③ 令和６年度決算において削減予定額（率）を達成していない場
合

-15 25 1.4％

赤字の削減目標年次、削減予定額（率）及び具体的な取組内容を定め
た赤字削減・解消計画を策定しており、

・令和６年度決算において決算補填等目的の法定外一般会計繰入等の
金額が減少

・解消予定年度が令和９年度以降令和17年度以内
の場合であって、次の要件に該当している場合

④ 令和６年度の削減予定額（率）を達成している場合
※ 計画初年度からの平均削減予定額(率)が10％未満の場合は、達成してい

たとしても⑤とする。

-5 13 0.7％

⑤ 令和６年度決算において、削減予定額（率）を達成していない場
合

-30 44 2.5％

赤字の削減目標年次、削減予定額（率）及び具体的な取組内容を定め
た赤字削減・解消計画を策定しており、

・令和６年度決算において決算補填等目的の法定外一般会計繰入等の
金額が減少

・解消予定年度が令和18年度以降
の場合であって、次の要件に該当している場合

⑥ 令和６年度の削減予定額（率）を達成している場合
※ 計画初年度からの平均削減予定額(率)が10％未満の場合は、達成してい

たとしても⑦とする。

-15 0 0.0％

⑦ 令和６年度決算において、削減予定額（率）を達成していない場
合

-40 9 0.5％

⑧ 赤字の削減目標年次、削減予定額（率）及び具体的な取組内容を定
めた赤字削減・解消計画を策定しているが、令和６年度決算において
決算補填等目的の法定外一般会計繰入等の金額が減少していない場合

-40 46 2.6％

⑨ 令和７年度中に赤字削減・解消計画の見直しを行い、解消予定年度
を繰り上げた場合（解消予定年度が令和18年度以降である市町村につ
いては、解消予定年度を令和17年度以前に見直した場合に限る。）

10 13 0.7％



令和８年度実施分

(1)国保運営協議会の体制強化 配点該当数 達成率

① 国保運営協議会の体制強化のために、被用者保険の代
表委員を加えている場合

３ 686 39.4％

(2)事務の標準化、効率化・コスト削減、広域化に係る取
組

配点該当数 達成率

① 地方公共団体情報システムの標準化の取組において、市町村
事務処理標準システムを導入（予定含む）し、国民健康保険シ
ステムの標準化を実施する場合

３ 817 46.9％

② 地方公共団体情報システムの標準化の取組において、市町村
事務処理標準システム又はその他の国民健康保険システムをガ
バメントクラウドを利用して導入（予定含む）する場合

３ 1365 78.4％

(3) 申請手続きの利便性の向上 配点該当数 達成率

① 被保険者から保険者への申請手続について、オンラインによ
る手続を設けている場合

５ 1020 58.6％

【固有指標⑥（ⅴ）その他】

令和７年度実施分

48

令和８年度市町村取組評価分

【令和８年度指標の考え方】

○ 年度の更新を行う。

(1)国保運営協議会の体制強化 配点 該当数 達成率

① 国保運営協議会の体制強化のために、被用者保険
の代表委員を加えている場合

３ 660 37.9％

(2)事務の標準化、効率化・コスト削減、広域化に係
る取組

配点 該当数 達成率

① 地方公共団体情報システムの標準化の取組において、市
町村事務処理標準システムを導入（予定含む）し、国民健
康保険システムの標準化を実施する場合

３ 794 45.6％

② 地方公共団体情報システムの標準化の取組において、市
町村事務処理標準システム又はその他の国民健康保険シス
テムをガバメントクラウドを利用して導入（予定含む）す
る場合

３ 1078 61.9％

(3) 申請手続きの利便性の向上 配点 該当数 達成率

① 被保険者から保険者への申請手続について、オンライン
による手続を設けている場合

５ 855 49.1％
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令和８年度保険者努力支援制度 取組評価分（市町村分） 都道府県別平均獲得点

固有指標⑥ 適正かつ健全な事業運営の実施状況【115点満点】
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令和８年度保険者努力支援制度 取組評価分（市町村分） 都道府県別平均獲得点

固有指標⑥ 法定外繰入の解消等【60点満点】

評価指標①～④(60点) 評価指標⑤～⑧(▲40点)
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都道府県分について
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令和８年度保険者努力支援制度 取組評価分（都道府県分）

都道府県別獲得点

指標１ 市町村指標の都道府県単位評価 205点 指標２ 都道府県の医療費水準等 269点 指標３ 都道府県の取組状況 298点

（点）
速報値
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（参考）令和７年度保険者努力支援制度 取組評価分（都道府県分）

都道府県別獲得点

指標１ 市町村指標の都道府県単位評価 160点 指標２ 都道府県の医療費水準等 130点 指標３ 都道府県の取組状況 282点

（点）



令和８年度実施分令和７年度実施分
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【令和８年度指標の考え方】

○ 獲得状況を踏まえ、基準値を含めた指標の見直しを行う。

令和８年度都道府県取組評価分 【指標① ：特定健康診査の実施率】

（ⅰ）－１ 特定健康診査の実施率
（令和５年度実績を評価）

配点 該当数 達成率

① 特定健康診査実施率の都道府県平均値が目標
値（60％）を達成している場合

20 ０ ０％

② ①の基準は達成していないが、特定健康診査
の実施率の都道府県平均値が、市町村国保（全
体）の平均値を達成し、かつ、令和３年度～令
和５年度までの実施率を維持している場合
※「受診率を維持」は「対前年度比で減少していない」と定
義
※都道府県平均値が令和５年度の市町村国保（全体）の平均

値を超えており、かつ、令和３年度～令和５年度の都道府
県平均値が低下していない場合を評価

10 22 47％

③ 特定健康診査の実施率の都道府県平均値が、
前年度実績と比較し、３ポイント以上向上して
いる場合（上記①及び②の基準を達成している
場合を除く）

６ ０ ０％

④ 特定健康診査の実施率の都道府県平均値が、
前年度実績と比較し、２ポイント以上向上して
いる場合（上記①～③の基準を達成している場
合を除く）

３ ０ ０％

⑤ 特定健康診査の実施率の都道府県平均値が、
前年度実績と比較し、１ポイント以上向上して
いる場合（上記①～④の基準を達成している場
合を除く）

１ ９ 19％

⑥ 特定健康診査の実施率の都道府県平均値が、
前年度水準よりも悪化している場合

-2 ５ 11％

（ⅰ）－１ 特定健診の受診率
（令和４年度実績を評価）

配点 該当数 達成率

① 特定健診受診率の都道府県平均値が目標値
（60％）を達成している場合

６ ０ ０％

② ①の基準は満たさないが、特定健診受診率の都道
府県平均値が上位３割相当の数値を達成している場
合

４ 14 30％

③ ①及び②の基準は満たさないが、特定健診受診率
の都道府県平均値が上位５割相当の数値を達成して
いる場合

２ ９ 19％

④ 特定健診受診率の都道府県平均値が30％未満の値
となっている場合

-4 ２ ４％

⑤ 特定健診受診率の都道府県平均値が令和３年度実
績と比較して１ポイント以上向上している場合

４ 32 68％



令和８年度実施分令和７年度実施分
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【令和８年度指標の考え方】

○ 獲得状況を踏まえ、基準値を含めた指標の見直しを行う。

令和８年度都道府県取組評価分 【指標① ：特定保健指導の実施率】

（ⅰ）－２ 特定保健指導の実施率
（令和５年度実績を評価）

配点 該当数 達成率

① 特定保健指導の実施率の都道府県平均値が目
標値（60％）を達成している場合

20 ５ 11％

② ①の基準は達成していないが、特定保健指導
の実施率の都道府県平均値が、市町村国保（全
体）の平均値を達成し、かつ、令和３年度～令
和５年度までの実施率を維持している場合
※「実施率を維持」は「対前年度比で減少していない」と定
義
※都道府県平均値が令和５年度の市町村国保（全体）の平均

値を超えており、かつ、令和３年度～令和５年度の都道府
県平均値が低下していない場合を評価

10 11 23％

③ 特定保健指導の実施率の都道府県平均値が、
前年度実績と比較し、３ポイント以上向上して
いる場合（上記①及び②の基準を達成している
場合を除く）

６ １ ２％

④ 特定保健指導の実施率の都道府県平均値が、
前年度実績と比較し、２ポイント以上向上して
いる場合（上記①～③の基準を達成している場
合を除く）

３ ３ ６％

⑤ 特定保健指導の実施率の都道府県平均値が、
前年度実績と比較し、１ポイント以上向上して
いる場合（上記①～④の基準を達成している場
合を除く）

１ ４ ９％

⑥ 特定保健指導の実施率の都道府県平均値が、
前年度水準よりも１ポイント以上悪化している
場合

-2 17 36％

（ⅰ）－３ 特定健康診査及び特定保健指導の実
施率

配点 該当数 達成率

① 特定健康診査及び特定保健指導実施率が、と
もに都道府県の上位５位を達成している場合

30 １ ２％

（ⅰ）－２ 特定保健指導の実施率
（令和４年度実績を評価）

配点 該当数 達成率

① 特定保健指導実施率の都道府県平均値が目標値
（60％）を達成している場合

６ ４ ９％

② ①の基準は満たさないが、特定保健指導実施率の
都道府県平均値が上位３割相当の数値を達成してい
る場合

４ 10 21％

③ ①及び②の基準は満たさないが、特定保健指導実
施率の都道府県平均値が上位５割相当の数値を達成
している場合

２ ９ 19％

④ 特定保健指導実施率の都道府県平均値が15％未満
の値となっている場合

-4 ２ ４％

⑤ 特定保健指導実施率の都道府県平均値が令和３年
度実績と比較して２ポイント以上向上している場合

４ 10 21％



【指標① ：生活習慣病の発症予防・重症化予防の取組状況】

令和８年度実施分

【令和８年度指標の考え方】

○ 達成率を踏まえ、指標の見直しを行う。

令和８年度都道府県取組評価分

令和７年度実施分

56

(ⅱ)生活習慣病の発症予防・重症化予防の取組状況
（令和７年度実績を評価）

配点 該当数 達成率

① 管内市町村のうち、市町村指標①を満たす市町村の
割合が9.5割を超えている場合

８ 29 62％

② 管内市町村のうち、市町村指標④を満たす市町村の
割合が9.5割を超えている場合

7 40 85％

③ 管内市町村のうち、市町村指標⑤を満たす市町村の
割合が９割を超えている場合

５ 35 74％

(ⅱ)生活習慣病の発症予防・重症化予防の取組状況
（令和６年度実績を評価）

配点 該当数 達成率

① 管内市町村のうち、市町村指標①を満たす市町村の
割合が９割を超えている場合

８ 45 96％

② 管内市町村のうち、市町村指標②を満たす市町村の
割合が9.5割を超えている場合

７ 34 72％

③ 管内市町村のうち、市町村指標④を満たす市町村の
割合が８割を超えている場合

５ 42 89％



【指標① ：個人インセンティブの提供・個人への分かりやすい情報提供の実施】

令和８年度実施分

【令和８年度指標の考え方】

○ 年度の更新を行う。

令和８年度都道府県取組評価分

令和７年度実施分
(ⅲ) －１ 個人インセンティブの提供
（令和７年度実績を評価）

配点 該当数 達成率

① 管内市町村のうち、市町村指標①を満たす
市町村の割合が８割を超えている場合

15 30 64％

② ①の基準は満たさないが、管内市町村のう
ち市町村指標①を満たす市町村の割合が６割を
超えている場合

５ 14 30％

③ 管内市町村のうち、市町村指標（１）①及
び（２）⑥を満たす市町村の割合が７割を超え
ている場合

５ 28 60％

(ⅲ) －２ 個人への分かりやすい情報提供の実施
（令和７年度実績を評価）

配点 該当数 達成率

① 管内市町村の被保険者数に対するマイナン
バーカードの健康保険証利用登録者数の割合の
都道府県平均値が上位１割相当の数値を達成し
ている場合

10 ４ ９％

② ①の基準は満たさないが、管内市町村の被
保険者数に対するマイナンバーカードの健康保
険証利用登録者数の割合の都道府県平均値が上
位３割相当の数値を達成している場合

５ 10 21％

③ 管内市町村のマイナ保険証の利用率の都道
府県平均値が上位１割相当の数値を達成してい
る場合

20 ４ ９％

④ ③の基準は満たさないが、管内市町村のマ
イナ保険証の利用率の都道府県平均値が上位３
割相当の数値を達成している場合

10 10 21％

⑤ ③及び④の基準は満たさないが、管内市町
村のマイナ保険証の利用率の都道府県平均値が
上位５割相当の数値を達成している場合

５ ９ 19％
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(ⅲ) －１ 個人インセンティブの提供
（令和６年度実績を評価）

配点 該当数 達成率

① 管内市町村のうち、市町村指標①を満たす市
町村の割合が８割を超えている場合

15 37 79％

② ①の基準は満たさないが、管内市町村のうち
市町村指標①を満たす市町村の割合が６割を超
えている場合

５ ８ 17％

③ 管内市町村のうち、市町村指標（１）①及び
（２）⑦を満たす市町村の割合が７割を超えて
いる場合

５ 33 70％

(ⅲ) －２ 個人への分かりやすい情報提供の実施
（令和６年度実績を評価）

配点 該当数 達成率

① 管内市町村の被保険者数に対するマイナン
バーカードの健康保険証利用登録者数の割合の
都道府県平均値が上位１割相当の数値を達成し
ている場合

10 ４ ９％

② ①の基準は満たさないが、管内市町村の被保
険者数に対するマイナンバーカードの健康保険
証利用登録者数の割合の都道府県平均値が上位
３割相当の数値を達成している場合

５ 10 21％

③ 管内市町村のマイナ保険証の利用率の都道府
県平均値が上位１割相当の数値を達成している
場合

20 ５ 11％

④ ③の基準は満たさないが、管内市町村のマイ
ナ保険証の利用率の都道府県平均値が上位３割
相当の数値を達成している場合

10 ９ 19％

⑤ ③及び④の基準は満たさないが、管内市町村
のマイナ保険証の利用率の都道府県平均値が上
位５割相当の数値を達成している場合

５ ９ 19％



【指標① ：後発医薬品の使用割合・保険料収納率】

令和８年度実施分

【令和８年度指標の考え方】

○ 達成率を踏まえ、指標の見直し及び廃止を行う。

(ⅳ)後発医薬品の使用割合 （令和６年度実績を評価） 配点 該当数達成率

① 後発医薬品の使用割合の都道府県平均が85％を達成
している場合

15 45 96％

(ⅴ)保険料（税）収納率 （令和６年度実績を評価） 配点 該当数達成率

① 保険料収納率の都道府県平均値が上位２割相当の数
値を達成している場合

10 ９ 19％

② ①の基準は満たさないが、保険料収納率の都道府県
平均値が上位４割相当の数値を達成している場合

５ ９ 19％

③ 保険料収納率の都道府県平均値が令和５年度の実績
と比較して0.6ポイント以上向上している場合

10 １ ２％

④ ③の基準は満たさないが、保険料収納率の都道府県
平均値が令和５年度実績と比較して向上している場合

５ 10 21％

令和８年度都道府県取組評価分

令和７年度実施分
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(ⅳ)後発医薬品の使用割合 （令和５年度実績を評価） 配点 該当数 達成率

① 後発医薬品の使用割合の都道府県平均が政府目標
である目標値 （80％）を達成している場合

15 39 83％

② ①の基準を達成し、かつ後発医薬品の使用割合の
都道府県平均値が令和４年度以上の値となっている
場合

５ 39 83％

③ ①の基準は満たさないが、後発医薬品の使用割合
の都道府県平均値が上位７割相当の数値を達成して
いる場合

５ ０ ０％

④ ①の基準は満たさないが、後発医薬品の使用割合
の都道府県平均値が令和４年度実績と比較して3.0
ポイント以上向上している場合

10 ０ ０％

⑤ ①及び④の基準は満たさないが、後発医薬品の使
用割合の都道府県平均値が令和４年度実績と比較し
て2.5ポイント以上向上している場合

８ ０ ０％

⑥ ①、④及び⑤の基準は満たさないが、後発医薬品
の使用割合の都道府県平均値が令和４年度実績と比
較して2.0ポイント以上向上している場合

６ ０ ０％

(ⅴ)保険料（税）収納率 （令和５年度実績を評価） 配点 該当数 達成率

① 保険料収納率の都道府県平均値が上位２割相当の数
値を達成している場合

10 ９ 19％

② ①の基準は満たさないが、保険料収納率の都道府県
平均値が上位４割相当の数値を達成している場合

５ ９ 19％

③ 保険料収納率の都道府県平均値が令和４年度の実績
と比較して0.6ポイント以上向上している場合

10 ０ ０％

④ ③の基準は満たさないが、保険料収納率の都道府県
平均値が令和４年度実績と比較して向上している場合

５ 23 49％



【指標① ：重複投与者・多剤投与者に対する取組】

令和８年度実施分

令和８年度都道府県取組評価分

59

(ⅵ) －１ 重複投与者に対する取組
（令和７年度の実施状況を評価）

配点 該当数達成率

① 管内市町村のうち、市町村指標①を満たす市町村
の割合が９割を越えている場合

５ 28 60％

② 管内市町村のうち、市町村指標②を満たす市町村
の割合が９割を越えている場合

10 16 34％

令和７年度実施分

(ⅵ) －２ 多剤投与者に対する取組
（令和７年度の実施状況を評価）

配点 該当数達成率

① 管内市町村のうち、市町村指標①を満たす市町村
の割合が９割を越えている場合

５ 17 36％

② 管内市町村のうち、市町村指標②を満たす市町村
の割合が９割を越えている場合

10 10 21％

【令和８年度指標の考え方】

○ 年度の更新を行う。

(ⅵ) －１ 重複投与者に対する取組
（令和６年度の実施状況を評価）

配点 該当数 達成率

① 管内市町村のうち、市町村指標①を満たす市町村
の割合が９割を越えている場合

５ 27 57％

② 管内市町村のうち、市町村指標②を満たす市町村
の割合が９割を越えている場合

10 11 23％

(ⅵ) －２ 多剤投与者に対する取組
（令和６年度の実施状況を評価）

配点 該当数 達成率

① 管内市町村のうち、市町村指標①を満たす市町村
の割合が９割を越えている場合

５ 10 21％

② 管内市町村のうち、市町村指標②を満たす市町村
の割合が９割を越えている場合

10 ５ 11％



60

52 

63 

38 

70 

58 

100 

65 

53 

65 

57 

88 

40 

25 

71 

75 

88 

133 

108 

46 

133 

88 

93 
90 

66 

106 

68 

48 

78 

58 

86 

66 

48 

76 

59 

69 70 

60 

51 

41 

85 

125 

115 

70 

115 

95 

61 

46 

73.6 

-5

15

35

55

75

95

115

135

北
海
道

青
森
県

岩
手
県

宮
城
県

秋
田
県

山
形
県

福
島
県

茨
城
県

栃
木
県

群
馬
県

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

神
奈
川
県

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

山
梨
県

長
野
県

岐
阜
県

静
岡
県

愛
知
県

三
重
県

滋
賀
県

京
都
府

大
阪
府

兵
庫
県

奈
良
県

和
歌
山
県

鳥
取
県

島
根
県

岡
山
県

広
島
県

山
口
県

徳
島
県

香
川
県

愛
媛
県

高
知
県

福
岡
県

佐
賀
県

長
崎
県

熊
本
県

大
分
県

宮
崎
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県

全
国

令和８年度保険者努力支援制度 取組評価分（都道府県分） 都道府県別獲得点

指標① 市町村指標の都道府県単位評価

特定健診・特定保健指導（70点) 重症化予防（20点） 個人インセンティブ（20点） 情報提供（30点）

ジェネリック(15点) 収納率（20点） 重複（15点） 多剤（15点）



61

（参考１）令和８年度保険者努力支援制度 取組評価分（都道府県分）指標① 市町村指標の都道府県単位評価
特定健康診査受診率（令和５年度実績）の都道府県平均値
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（参考２）令和８年度保険者努力支援制度 取組評価分（都道府県分）指標① 市町村指標の都道府県単位評価
特定保健指導実施率（令和５年度実績）の都道府県平均値

38.1%

42.1%

27.9%

23.4%21.2%

47.2%

39.0%

33.6%

35.4%

19.3%

18.7%

23.6%

13.7%
12.0%

39.0%

32.5%

46.6%

29.8%

51.0%

60.3%

44.5%

36.8%

17.9%
16.6%

34.9%

24.0%

17.7%

30.5%

20.2%

28.5%

29.5%
28.8%

20.0%

26.9%

17.8%

72.4%

26.6%

35.7%

32.9%

45.1%

65.1%
61.0%

51.7%
52.4%

52.1%

47.1%

67.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

⑱
北
海
道

⑮
青
森
県

㉛
岩
手
県

㊱
宮
城
県

㊲
秋
田
県

⑩
山
形
県

⑯
福
島
県

㉓
茨
城
県

㉑
栃
木
県

㊵
群
馬
県

㊶
埼
玉
県

㉟
千
葉
県

㊻
東
京
都

㊼
神
奈
川
県

⑰
新
潟
県

㉕
富
山
県

⑫
石
川
県

㉗
福
井
県

⑨
山
梨
県

⑤
長
野
県

⑭
岐
阜
県

⑲
静
岡
県

㊷
愛
知
県

㊺
三
重
県

㉒
滋
賀
県

㉞
京
都
府

㊹
大
阪
府

㉖
兵
庫
県

㊳
奈
良
県

㉚
和
歌
山
県

㉘
鳥
取
県

㉙
島
根
県

㊴
岡
山
県

㉜
広
島
県

㊸
山
口
県

①
徳
島
県

㉝
香
川
県

⑳
愛
媛
県

㉔
高
知
県

⑬
福
岡
県

③
佐
賀
県

④
長
崎
県

⑧
熊
本
県

⑥
大
分
県

⑦
宮
崎
県

⑪
鹿
児
島
県

②
沖
縄
県

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度



63

95.5%

97.5%

93.9%

97.1%

100.0%100.0% 100.…

95.5%

100.0%97.1% 96.3%

95.2% 96.7%

92.6%

100.0%

96.3%

100.0%

97.7%

100.0%

92.3% 94.7%

89.5%

95.7%

97.1%

96.2%

86.0%

90.2%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

北
海
道

青
森
県

岩
手
県

宮
城
県

秋
田
県

山
形
県

福
島
県

茨
城
県

栃
木
県

群
馬
県

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

神
奈
川
県

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

山
梨
県

長
野
県

岐
阜
県

静
岡
県

愛
知
県

三
重
県

滋
賀
県

京
都
府

大
阪
府

兵
庫
県

奈
良
県

和
歌
山
県

鳥
取
県

島
根
県

岡
山
県

広
島
県

山
口
県

徳
島
県

香
川
県

愛
媛
県

高
知
県

福
岡
県

佐
賀
県

長
崎
県

熊
本
県

大
分
県

宮
崎
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

（参考3）令和８年度保険者努力支援制度 取組評価分（都道府県分）指標① 市町村指標の都道府県単位評価
生活習慣病の発症予防・重症化予防の取組状況（指標③）
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（参考４）令和８年度保険者努力支援制度 取組評価分（都道府県分）指標① 市町村指標の都道府県単位評価
個人インセンティブの提供（指標①及び②）
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（参考５）令和８年度保険者努力支援制度 取組評価分（都道府県分）指標① 市町村指標の都道府県単位評価
後発医薬品の使用割合（令和６年度実績）
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（参考６）令和８年度保険者努力支援制度 取組評価分（都道府県分）指標① 市町村指標の都道府県単位評価
保険料収納率（令和６年度実績）
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（参考７）令和８年度保険者努力支援制度 取組評価分（都道府県分）指標① 市町村指標の都道府県単位評価
重複投与者に対する取組（指標②）を達成している自治体数
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（参考８）令和８年度保険者努力支援制度 取組評価分（都道府県分）指標① 市町村指標の都道府県単位評価
多剤投与者に対する取組（指標②）を達成している自治体数



【令和８年度指標の考え方】

○ 医療費適正化をより一層推進するため、更なるメリハリの強化を実施
○ 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、年齢調整後一人当たり医療費の改善状況の指標において令和２年度実績は評価対象としない。

令和８年度実施分

【指標② ：年齢調整後一人当たり医療費】令和８年度都道府県取組評価分

令和７年度実施分

69

（ⅰ）年齢調整後一人当たり医療費
（令和４年度実績を評価）

配点 該当数 達成率

① 年齢調整後一人当たり医療費が、全都道府県の
上位１位から５位である場合 20 ５ 11％

② 年齢調整後一人当たり医療費が、全都道府県の
上位６位から10位である場合 15 ５ 11％

③ ①及び②の基準は満たさないが、年齢調整後一
人当たり医療費が、全国平均よりも低い水準であ
る場合

10 ９ 19％

（ⅱ）年齢調整後一人当たり医療費の改善状況
（令和４年度実績を評価）

配点 該当数 達成率

① 年齢調整後一人当たり医療費の令和３年度か
らの改善状況が全都道府県の上位１位から５位の
場合

40 ５ 11％

② 年齢調整後一人当たり医療費の令和３年度か
らの改善状況が全都道府県の上位６位から10位の
場合

35 ５ 11％

③ ①及び②の基準は満たさないが、令和元年
度・令和３年度・令和４年度の年齢調整後一人当
たり医療費が連続して改善している場合

25 ９ 19％

④ ①から③までの基準は満たさないが、年齢調
整後一人当たり医療費が令和３年度より改善して
いる場合

20 ７ 15％

⑤ ①から④までの基準は満たさないが、年齢調
整後の一人当たり医療費が平成30年度・令和元年
度・令和３年度の３年平均値より改善している場
合

15 ８ 17％

（ⅰ）年齢調整後一人当たり医療費
（令和５年度実績を評価）

配点 該当数 達成率

① 年齢調整後一人当たり医療費が、全都道府県の
上位１位から５位である場合 30 ５ 11％

② 年齢調整後一人当たり医療費が、全都道府県の
上位６位から10位である場合 20 ５ 11％

③ ①及び②の基準は満たさないが、年齢調整後一
人当たり医療費が、全国平均よりも低い水準である
場合

15 10 21％

（ⅱ）年齢調整後一人当たり医療費の改善状況
（令和５年度実績を評価） 配点 該当数 達成率

① 年齢調整後一人当たり医療費が、以下のいずれかに
該当する場合

ア 前年度から改善しており、改善率が全都道府県の
上位１位から５位の場合

40 ５ 11％

イ 前年度から改善しており、改善率が全都道府県の
上位６位から10位の場合

35 ５ 11％

ウ 前年度から改善している場合 20 ９ 19％

エ 前年度水準を維持（※１）している場合 15 ８ 17％

② 年齢調整後一人当たり医療費が前々年度から連続し
て改善している場合

15 ８ 17％

③ 年齢調整後一人当たり医療費が前々年度水準及び前
年度水準よりも悪化している場合（※２、※３）

-10 ４ ９％

④ ③の基準は満たさないが、年齢調整後一人当たり医
療費が前年度水準より悪化している場合（※２、※３）

-5 ２ ４％

（※１）「維持」とは、令和元年度、令和３年度及び令和４年度平均を超えていない場合を指す。

（※２）「悪化」とは、前年度と比較して年齢調整後一人当たり医療費が＋であり、かつ前年度水
準（令和元年度、令和３年度及び令和４年度の平均値）を超えている場合を指す。（前々年度
水準は、平成30年度、令和元年度及び令和３年度の平均値）

（※３）都道府県指標①（ⅰ）、（ⅱ）、（ⅲ）－１、（ⅳ）のいずれもを得点している都道府県
は対象外とする。



【令和８年度指標の考え方】

○ 前年度との比較について、配点を引き上げ、悪化した場合にマ
イナス指標を導入

【指標② ：重症化予防のマクロ的評価】

令和８年度実施分

年齢調整後新規透析導入患者のうち、糖尿病である患者を抽出する。
【抽出条件】

・新規透析導入患者数については、人工腎臓（導入期）加算等のレセプトを持つ被保険者を抽出
・「糖尿病による」新規透析導入患者については、糖尿病薬のレセプトを持つ被保険者を抽出

令和８年度都道府県取組評価分

令和７年度実施分

70

（ⅰ）重症化予防のマクロ的評価（当年度の実績）
（令和５年度実績を評価）

配点 該当数 達成率

① 都道府県の年齢調整後新規透析導入患者数（対被
保険者１万人）が少ない順に、全都道府県の上位１
位から５位である場合

10 ５ 11％

② 都道府県の年齢調整後新規透析導入患者数（対被
保険者１万人）が少ない順に、全都道府県の上位６
位から10位である場合

７ ５ 11％

③ ①及び②の基準は満たさないが、都道府県の年齢
調整後新規透析導入患者数（対被保険者１万人）が
少ない順に、全都道府県の上位５割である場合

３ 13 28％

（ⅱ）重症化予防のマクロ的評価（前年度との比較）
（令和５年度実績を評価）

配点 該当数 達成率

④ 都道府県の年齢調整後新規透析導入患者数（対被
保険者１万人）の前年度からの減少幅が大きい順に、
全都道府県の上位１位から５位である場合

10 ５ 11％

⑤ 都道府県の年齢調整後新規透析導入患者数（対被
保険者１万人）の前年度からの減少幅が大きい順に、
全都道府県の上位６位から10位である場合

７ ５ 11％

⑥ ④及び⑤の基準は満たさないが、都道府県の年齢
調整後新規透析導入患者数（対被保険者１万人）の
前年度からの減少幅が大きい順に、全都道府県の上
位５割である場合

３ 13 28％

（ⅰ）重症化予防のマクロ的評価
（年齢調整後新規透析導入患者数における当年度の実績）
（令和６年度実績を評価）

配点 該当数達成率

① 都道府県の年齢調整後新規透析導入患者数（対被保険者
１万人）が少ない順に、全都道府県の上位１位から５位で
ある場合

10 ５ 11％

② 都道府県の年齢調整後新規透析導入患者数（対被保険者
１万人）が少ない順に、全都道府県の上位６位から10位で
ある場合

７ ５ 11％

③ ①及び②の基準は満たさないが、都道府県の年齢調整後
新規透析導入患者数（対被保険者１万人）が少ない順に、
全都道府県の上位５割である場合

３ 13 28％

（ⅱ）重症化予防のマクロ的評価（前年度との比較）
（年齢調整後新規透析導入患者数における前年度との比較）
（令和６年度実績を評価）

配点 該当数達成率

④ 都道府県の年齢調整後新規透析導入患者数（対被保険者
１万人）の前年度からの減少幅が大きい順に、全都道府県
の上位１位から５位である場合

12 ５ 11％

⑤ 都道府県の年齢調整後新規透析導入患者数（対被保険者
１万人）の前年度からの減少幅が大きい順に、全都道府県
の上位６位から10位である場合

９ ５ 11％

⑥ ④及び⑤の基準は満たさないが、都道府県の年齢調整後
新規透析導入患者数（対被保険者１万人）の前年度からの
減少幅が大きい順に、全都道府県の上位５割である場合

５ 13 28％

⑦ 都道府県の年齢調整後新規透析患者数（対象被保険者１
万人）が悪化した場合（※）

-2 ３ ６％

（※）都道府県指標①生活習慣病の発症予防・重症化予防の取組状況（ⅱ）②または③
のいずれかを得点している都道府県は対象外とする。



【令和８年度指標の考え方】

○ 予防・健康づくりの促進の観点から、成果指標を導入する。

【指標② ：重症化予防のマクロ的評価】

令和８年度実施分

（ⅲ）重症化予防のマクロ的評価（血糖コントロール不良者の割合）
（令和５年度実績を評価）

配点 該当数 達成率

① 都道府県の特定健康診査受診者でHbA1cを測定されている者のうち、HbA1c8.0％以上の者の割合が健康日本21
（第３次）の目標値1.0％未満を達成している場合

20 ３ ６％

（ⅳ）重症化予防のマクロ的評価（HbA1c高値未治療者*の割合）
（令和５年度実績を評価）

配点 該当数 達成率

① 都道府県の特定健康診査受診者でHbA1cを測定されている者のうち、HbA1c8.0％以上の未治療者の割合が少ない順
に、全都道府県の上位１位から５位である場合

10 ５ 11％

② 都道府県の特定健康診査受診者でHbA1cを測定されている者のうち、HbA1c8.0％以上の未治療者の割合が少ない順
に、全都道府県の上位６位から10位である場合

７ ５ 11％

③ ①及び②の基準は満たさないが、都道府県の特定健康診査受診者でHbA1cを測定されている者のうち、HbA1c8.0％
以上の未治療者の割合が少ない順に、全都道府県の上位５割である場合

３ 13 28％

④ 都道府県の特定健康診査受診者でHbA1cを測定されている者のうち、HbA1c8.0％以上の未治療者の割合が、前年度
水準より悪化している場合（※）

-2 ０ ０％

特定健康診査受診者のうち、HbA1c8.0％以上を抽出し、治療中の者を除
き、未治療者である者を抽出する。

【治療中の抽出条件】
・糖尿病名等診断名（疑いは除く）及び糖尿病薬のレセプトを持つ被保険者を抽出

令和８年度都道府県取組評価分
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（※）特定保健指導の実施率の都道府県平均値が前年度水準よりも向上している都道府
県は対象外とする。



【指標② ： 重複投与者数】

令和８年度実施分

令和８年度都道府県取組評価分
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（ⅰ）重複投与者数（当年度の実績）
（令和６年度実績を評価）

配点 該当数 達成率

① 都道府県の重複投与者数（対被保険者１万人）が
少ない順に、 全都道府県の上位１位から５位である
場合

10 ５ 11％

② 都道府県の重複投与者数（対被保険者１万人）が
少ない順に、全都道府県の上位６位から10位である
場合

７ ５ 11％

③ ①及び②の基準は満たさないが、都道府県の重複
投与者数（対被保険者１万人）が少ない順に、全都
道府県の上位５割である場合

３ 13 28％

（ⅱ）重複投与者数（前年度との比較）
（令和６年度実績を評価）

配点 該当数 達成率

① 都道府県の重複投与者数（対被保険者１万人）の
前年度からの減少幅が大きい順に、全都道府県の上
位１位から５位である場合

22 ５ 11％

② 都道府県の重複投与者数（対被保険者１万人）の
前年度からの減少幅が大きい順に、全都道府県の上
位６位から10位である場合

16 ５ 11％

③ ①及び②の基準は満たさないが、都道府県の重複
投与者数（対被保険者１万人）の前年度からの減少
幅が大きい順に、全都道府県の上位５割である場合

８ 13 28％

令和７年度実施分

（ⅰ）重複投与者数（当年度の実績）
（令和５年度実績を評価）

配点 該当数 達成率

① 都道府県の重複投与者数（対被保険者１万人）が
少ない順に、全都道府県の上位１位から５位である
場合

10 ５ 11％

② 都道府県の重複投与者数（対被保険者１万人）が
少ない順に、全都道府県の上位６位から10位である
場合

７ ５ 11％

③ ①及び②の基準は満たさないが、都道府県の重複
投与者数（対被保険者１万人）が少ない順に、全都
道府県の上位５割である場合

３ 13 28％

（ⅱ）重複投与者数（前年度との比較）
（令和５年度実績を評価）

配点 該当数 達成率

① 都道府県の重複投与者数（対被保険者１万人）の
前年度からの減少幅が大きい順に、全都道府県の上
位１位から５位である場合

20 ５ 11％

② 都道府県の重複投与者数（対被保険者１万人）の
前年度からの減少幅が大きい順に、全都道府県の上
位６位から10位である場合

14 ５ 11％

③ ①及び②の基準は満たさないが、都道府県の重複
投与者数（対被保険者１万人）の前年度からの減少
幅が大きい順に、全都道府県の上位５割である場合

６ 13 28％

【令和８年度指標の考え方】

○ 前年度との比較について、配点を引き上げ



【指標② ： 多剤投与者数】

令和８年度実施分

令和８年度都道府県取組評価分
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令和７年度実施分

（ⅰ）多剤投与者数（当年度の実績）
（令和６年度実績を評価）

配点 該当数 達成率

① 都道府県の多剤投与者数（対被保険者１万人）が
少ない順に、全都道府県の上位１位から５位である
場合

10 ５ 11％

② 都道府県の多剤投与者数（対被保険者１万人）が
少ない順に、全都道府県の上位６位から10位である
場合

７ ５ 11％

③ ①及び②の基準は満たさないが、都道府県の多剤
投与者数（対被保険者１万人）が少ない順に、全都
道府県の上位５割である場合

３ 13 28％

（ⅱ）多剤投与者数（前年度との比較）
（令和６年度実績を評価）

配点 該当数 達成率

① 都道府県の多剤投与者数（対被保険者１万人）の
前年度からの減少幅が大きい順に、全都道府県の上
位１位から５位である場合

10 ５ 11％

② 都道府県の多剤投与者数（対被保険者１万人）の
前年度からの減少幅が大きい順に、全都道府県の上
位６位から10位である場合

７ ５ 11％

③ ①及び②の基準は満たさないが、都道府県の多剤
投与者数（対被保険者１万人）の前年度からの減少
幅が大きい順に、全都道府県の上位５割である場合

３ 13 28％

【令和８年度指標の考え方】

○ 年度の更新を行う

（ⅰ）多剤投与者数（当年度の実績）
（令和５年度実績を評価）

配点 該当数 達成率

① 都道府県の多剤投与者数（対被保険者１万人）が
少ない順に、全都道府県の上位１位から５位である
場合

10 ５ 11％

② 都道府県の多剤投与者数（対被保険者１万人）が
少ない順に、全都道府県の上位６位から10位である
場合

７ ５ 11％

③ ①及び②の基準は満たさないが、都道府県の多剤
投与者数（対被保険者１万人）が少ない順に、全都
道府県の上位５割である場合

３ 13 28％

（ⅱ）多剤投与者数（前年度との比較）
（令和５年度実績を評価）

配点 該当数 達成率

① 都道府県の多剤投与者数（対被保険者１万人）の
前年度からの減少幅が大きい順に、全都道府県の上
位１位から５位である場合

10 ５ 11％

② 都道府県の多剤投与者数（対被保険者１万人）の
前年度からの減少幅が大きい順に、全都道府県の上
位６位から10位である場合

７ ５ 11％

③ ①及び②の基準は満たさないが、都道府県の多剤
投与者数（対被保険者１万人）の前年度からの減少
幅が大きい順に、全都道府県の上位５割である場合

３ 13 28％



（ⅰ）こどもの一人当たり医療費等
（令和５年度実績を評価）

配点 該当数 達成率

① こどもの一人当たり医療費（外来。以下同じ。）が、全都道府県の上位１位から５位である場合 20 ５ 11％

② こどもの一人当たり医療費が、全都道府県の上位６位から10位である場合 15 ５ 11％

③ こどもの一人当たり受診頻度（外来）が、前年度水準よりも悪化している場合（※） -2 １ ２％

（ⅱ）こどもの一人当たり医療費の改善状況
（令和５年度実績を評価）

配点 該当数 達成率

① こどもの一人当たり医療費の前年度からの改善状況が全都道府県の上位１位から５位の場合 40 ５ 11％

② こどもの一人当たり医療費の前年度からの改善状況が全都道府県の上位６位から10位の場合 35 ５ 11％

（ⅲ）こどもの一人当たり抗菌薬処方量
（令和５年度実績を評価）

配点 該当数 達成率

① こどもの人口一人当たり抗菌薬処方量（外来）が少ない順に全都道府県の上位１位から５位の場合 10 ５ 11％

② こどもの人口一人当たり抗菌薬処方量（外来）が少ない順に全都道府県の上位６位から10位の場合 ５ ５ 11％

③ こどもの人口一人当たり抗菌薬処方量（外来）の前年度からの改善状況が全都道府県の上位１位から５
位の場合

10 ５ 11％

④ こどもの人口一人当たり抗菌薬処方量（外来）の前年度からの改善状況が全都道府県の上位６位から10
位の場合

５ ５ 11％

【指標② ：こどもの一人当たり医療費等（新設）】令和８年度都道府県取組評価分
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【令和８年度指標の考え方】

○ こどもの医療費水準（少ない順）・受診頻度（低い順）や改善状況を評価する。
○ こどもの抗菌薬処方量や改善状況を評価する。
○ こどもの定義は、20歳未満とする。

令和８年度実施分

（※）管轄市町村の過半数が市町村固有指標③こどもの医療の適正化等の取組の指標③
を満たす都道府県は対象外とする。
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令和８年度保険者努力支援制度 取組評価分（都道府県分） 都道府県別獲得点

指標②医療費適正化のアウトカム評価

（１）医療費水準（30点） （２）医療費の改善状況（40点）

（３）-ⅰ重症化予防マクロ的評価 当年（10点） （３）-ⅱ重症化予防マクロ的評価 対前年（12点）

（３）-ⅲ重症化予防マクロ的評価 血糖コントロール不良者（20点） （３）-ⅳ重症化予防マクロ的評価 HbA1c（10点）

（４）-ⅰ重複 当年（10点） （４）-ⅱ重複 対前年（22点）

（５）-ⅰ多剤 当年（10点） （５）-ⅱ多剤 対前年（10点）

（６）-ⅰこどもの一人当たり医療費等（20点） （６）-ⅱこどもの一人当たり医療費の改善状況（40点）

（６）-ⅲこどもの一人当たり抗菌薬処方量（20点）
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指標② 医療費適正化のアウトカム評価

(年齢調整後一人当たり医療費）



○地域差指数の日本地図グラフ

※「令和５年度 医療費の地域差分析」（厚生労働省保険局）の基礎データをもとに作成。

1.15    (4)
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1.10 ～ 1.15    (6)

1.05 ～ 1.10    (5)

1.00 ～ 1.05    (12)

0.95 ～ 1.00    (11)

～ 0.95    (9)

※ 地域差指数＝
１人当たり年齢調整後医療費
全国平均の１人当たり医療費

（参考）令和８年度保険者努力支援制度 取組評価分（都道府県分）指標② 都道府県の医療費水準
2023年度の都道府県別地域差指数

一人当たり年齢調整後医療費及び地域差指数【2023年度（確報値）】

市町村国民健康保険
計 入院 入院外 歯科

地域差指数 順位 地域差指数 順位 地域差指数 順位 地域差指数 順位

円 円 円 円

全国平均 408,304 1.000 － 160,232 1.000 － 219,979 1.000 － 28,093 1.000 －

北海道 427,914 1.048 16 182,982 1.142 17 217,166 0.987 28 27,765 0.988 17

青森県 382,947 0.938 43 147,404 0.920 39 213,253 0.969 35 22,290 0.793 46

岩手県 402,138 0.985 33 161,334 1.007 27 216,028 0.982 31 24,776 0.882 37

宮城県 412,913 1.011 26 159,829 0.997 30 227,796 1.036 10 25,288 0.900 34

秋田県 416,548 1.020 24 175,179 1.093 21 215,219 0.978 32 26,150 0.931 27

山形県 411,521 1.008 27 166,826 1.041 24 218,876 0.995 24 25,818 0.919 30

福島県 383,304 0.939 41 150,230 0.938 37 208,747 0.949 42 24,327 0.866 41

茨城県 357,189 0.875 47 130,878 0.817 47 201,961 0.918 47 24,350 0.867 40

栃木県 382,520 0.937 44 146,166 0.912 40 212,060 0.964 37 24,294 0.865 42

群馬県 384,113 0.941 40 155,405 0.970 34 204,163 0.928 44 24,545 0.874 38

埼玉県 375,356 0.919 46 136,970 0.855 45 212,398 0.966 36 25,989 0.925 29

千葉県 378,119 0.926 45 139,961 0.873 44 211,203 0.960 38 26,955 0.959 20

東京都 406,878 0.997 29 145,556 0.908 41 232,014 1.055 5 29,308 1.043 11

神奈川県 396,671 0.972 35 142,396 0.889 43 224,943 1.023 14 29,332 1.044 10

新潟県 388,951 0.953 38 156,661 0.978 32 205,709 0.935 43 26,581 0.946 23

富山県 403,732 0.989 31 175,607 1.096 20 203,667 0.926 45 24,458 0.871 39

石川県 437,775 1.072 12 195,576 1.221 11 218,731 0.994 25 23,469 0.835 44

福井県 418,328 1.025 23 179,097 1.118 18 216,472 0.984 29 22,758 0.810 45

山梨県 386,717 0.947 39 148,914 0.929 38 211,149 0.960 39 26,653 0.949 22

長野県 390,941 0.957 36 154,150 0.962 35 210,729 0.958 40 26,062 0.928 28

岐阜県 408,121 1.000 28 151,527 0.946 36 226,375 1.029 13 30,219 1.076 8

静岡県 389,400 0.954 37 142,987 0.892 42 221,633 1.008 19 24,780 0.882 36

愛知県 383,067 0.938 42 133,878 0.836 46 217,970 0.991 26 31,219 1.111 3

三重県 413,256 1.012 25 164,461 1.026 26 221,779 1.008 18 27,016 0.962 19

滋賀県 404,262 0.990 30 159,831 0.997 29 218,948 0.995 23 25,483 0.907 33

京都府 421,215 1.032 20 165,617 1.034 25 226,455 1.029 12 29,143 1.037 12

大阪府 436,791 1.070 13 166,949 1.042 23 235,168 1.069 3 34,674 1.234 1

兵庫県 423,508 1.037 18 161,192 1.006 28 231,123 1.051 6 31,193 1.110 5

奈良県 402,824 0.987 32 155,456 0.970 33 219,327 0.997 21 28,041 0.998 16

和歌山県 400,851 0.982 34 156,765 0.978 31 217,175 0.987 27 26,911 0.958 21

鳥取県 420,906 1.031 21 184,537 1.152 16 210,023 0.955 41 26,347 0.938 24

島根県 475,406 1.164 3 214,120 1.336 4 234,962 1.068 4 26,324 0.937 25

岡山県 447,355 1.096 11 188,878 1.179 13 227,284 1.033 11 31,193 1.110 4

広島県 425,099 1.041 17 171,148 1.068 22 223,577 1.016 15 30,374 1.081 7

山口県 470,944 1.153 4 211,373 1.319 6 231,078 1.050 7 28,493 1.014 13

徳島県 451,630 1.106 9 205,270 1.281 8 216,471 0.984 30 29,889 1.064 9

香川県 466,543 1.143 6 192,430 1.201 12 243,054 1.105 1 31,059 1.106 6

愛媛県 421,315 1.032 19 176,054 1.099 19 218,997 0.996 22 26,264 0.935 26

高知県 450,737 1.104 10 210,330 1.313 7 214,889 0.977 33 25,518 0.908 32

福岡県 432,690 1.060 14 187,486 1.170 14 213,847 0.972 34 31,357 1.116 2

佐賀県 490,723 1.202 1 225,047 1.405 2 237,436 1.079 2 28,241 1.005 14

長崎県 465,745 1.141 7 215,738 1.346 3 221,923 1.009 17 28,084 1.000 15

熊本県 455,759 1.116 8 205,260 1.281 9 223,025 1.014 16 27,475 0.978 18

大分県 467,146 1.144 5 213,856 1.335 5 229,469 1.043 9 23,821 0.848 43

宮崎県 430,537 1.054 15 185,337 1.157 15 219,412 0.997 20 25,787 0.918 31

鹿児島県 482,874 1.183 2 227,499 1.420 1 230,345 1.047 8 25,031 0.891 35

沖縄県 420,684 1.030 22 196,059 1.224 10 202,896 0.922 46 21,728 0.773 47
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指標② 医療費適正化のアウトカム評価

全国平均
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（参考）令和８年度保険者努力支援制度 取組評価分（都道府県分）
指標② 重症化予防のマクロ的評価

（年齢調整後新規透析導入患者数（対被保険者１万人））
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（参考）令和８年度保険者努力支援制度 取組評価分（都道府県分）都道府県別獲得点
指標② 重症化予防のマクロ的評価
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（参考）令和８年度保険者努力支援制度 取組評価分（都道府県分）都道府県別獲得点
指標② 重複投与者数
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（参考）令和８年度保険者努力支援制度 取組評価分（都道府県分）都道府県別獲得点
指標② 多剤投与者数
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予防・健康づくりの取組等（17点) 市町村への指導・助言等（８点）

保険者協議会への積極的関与（20点） 医療費分析(５点)

データヘルス計画、一体的実施の支援状況(８点) こどもの医療の適正化等の取組(40点)

法定外繰入の削減（40点） 保険料水準の統一（90点）

医療提供体制適正化（20点） 広域的及び効率的な運営の推進（50点）

令和８年度保険者努力支援制度 取組評価分(都道府県分）都道府県別各得点
指標③ 都道府県の取組状況の評価



【指標③：医療費適正化等の主体的な取組状況（予防・健康づくりの取組等）】

令和８年度実施分

令和８年度都道府県取組評価分

令和７年度実施分
予防・健康づくりの取組

（令和７年度の実施状況を評価）
配点 該当数達成率

市町村における予防・健康づくりの取組を促進するため、次の
支援策を講じている場合

① 複数の市町村に共通する広域的な課題に対して保健所による
積極的な支援を実施するため、本庁・管轄保健所が市町村ヒ
アリングを実施し、市町村それぞれの実情に合わせた保健事
業が可能になるように支援し、本庁・管轄保健所から受けた
報告から都道府県における取組を見直している場合

５ 39 83％

個人インセンティブの提供に係る取組の推進
（令和７年度の実施状況を評価）

配点 該当数達成率

② 個人へのインセンティブの提供について、市町村が取組を実
施できるように、具体的な支援（指針の策定、関係団体との
調整、ICT活用のための環境整備等）を行っている場合

５ 40 85％

重複・多剤投与者に対する取組の推進
（令和７年度の実施状況を評価）

配点 該当数達成率

③ 都道府県レベルで医療関係団体との協力体制を構築し、重
複・多剤投与者に対する取組を行っていない場合

-5 ３ ６％

薬剤の適正使用の推進に係る取組
（令和７年度の実施状況を評価）

配点 該当数達成率

④ 「フォーミュラリの運用について（※１）」を地域の医師、
薬剤師等の民間団体に周知する等、地域フォーミュラリ（※
２）の作成・運用に関する周知・啓発を行っている場合

１ 23 49％

⑤ 市町村の区域を越えた（二次医療圏等）地域フォーミュラリ
の作成・運用に関して行政機関が開催する会議体において検
討している場合

３ ２ ４％

⑥ 市町村の区域を越えた（二次医療圏等）地域フォーミュラリ
の作成・運用に関して地域の医師、薬剤師等の民間団体が開
催する会議体に参画している場合

３ ６ 13％

84

【令和８年度指標の考え方】

○ 予防・健康づくりの促進の観点から、評価対象となる管内市町村へ
の支援の内容を具体的に示した指標に見直しを行う。

○ 地域フォーミュラリの作成・運用に関する取組を評価する指標を追
加する。

重症化予防の取組
（令和６年度の実施状況を評価）

配点 該当数達成率

市町村における生活習慣病重症化予防の取組を促進するため、
次の支援策を講じている場合

① 複数の市町村に共通する広域的な課題に対して保健所による
積極的な支援を実施するとともに、都道府県単位の医療関係
団体等に対し市町村保健事業への協力を依頼している場合

２ 44 94％

② 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の取組が着実に
進むよう、市町村の取組状況の把握や分析を行った上で、好
事例の横展開や積極的な助言を行うとともに、専門職の育
成・確保の支援、医療関係団体への協力依頼またはトップセ
ミナー等を活用した市町村幹部の理解促進を行っている場合

５ 43 91％

個人インセンティブの提供に係る取組の推進
（令和６年度の実施状況を評価）

配点 該当数達成率

③ 個人へのインセンティブの提供について、都道府県が個人の
健康指標の維持や改善を成果としてインセンティブを提供す
る取組を実施している場合や、市町村が取組を実施できるよ
うに、具体的な支援（指針の策定、関係団体との調整、ICT活
用のための環境整備等）を行っている場合

５ 38 81％

重複・多剤投与者に対する取組の推進
（令和６年度の実施状況を評価）

配点 該当数達成率

④ 都道府県レベルで医療関係団体との協力体制を構築し、重
複・多剤投与者に対する取組を行っていない場合

-5 ４ ９％

※１ 令和５年７月７日 保医発0707第７号、保連発0707第１号、医政
産情企発0707第１号、薬生安発0707第1号

※２ 地域の医師、薬剤師などの医療従事者とその関係団体の協働によ
り、有効性、安全性に加えて、経済性なども含めて総合的な観点から最
適であると判断された医薬品が収載されている地域における医薬品集及
びその使用方針。
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令和８年度保険者努力支援制度 取組評価分（都道府県分）都道府県別獲得点
指標③ 都道府県の取組状況の評価（予防・健康づくりの取組等）
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重症化予防の取組(５点) 個人インセンティブの提供（５点） 重複・多剤投与者に対する取組（-5点） 薬剤の適正使用の推進に係る取組（７点）



【指標③ ：医療費適正化等の主体的な取組状況（市町村への指導・助言等）】

令和８年度実施分

令和８年度都道府県取組評価分

令和７年度実施分
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市町村への指導・助言等
（令和７年度の実施状況を評価）

配点 該当数達成率

1．不正利得の回収

① 国保部局において、債権回収に係る事務処理方針を策定し
ている場合

３ 43 91％
② 市町村と協議のうえ、委託規約を策定している場合

③ 不正利得の回収事案について、庁内関係部局間での担当者
会議を定期的に開催する等して、日頃から連携体制を構築し
ている場合

2．第三者求償

① 第三者求償に係る市町村の設定目標について、前年度の達
成状況や管内の他市町村の状況も踏まえて、具体的に助言を
行っており、また、その目標の取組状況を確認している場合

２ 44 94％

② 都道府県が設置する県立病院や保健所等の機関が第三者行
為に関する情報を市町村に提供している場合

２ 35 74％

③ 広域的または専門的な事案について、市町村と協議のうえ、
委託規約を策定している場合

１ ８ 17％

【令和８年度指標の考え方】
○ 第三者求償にかかる令和７年度施行の内容を踏まえ、指標の見直しを行う。

市町村への指導・助言等
（令和６年度の実施状況を評価）

配点 該当数 達成率

1．不正利得の回収

① 国保部局において、債権回収に係る事務処理方針を策定
している場合

３ 41 87％
② 市町村と協議のうえ、委託規約を策定している場合

③ 不正利得の回収事案について、庁内関係部局間での担当
者会議を定期的に開催する等して、日頃から連携体制を構
築している場合

2．第三者求償

① 第三者求償に係る市町村の設定目標について、前年度の
達成状況や管内の他市町村の状況も踏まえて、具体的に助
言を行っており、また、その目標の取組状況を確認してい
る場合

２ 44 94％

② 都道府県が設置する県立病院や保健所等の機関が第三者
行為に関する情報を市町村に提供している場合

２ 37 79％

③ 広域的または専門的な事案について、委托規約の策定に
向け市町村と協議を行う等、第三者求償事務委託の体制構
築に向けた取組をしている場合

１ 25 25％
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令和８年度保険者努力支援制度 取組評価分（都道府県分）都道府県別獲得点
指標③ 都道府県の取組状況の評価（市町村への指導・助言等）
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【指標③：医療費適正化等の主体的な取組状況（保険者協議会への積極的関与）】

令和８年度実施分令和７年度実施分
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令和８年度都道府県取組評価分

保険者協議会への積極的関与
（令和７年度の実施状況を評価）

配点 該当数 達成率

保険者協議会への積極的関与について、以下の基準を満た
す取組を実施している場合

① 他の都道府県との医療費の地域差を分析した上で、保
険者協議会に当該地域差のデータを示し、医療関係者
や保険者等に対して、医療費適正化につながる周知・
啓発を行っている場合（※１） ５ 41 87％

② 医療費の調査分析等のための人材育成を行っている場
合（※２）

③ 保険者協議会において、バイオ後続品を含む後発医薬
品の使用促進についても取り上げ、都道府県後発医薬
品使用促進協議会と連携しながら取組を進めている場
合（※３）

10 37 79％

④ 保険者協議会において、医療関係者や保険者等の関係
者間で、マイナ保険証の利用促進に係る現状や課題の
把握、問題意識の共有、課題への対応策について議
論・検討を行い、マイナ保険証の利用促進につながる
具体的な取組を実施している場合（※４）

５ 42 89％

※１ 後発医薬品の使用促進や急性気道感染症・急性下痢症に対する抗菌薬処方等効果が乏しいというエビデンスがあると指摘されている医療等についての周知・啓発資料の作成等、保険者・医療関係者等の
こどもの医療を含む医療費適正化 に向けた取組の促進に資する、現状分析を踏まえた効果的な働きかけを想定。

※２ 都道府県が行う人材育成、保険者協議会が行う人材育成いずれも評価対象。人材育成の対象者は、県職員、国保連職員、保険者協議会の参加者等のいずれであっても評価対象とする。人材育成の内容に
ついては、数日間の研修実施、１日の研修会の開催等の様々な形態が考えられる。

（参考）都道府県は、市町村と協議し合意を得ることによって、保険者努力支援制度による交付金について都道府県における医療費分析、人材育成等に充てることも可能。

※３ 保険者協議会において、後発医薬品の使用促進に積極的な保険者の取組事例を共有することや、都道府県後発医薬品使用促進協議会が設置されている場合には、保険者協議会との間で後発医薬品の使用
促進に資する情報を共有し、保険者協議会においても取り上げることを想定している。

※４ 周知広報等の取組などを想定。

【令和８年度指標の考え方】

○ 都道府県の達成状況等を踏まえ、指標の見直しを行う。
○ 「「保険者協議会開催要領」の一部改正について」（令和６年12月24日付け保保発1224第１号・保国発1224第１号・保高発1224第１号・保連発1224第１

号厚生労働省保険局保険課長・国民健康保険課長・高齢者医療課長・医療介護連携政策課長連名通知）による保険者協議会設置要領の改正を踏まえ、指標の追
加を行う。

保険者協議会への積極的関与
（令和６年度の実施状況を評価）

配点 該当数 達成率

保険者協議会への積極的関与について、以下の基準を満た
す取組を実施している場合

① 保険者協議会において、都道府県ごとの医療費の地域
差を示した上で、医療関係者や保険者等に対して、医
療費適正化につながる周知・啓発を行っている場合
（※１） ５ 42 89％

② 医療費の調査分析等のための人材育成を行っている場
合（※２）

③ 厚生労働省から提供される医療費適正化計画に関する
医療費データ（NDB）について、保険者協議会に提
示・提供するとともに、大学や有識者と連携して分析
を行っている場合（※３）

10 44 94％

④ 保険者協議会において、医療関係者や保険者等の関係
者間で、マイナ保険証の利用促進に係る現状や課題の
把握、問題意識の共有、課題への対応策について議
論・検討を行い、マイナ保険証の利用促進につながる
具体的な取組を実施している場合（※４）

10 46 98％
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令和８年度保険者努力支援制度 取組評価分（都道府県分）都道府県別獲得点
指標③ 都道府県の取組状況の評価（保険者協議会）
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保険者協議会への積極的関与 医療関係者との連携・人材育成（５点）
保険者協議会への積極的関与 有識者との連携（10点）
保険者協議会への積極的関与 マイナ保険証の利用促進に係る連携（５点）



【指標③ ：医療費適正化等の主体的な取組状況（医療費分析等）】

令和８年度実施分

都道府県によるＫＤＢ等を活用した医療費分析等
（令和７年度の実施状況を評価）

配点 該当数達成率

① 都道府県が、国保連合会及び管内市町村と協働・連携して、
ＫＤＢ等の各種データベースを活用し、市町村の状況を比較
した上で、健診データやレセプトデータ等の分析を行い、市
町村に対して分析結果に基づき、課題等に関する助言を行う
とともに、課題に応じた事業の企画立案及び事業評価の支援
を行っている場合

５ 43 91％

令和８年度都道府県取組評価分

令和７年度実施分

90

都道府県によるＫＤＢ等を活用した医療費分析等
（令和６年度の実施状況を評価）

配点 該当数 達成率

① 都道府県が、国保連合会及び管内市町村と協働・連携して、
ＫＤＢ等の各種データベースを活用し、市町村の状況を比較
した上で、健診データやレセプトデータ等の分析を行い、市
町村に対して分析結果に基づき、課題等に関する助言を行う
とともに、課題に応じた事業の企画立案及び事業評価の支援
を行っている場合

５ 41 87％

【指標③ ：医療費適正化等の主体的な取組状況（データヘルス計画、一体的実施の支援状況）】

データヘルス計画、一体的実施の支援状況
（令和７年度の実施状況を評価）

配点 該当数達成率

① 管内市町村のデータヘルス計画において
・都道府県で設定することが望ましい指標
・地域実情に応じて都道府県が設定する指標
・各都道府県で個別に設定している指標

について設定されているかを把握している場合

１ 46 91％

② ①を達成している場合で、標準化の意図を市町村に説明す
る等により、すべての市町村が指標の設定に取り組むよう働
きかけている場合

３ 43 98％

③ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の取組について、
国保連合会や広域連合と共働し、国民健康保険運営方針また
は保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策に沿って、
市町村に対する支援を実施している場合。

２ 47 100％

④ 庁内の健康増進、後期高齢者医療、介護保険担当部門と国
保保健事業、介護予防事業、後期高齢者医療の一体的実施に
関して、意見交換や情報収集の機会を設け、かつ、得られた
情報について市町村に情報提供するなど、管内市町村におけ
る取組の改善を図っている場合

２ 39 83％

データヘルス計画の支援状況
（令和６年度の実施状況を評価）

配点 該当数 達成率

① 人材が不足傾向の小規模の市町村国保等に対して、
国保連、支援・評価委員会等からの支援を受けること
ができるようにするため、市町村国保の体制整備の支
援等を行うとともに、国保連、支援・評価委員会等と
連携し、専門職の派遣、助言等の技術的な支援等を
行っている場合

２ 40 85％

【令和８年度指標の考え方】

○ データヘルス計画及び一体的実施の支援に関して、評価対象となる管内市町村への支援の内容を具体的に示す。



【指標③ ：医療費適正化等の主体的な取組状況（こどもの医療の適正化等の取組）】令和８年度都道府県取組評価分

91

こどもの医療の適正化等の取組
（令和７年度の実施状況を評価）

配点 該当数達成率

こどもの医療の適正化等の取組として、以下の基準を
全て満たす取組を実施している場合

40 21 45％

【被保険者への取組】
① こどもの医療の適正化につながる周知啓発等の取

組を実施している場合（こどもの医療に関するガイ
ドブックの作成・配布、「上手な医療のかかり方」
に関する講座の実施等）

【管内市区町村との連携】
② 管内市町村のうち、市町村固有指標③こどもの医

療の適正化等の取組の指標③・⑤を満たす市町村の
割合が９割を超えている場合

【地域医療団体との連携】
③ 都道府県医師会や薬剤師会等と連携して、こども

の抗菌薬処方の適正化につながる取組を実施してい
る場合

【被用者保険との連携】
④ 保険者協議会や県民会議等において、被用者保険

の保険者と連携して、こどもの医療費の適正化につ
ながる①、③の取組を実施している場合

【令和８年度（予定）指標の考え方】

○ 年度の更新を行う。

こどもの医療の適正化等の取組
（令和６年度の実施状況を評価）

配点 該当数 達成率

こどもの医療の適正化等の取組として、以下の
基準を全て満たす取組を実施している場合

40 13 28％

【被保険者への取組】
① こどもの医療の適正化につながる周知啓発等

の取組を実施している場合（こどもの医療に関
するガイドブックの作成・配布、「上手な医療
のかかり方」に関する講座の実施等）

【管内市区町村との連携】
② 管内市町村のうち、市町村固有指標③こども

の医療の適正化等の取組の指標③・⑤を満たす
市町村の割合が９割を超えている場合

【地域医療団体との連携】
③ 都道府県医師会や薬剤師会等と連携して、こ

どもの抗菌薬処方の適正化につながる取組を実
施している場合

【被用者保険との連携】
④ 保険者協議会や県民会議等において、被用者

保険の保険者と連携して、こどもの医療費の適
正化につながる①、③の取組を実施している場
合

令和８年度実施分令和７年度実施分



【指標③ ：決算補填等目的の法定外一般会計繰入の解消等】

令和８年度実施分

令和８年度都道府県取組評価分

令和７年度実施分
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【令和８年度指標の考え方】

○ 市町村指標の見直しに伴い指標を見直す。

〇 法定外繰入削減・解消の促進を図るため、配点の見直しを行う。

決算補填等目的の法定外一般会計繰入の解消等
（令和５年度の実施状況を評価）

配点 該当数 達成率

① 都道府県内の全ての市町村について、市町村指
標①に該当している場合

30 20 43％

② ①の基準は満たさないが、都道府県内の全ての
市町村のうち８割以上の市町村について、市町村
指標①又は②に該当している場合

10 19 40％

③ 都道府県内の全ての市町村のうち１割以上の市
町村について、市町村指標③、④、⑤、⑥又は⑦
に該当している場合

-30 ７ 15％

④ ③の基準は満たさないが、都道府県内の全ての
市町村のうち0.5割以上の市町村について、市町村
指標③、④、⑤、⑥又は⑦に該当している場合

-10 ４ ９％

⑤ 令和６年9月末時点で、都道府県内の全ての市町
村のうち１割以上の市町村が、赤字削減･解消計画
の解消予定年度が令和８年度までになっていない
場合。

ただし、解消予定年度を令和９年度以降として
いた計画策定対象市町村が解消予定年度を令和８
年度までに変更し、１割以上純減した場合を除く
（令和５年10月～令和６年９月に提出された変更
計画が対象）。

-10 ５ 11％

⑥ 令和６年度以降に係る、都道府県内の計画策定
対象市町村の赤字削減・解消計画について、取り
まとめ及び公表を行っていない場合

-30 １ ２％

決算補填等目的の法定外一般会計繰入の解消等
（令和６年度の実施状況を評価）

配点 該当数達成率

① 都道府県内の全ての市町村について、市町村
指標①に該当している場合

40 25 53％

② ①の基準は満たさないが、都道府県内の全て
の市町村のうち８割以上の市町村について、市町
村指標①又は②に該当している場合

20 16 34％

③ 都道府県内の全ての市町村のうち１割以上の
市町村について、市町村指標③、④、⑤、⑥、⑦
又は⑧に該当している場合

-30 ８ 17％

④ ③の基準は満たさないが、都道府県内の全て
の市町村のうち0.5割以上の市町村について、市
町村指標③、④、⑤、⑥、⑦又は⑧に該当してい
る場合

-15 ４ ９％

⑤ 令和７年４月末時点で、都道府県内の全ての
市町村のうち１割以上の市町村が、赤字削減･解
消計画の解消予定年度が令和８年度までになって
いない場合。

ただし、解消予定年度を令和９年度以降とし
ていた計画策定対象市町村が解消予定年度を令和
８年度までに変更し、１割以上純減した場合を除
く（令和６年10月～令和７年４月に提出された変
更計画が対象）。

-15 ６ 13％

⑥ 都道府県内の計画策定対象市町村の赤字削
減・解消計画について、取りまとめ及び公表を
行っていない場合

-35 ０ ０％
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令和８年度保険者努力支援制度 取組評価分（都道府県分）都道府県別獲得点
指標③ 都道府県の取組状況の評価（医療費分析、法定外繰入の解消等）
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KDB等を活用した医療費分析（５点） データヘルス計画、一体的実施の支援状況（８点） こどもの医療の適正化（40点） 法定外繰入の解消等（40点）



【指標③ ：保険料水準の統一に向けた取組状況】

令和８年度実施分

令和８年度都道府県取組評価分
令和７年度実施分
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【令和８年度指標の考え方】

○ ７年度の得点状況等を踏まえ、水準統一に向けた動きを段階に分け、
よりきめ細かく評価する指標とした。

保険料水準の統一に向けた取組の実施状況
（令和６年度の実施状況を評価）

配点 該当数 達成率

【納付金ベースの統一に向けた取組】

① 令和７年度納付金算定において、α＝０(※１)として
設定している場合

40 11 23％

② ①に該当しないが、α＝０の目標年度(※２)について
市町村と合意しており、かつ目標年度が令和12年度以前
の場合

１ 令和７年度納付金算定において、αを１未満とし
て 設定している場合

20 22 47％

２ 令和７年度納付金算定において、αを１未満とし
て設定していない場合

15 ６ 13％

③ α＝０の目標年度（※２）について市町村と合意して
おり、かつ目標年度が令和13年度以降の場合

５ ３ ６％

【完全統一に向けた取組】

④ 令和７年度納付金算定において、完全統一を達成して
いる場合(※３)

50 ２ ４％

⑤ ④に該当しないが、完全統一の目標年度（※２）につ
いて、市町村と合意している場合

20 22 47％

⑥ ⑤に該当しないが、完全統一に向けた次の取組を実施
している場合

ア 市町村個別の歳入・歳出に係る完全統一後の取
扱について市町村と合意している

５ １ ２％

イ 標準的な収納率による調整の取扱について市町
村と合意している

３ １ ２％

ウ 保険料算定方法の統一について市町村と合意し
ている

２ １ ２％

保険料水準の統一に向けた取組の実施状況
（令和７年度の実施状況を評価）

配点 該当数 達成率

【保険料水準統一の達成状況】

① 令和８年度納付金算定において、完全統一を達成している場合 90 ２ ４％

② 令和８年度納付金算定において、αの値を以下のとおり設定し
ている場合（①に該当する場合を除く）

１ α＝０の場合（納付金ベースの統一） 40 ９ 19％

２ α＜１の場合 10 27 57％

③ 令和８年度納付金算定において、二次医療圏ごとの統一を達成
している場合（②に該当する場合を除く）

10 ０ ０％

【保険料水準統一の目標年度の設定状況】

④ 完全統一の目標年度を市町村と合意している場合

１ 目標年度が令和15年度以前の場合 30 17 36％

２ 目標年度が令和16年度から令和18年度までの場合 20 ４ ９％

⑤ 納付金ベースの統一の目標年度を市町村と合意している場合

１ 目標年度が令和12年度以前の場合 15 28 60％

２ 目標年度が令和13年度以降の場合 ５ ３ ６％

【保険料水準統一に向けた取組の状況】

⑥ 保険料水準の統一に向けて次の取組を実施している場合

１ 保険料水準統一に向けた議論を行う場を設け、定期的に市
町村と具体的な議論を行っている場合

５ 42 89％

２ 完全統一に向けて下記の項目について合意を得ている場合

ア 市町村個別の歳入・歳出に係る完全統一後の取扱 ５ ６ 13％

イ 標準的な収納率による調整の取扱 ３ ７ 15％

ウ 保険料算定方法 ２ 15 32％

⑦ 保険料水準統一に向けて市町村と具体的な議論を行っていない
場合

ｰ15 ２ ４％

※１ αは納付金の算定に当たって、年齢調整後の医療費水準をどの程度反映
するかを調整する係数。

※２ 目標年度は、定量的な目標である必要がある。
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令和８年度保険者努力支援制度 取組評価分（都道府県分）都道府県別獲得点
指標③ 都道府県の取組状況の評価（保険料水準の統一）
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全
国

保険料水準統一の達成状況（90点） 保険料水準統一の目標年度の設定状況（30点） 保険料水準統一に向けた取組の状況（15点）



医療提供体制適正化の推進
（令和７年度の実施状況を評価）

配点 該当数 達成率

① １以上の構想区域が重点支援区域に選定さ
れている場合又は再編検討区域として支援を
受けている場合

５ 13 28％

② 令和６年度病床機能報告の報告率が令和７
年８月末時点（オープンデータベース）で
100％を達成している場合

５ 22 47％

③ 地域医療構想調整会議において、地域医療
構想に係る民間医療機関も含めた各医療機関
の対応方針の合意が100％に達している場合

10 35 74％

【指標③ ：医療提供体制適正化の推進】

【令和８年度指標の考え方】

○ 年度の更新を行う。

令和８年度実施分

令和８年度都道府県取組評価分

令和７年度実施分
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医療提供体制適正化の推進
（令和６年度の実施状況を評価）

配点 該当数 達成率

① １以上の構想区域が重点支援区域に選定さ
れている場合又は再編検討区域として支援を
受けている場合

５ 13 28％

② 令和５年度病床機能報告の報告率が令和６
年８月末時点（オープンデータベース）で
100％を達成している場合

５ 25 53％

③ 地域医療構想調整会議において、地域医療
構想に係る民間医療機関も含めた各医療機関
の対応方針の合意が100％に達している場合

10 29 62％
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令和８年度保険者努力支援制度 取組評価分（都道府県分）都道府県別獲得点
指標③ 都道府県の取組状況の評価（医療提供体制適正化の推進）

0

5

10

15

20

北
海
道

青
森
県

岩
手
県

宮
城
県

秋
田
県

山
形
県

福
島
県

茨
城
県

栃
木
県

群
馬
県

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

神
奈
川
県

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

山
梨
県

長
野
県

岐
阜
県

静
岡
県

愛
知
県

三
重
県

滋
賀
県

京
都
府

大
阪
府

兵
庫
県

奈
良
県

和
歌
山
県

鳥
取
県

島
根
県

岡
山
県

広
島
県

山
口
県

徳
島
県

香
川
県

愛
媛
県

高
知
県

福
岡
県

佐
賀
県

長
崎
県

熊
本
県

大
分
県

宮
崎
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県

重点支援区域に選定された構想区域の有無（５点） 病床機能報告の報告率100%（５点） 地域医療構想調整会議における対応方針の合意100%（10点）



【指標③ ：事務の広域的及び効率的な運営の推進】

【令和８年度指標の考え方】

○ 保険料水準の統一や業務の効率化に寄与する取組について、評価を行う。
○ 令和６年度の取組も推進するため、実施状況は令和７年度時点の状況を評価する。（令和６年度に実施済であっても評価対象となる）

令和８年度都道府県取組評価分

令和８年度実施分

98

市町村が担う事務の広域的及び効率的な運営の推進
（令和７年度の実施状況を評価）

配点 該当数達成率

① 都道府県が中心となり、以下の項目のうち、２点
以上について、管内全市町村の事務の標準化を実施
している場合
・保険料（税）の減免基準の統一
・一部負担金の減免基準の統一
・出産育児一時金の給付水準の統一
・葬祭費の給付水準の統一

24 35 74％

② 都道府県が中心となり、以下の項目のうち、３点
以上について、管内全市町村の事務の広域化・効率
化を実施している場合
・収納対策の共同実施（地方税回収機構での実施を

含む）
・後発医薬品差額通知の送付
・重複多剤投与者に対する服薬情報通知
・県内市町村間の異動があった場合の被保険者のレ

セプト点検

16 34 72％

③ 都道府県が中心となり、管内全市町村の事務の標
準化、広域化・効率化について国民健康保険団体連
合会と連携して実施している場合

10 44 94％

令和７年度実施分

市町村が担う事務の広域的及び効率的な運営の推進
（令和６年度の実施状況を評価）

配点 該当数 達成率

① 都道府県が中心となり、以下の項目のうち、２点
以上について、管内全市町村の事務の標準化を実施
している場合
・保険料（税）の減免基準の統一
・一部負担金の減免基準の統一
・出産育児一時金の給付水準の統一
・葬祭費の給付水準の統一

24 35 74％

② 都道府県が中心となり、以下の項目のうち、３点
以上について、管内全市町村の事務の広域化・効率
化を実施している場合
・収納対策の共同実施（地方税回収機構での実施を

含む）
・後発医薬品差額通知の送付
・重複多剤投与者に対する服薬情報通知
・県内市町村間の異動があった場合の被保険者のレ

セプト点検

16 30 64％

③ 都道府県が中心となり、管内全市町村の事務の標
準化、広域化・効率化について国民健康保険団体連
合会と連携して実施している場合

10 42 42％
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事務の広域化・効率化・標準化の実施（50点） 99

令和８年度保険者努力支援制度 取組評価分（都道府県分）都道府県別獲得点
指標③ 都道府県の取組状況の評価（事務の広域的及び効率的な運営の推進）
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令和７年度の保険者努力支援制度（取組評価分）
一人当たり交付額について【速報値】
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令和８年度保険者努力支援制度 取組評価分（市町村分）
一人当たり交付額

速報値
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（参考）令和７年度保険者努力支援制度 取組評価分（市町村分）
一人当たり交付額
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令和８年度保険者努力支援制度 取組評価分（都道府県分）

一人当たり交付額

指標①市町村指標 指標②医療費適正化 指標③都道府県の取組
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（参考）令和７年度保険者努力支援制度 取組評価分（都道府県分）
一人当たり交付額
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市町村分 都道府県分

令和８年度保険者努力支援制度 取組評価分（都道府県分+市町村分）
一人当たり交付額
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（参考）令和７年度保険者努力支援制度 取組評価分（都道府県分+市町村分）
一人当たり交付額



予防・健康づくり支援分



令和７年度 都道府県 国保ヘルスアップ支援事業

【交付要件】
○ 実施計画の策定段階から、第三者（有識者会議、国保連合会の保健事業支援・評価委員会等）の支援・評価を活用すること。
○ 市町村が実施する事業との連携・機能分化を図り、管内市町村全域の事業が効率的・効果的に実施するために必要な取組と認めら

れる事業であること。
○ 事業ごとの評価指標（ストラクチャー指標、プロセス指標、アウトプット指標、アウトカム指標）・評価方法の設定 等

Ａ. 市町村が実施する保健事業の更なる推進に資する基盤整備
・ 都道府県レベルの連携体制構築
・ 保健事業に関わる都道府県及び市町村職員を対象とした人材育成
・ へルスアップ支援事業及びヘルスアップ事業の計画立案能力の向上及

び先進、優良事例の横展開を図る取組
・ 後発医薬品やバイオ後続品の使用状況について分析を行い、得られた

結果を活用するための体制構築

Ｂ. 市町村の現状把握・分析
・ ＫＤＢ等のデータベースを活用した現状把握、事業対象者の抽出、保健

事業の効果分析・医療費適正化効果の分析・保健事業の課題整理を行
   う事業

Ｃ. 都道府県が実施する保健事業
・ 都道府県が市町村と共同または支援により行う保健事業
・ 保健所と連携して実施する保健事業

【交付対象】
○ 市町村とともに国保の共同保険者である都道府県が、区域内の市町村ごとの健康課題や保健事業の実施状況を把握するとともに、

市町村における保健事業の健全な運営に必要な助言及び支援を行うなど、共同保険者としての役割を積極的に果たすために実施
する国民健康保険の保健事業

【基準額】 （補助率10/10）

被保険者数 25万人未満 25～50万人未満 50～75万人未満 75～100万人未満 100万人以上

基準額 150,000千円 175,000千円 200,000千円 200,000千円 200,000千円

Ｄ.人材の確保・育成事業
・ かかりつけ医、薬剤師、看護師等の有資格者等に対する特定健診

や特定保健指導等の国民健康保険の保健事業に関する研修
・ 医療機関や福祉施設に勤務する糖尿病療養指導士や認定・専門看

護師、管理栄養士、リハビリ専門職等を活用した保健事業

Ｅ.データ活用により予防・健康づくりの質の向上を図る事業
・ 医療・健康情報データベースの構築
・ データヘルス計画の標準化に向けた現状把握・分析
・ 予防・健康づくりに資するシステムの構築

Ｆ.モデル事業（先進的な保健事業）
・ 地域の企業や大学、関係団体等と都道府県単位の現状や健康課題

を 共有し協力し実施する先進的な予防・健康づくり事業
・ 無関心層を対象にして取り組む先進的な保健事業

※１ 国民健康保険特別会計事業勘定（款）保健事業に相当する科目により実施する事業に充当
※２ 市町村が実施する保健事業との役割を調整するよう留意
※３ 委託可

（事業分類及び事業例）
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令和７年度 市町村 国保ヘルスアップ事業

事業内容

【基準額①】
（適用要件）
○ 右記の事業①、②の２区分について、いずれか又は両方の事業を実施すること。
○ データ分析に基づくPDCAサイクルに沿った中長期的なデータヘルス計画を策定していること。
○ １つの事業区分につき下記の基準額①を補助上限とする。複数区分の事業を実施する場合、

区分の数に応じて基準額を加算する。

（基準額）補助率10/10

被保険者数 1万人未満 1～5万人未
満

5～10万人未
満

10～20万人未
満

20万人以上

基準額① 3,000千円 4,500千円 6,000千円 9,000千円 13,500千円
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② 生活習慣病予防対策
d)特定健診未受診者対策
e)特定保健指導未利用者対策
f) 40歳未満早期介入保健指導事業
g）特定健診継続受診対策等
h）その他生活習慣病予防対策

① 国保一般事業
a)健康教育、健康相談
b)地域包括ケアの視点を踏まえた保健事業
c)保険者独自の取組

③ 生活習慣病等重症化予防対策
i) 生活習慣病等重症化予防
j) 糖尿病性腎症重症化予防
k)保健指導

①禁煙支援   ②二次性骨折予防に関する取組
③その他保健指導

④医薬品の適正使用を推進する取組
l) 医薬品の適正使用を促す保健指導

被保険者数 1万人未満 1～5万人未
満

5～10万人未
満

10～20万人未
満

20万人以上

基準額② 6,000千円 9,000千円 12,000千円 18,000千円 27,000千円

【交付要件】
○ 右記の事業①～⑤の実施に当たり、下記の要件で補助上限となる基準額を適用し、事業経費

に対する補助を行う。
○ 複数区分の事業を実施する場合、事業区分ごとに適用される基準額の合算額を補助上限額と

する。ただし、基準額の合算は最大で３事業分までとする（補助事業の申請可能数は３事業に限
らない）。

○ 先進的かつ効果的な保健事業として都道府県の指定を受ける場合、別途、補助上限額を加算
する。

【基準額②】
（適用要件）
○ 右記の事業③～⑤の３区分について、いずれか又はすべての事業を実施すること。
○ データ分析に基づくPDCAサイクルに沿った中長期的なデータヘルス計画を策定していること。
○ １つの事業区分につき下記の基準額②を補助上限とする。複数区分の事業を実施する場合、

区分の数に応じて基準額を加算する。

（基準額）補助率10/10

【先進的かつ効果的なモデル事業を実施する場合の加算額】
（適用要件）
○ 先進的かつ効果的なモデル事業として都道府県の指定を受けて、事業①～⑤いずれかの保

健事業を実施すること（都道府県は管内市町村数の15%を上限として指定）。
○ 第三者（国保連合会の保健事業支援・評価委員会・有識者会議・大学等）の支援・評価を活用

すること。
○ 上記の要件を満たす場合、補助上限額を加算する。

（加算額）補助率10/10

被保険者数 1万人未満 1～5万人未
満

5～10万人未
満

10～20万人未
満

20万人以上

加算額 4,000千円 6,000千円 8,000千円 12,000千円 18,000千円

⑤ PHRの利活用を推進する取組
m）PHRを利活用した保健事業



令和７年度 国民健康保険保険者努力支援交付金（予防・健康づくり支援） 事業費連動分に係る評価指標

左記（１）（２）について、それぞれ都道府県ごとの「点数」×「合計被保険者数」＝「総得点」を算出し、
総得点で予算額を按分して配分。ただし、都道府県ごとに事業費分の交付額の2倍を上限額とし、
上限に達した都道府県に係る未交付額は、上限に達していない都道府県に再配分する。

○ 事業費連動分については、都道府県ごとに、以下の評価指標に基づいて採点を実施

（１） 「事業」の取組状況 （２） 「事業」の取組内容

（都道府県）

１１４億円 １１４億円

１)事業ABCを全て実施している場合
45/47 ５点

２)事業ABCDEを全て実施している場合
38/47 ６点

３)事業Fを実施している場合で、全都道府県による評価結果
上位 １位から10位
10/47
上位11位から20位
10/47

10点
５点

（都道府県）

（市町村） 要件を満たす管内市町村の割合に応じて加点

１）下記市町村指標１）～３）を全て満たす申請市町村の割合が５割以上
の場合

35/47
10点

２）申請市町村が下記市町村指標１）～３）を満たせるよう都道府県から

支援を受けたと回答している割合

            申請市町村の９割以上が支援を受けている場合

41/47

            申請市町村の７割以上９割未満が支援を受けている場合

4/47
10点
５点

（市町村） 要件を満たす申請市町村の割合に応じて加点
１）申請市町村の全てが、ポピュレーションアプローチとハイリスクアプ

ローチを組み合わせて総合的に事業を展開している場合

35/47

８点

２）申請市町村の全てが、性・年齢別等の視点に加え、地域ごとの分析を

実施している場合

38/47

３点

３）申請市町村の全てが、事業の計画、実施、評価にわたり、第三者の支

援・評価を受け、事業に反映している場合

23/47

10点

４）ｂ）の申請市町村の全てが、医療・介護・保健など部局横断的にデー

タ分析を行い、一体的（国保・後期・介護）に事業へ活用している場

合 28/47

３点

５）ｌ）の申請市町村の全てが、医療費適正化効果や対象者の減少数等の

目標値を設定した上で、地域の医師会・薬剤師会等の医療関係団体と

連携して事業を実施している場合

20/47

10点

１)事業①国保一般事業を
・１事業以上実施する管内市町村の割合が４割以上の場合
18/47
・上記を満たした上で、２事業以上実施する管内市町村の割合が
１割以上の場合
9/47

５点
８点

２)事業②生活習慣病予防対策を２事業以上実施する管内市町村の
割合が７割以上の場合
22/47

５点

３)事業②のｆ)またはｇ)またはｈ）を実施する管内市町村の割合
が５割以上の場合
32/47

５点

４)事業③生活習慣病等重症化予防対策を実施する管内市町村の割
合が９割以上の場合
27/47

５点

５)事業④医薬品の適正使用を推進する取組を実施する管内市町村
の割合が３割以上の場合
38/47

５点

６）事業⑤PHRの利活用を推進する取組を実施する管内市町村の割
合 が １ 割 以 上 の 場 合
5/47

５点

７)事業①②③④それぞれから１事業以上の事業を実施している管
内市町村の割合

管内市町村の２割以上が実施
18/47

管内市町村の１割以上２割未満が実施 ６点
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（１） 「事業」の取組状況
（２） 「事業」の取組内容
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令和７年度 都道府県国保ヘルスアップ支援事業申請状況

事業区分 都道府県数 事業数
前年度 前年度

Ａ 市町村が実施する保健事業の更なる推進に資
する基盤整備

47 46 99 86

Ｂ 市町村の現状把握・分析 46 47 58 61

Ｃ 都道府県が実施する保健事業 46 45 102 99

D 人材の確保・育成事業 44 45 66 67

E データ活用により予防・健康づくりの質の向上を
図る事業

39 43 50 58

F モデル事業 27 26 29 30

計 47 47 404 401

事業実施都道府県数 47

区分別実施都道府県数
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令和７年度 市町村国保ヘルスアップ事業申請状況

事業実施市町村数 1,671 小区分 事業名
事業数
（件） 前年度

a 健康教育、健康相談 724 720

b 地域包括ケアの視点を踏まえた保健事業 182 160

c 保険者独自の取組 71 66

d 特定健診未受診者対策 1,632 1,599

(d) 離島における渡航費のみの申請 18 18

e 特定保健指導未利用者対策 454 434

f 40歳未満早期介入保健指導事業 686 654

g 特定健診継続受診対策等 374 347

h その他生活習慣病予防対策 372 331

i 生活習慣病等重症化予防 1,179 1,134

j 糖尿病性腎症重症化予防 1,214 1,212

k-① 禁煙支援 26 28

k-② 二次性骨折予防に関する取組 19 9

k-③ その他保健指導 52 51

l 医薬品の適正使用を促す保健指導 793 854

m PHRを利活用した保健事業 58 80

都道府県の指定を受けて実施する先進的な保健
事業

24 25

前年度 1,650
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令和７年度 国民健康保険保険者努力支援交付金（予防・健康づくり支援） 事業費連動分
都道府県別獲得点【114点満点】
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令和７年度 国民健康保険保険者努力支援交付金（予防・健康づくり支援） 事業費連動分
「事業」の取組状況(都道府県) 都道府県別獲得点【21点満点】
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１)事業ABCを全て実施している場合(５点)

２)事業ABCDEを全て実施している場合(６点)

３)事業Fを実施している場合で、全都道府県による評価結果(10点)
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令和７年度 国民健康保険保険者努力支援交付金（予防・健康づくり支援） 事業費連動分
「事業」の取組状況(市町村) 都道府県別獲得点【39点満点】
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１)事業①国保一般事業を１事業以上実施する管内市町村の割合が４割以上かつ２事業以上実施する管内市町村の割合が１割以上の場合(8点)

２)事業②生活習慣病予防対策を２事業以上実施する管内市町村の割合が７割以上の場合(5点)

３）市町村事業②生活習慣病予防対策のｆ）またはｇ）またはｈ）を実施する管内市町村の割合が５割以上の場合(5点)

４)事業③生活習慣病等重症化予防対策を実施する管内市町村の割合が９割以上の場合(5点)

５）市町村事業④医薬品の適正使用を推進する取組を実施する管内市町村の割合が３割以上の場合(5点)

６)市町村事業⑤PHRの利活用を推進する取組を実施する管内市町村の割合が１割以上の場合(5点)

７)事業①②③④それぞれから１事業以上の事業を実施している管内市町村の割合が２割以上の場合(6点)
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令和７年度 国民健康保険保険者努力支援交付金（予防・健康づくり支援） 事業費連動分
「事業」の取組内容(都道府県) 都道府県別獲得点【20点満点】 
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知
県

福
岡
県

佐
賀
県

長
崎
県

熊
本
県

大
分
県

宮
崎
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県

全
国
平
均合計(20点)

１）市町村指標１）～３）を全て満たす申請市町村の割合が５割以上の場合(10点)



令和７年度 国民健康保険保険者努力支援交付金（予防・健康づくり支援） 事業費連動分
「事業」の取組内容(市町村) 都道府県別獲得点 【34点満点】
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岩
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宮
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秋
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山
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福
島
県

茨
城
県

栃
木
県

群
馬
県

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

神
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川
県

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

山
梨
県

長
野
県

岐
阜
県

静
岡
県

愛
知
県

三
重
県

滋
賀
県

京
都
府

大
阪
府

兵
庫
県

奈
良
県

和
歌
山
県

鳥
取
県

島
根
県

岡
山
県

広
島
県

山
口
県

徳
島
県

香
川
県

愛
媛
県

高
知
県

福
岡
県

佐
賀
県

長
崎
県

熊
本
県

大
分
県

宮
崎
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県

全
国
平
均合計(34点)

１）申請市町村の全てが、ポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチを組み合わせて総合的に事業を展開している場合(8点)

２）申請市町村の全てが、性・年齢別等の視点に加え、地域ごとの分析を実施している場合(3点)

３）申請市町村の全てが、事業の計画、実施、評価にわたり、第三者の支援・評価を受け、事業に反映している場合(10点)

４）ｂ）の申請市町村の全てが、医療・介護・保健など部局横断的にデータ分析を行い、一体的（国保・後期・介護）に事業へ活用している場合(3点)



保険者機能の強化

1. 保険者努力支援制度

2. データヘルスの推進

3. 特定健診・特定保健指導

4. 重症化予防の推進

5. 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

6. 後発医薬品の使用促進

7. 医薬品の適正使用に向けた取組



Ⅲ　計画全体

⑧計画策定

時実績

2022年度
(R4)

2024年度

(R6)

2025年度

(R7)

2026年度

(R8)

2027年度

(R9)

2028年度

(R10)

2029年度

(R11)

Ａ 1､3 Ａ

Ｂ 2
・
・

Ｃ 4 Ｂ

Ｄ
・
・

・
・

Ｃ

⑬
項目

・
・

Ａ､C Ｄ

Ｂ
・
・

D

・
・

⑩事業

番号

⑫重点・
優先度

1

2

3

4

・
・

⑭データヘルス計画（保健事業全体）
の目標を達成するための戦略

保険者の
健康課題

①
項目

②健康課題
③優先する
健康課題

個別の保健事業

（注１）太枠の2026年度は中間評価年度、2029年度は最終評価年度。　　　　（注３）目標値は、必要な年度に記載。
（注２）実績年度が異なる場合には、欄外等に注釈を記載。

⑤
項目

被保険者の健康に関する課題
データヘルス計画全体

における目的
抽出した健康課題に対して、この計画によって目指す姿（目的）・目標・評価指標

④対応する
保健事業

番号

⑥データヘルス計画
全体における目的

⑦評価指標

⑨目標値

⑪事業名称

解決すべ

き健康課

題と保健

事業の対

応づけ

○ 令和６年度からの第３期データヘルス計画の策定に向けて、有識者検討会で議論を行い、計画の標準化、共通の評価指標、留意点等
について整理し、令和５年５月18日に改正。改正のポイントは以下のとおり。

数種類ある様式（例）のうちの「計画全体」のみを例示。
記載の一例として、保険者の健康課題を「②健康課

題」に記載し、これに対応する「⑦評価指標」を記載する。
この「⑦評価指標」に対応する「⑥データヘルス計画全

体における目的」を記載する。
「②健康課題」を解決するための個別の保健事業欄を

記載し、「⑫重点・優先度」及び「③優先する健康課題」
は、１から順位づける。

「⑭データヘルス計画（保健事業全体）の目標を達成
するための戦略」については、個々の「②健康課題」に
応じて設定する必要はなく、複数の「②健康課題」を包
含して記載しても良い。

国民健康保険保健事業の実施計画（データヘルス計画）策定の手引き【改正のポイント】

項目 ポイント

標準化
の推進
（共通の
様式例）

○ 都道府県内で共通の評価指標を設定することにより、域内保険者において経年的なモニタリング、他の保険者との比較、俯瞰的、客観的な状況を把
握することができ、また、地域の健康課題の分析方法、計画策定、評価等の一連の流れを共通化することで、これらの業務負担を軽減することができる。

○ 都道府県、国保連等は、域内の保険者が策定した計画を収集、分析、評価し、その結果を都道府県が行う国保保健事業等や保険者支援等に反映さ
せる。

○ 域内保険者が把握すべき共通の情報については、都道府県が地域の実情を踏まえて決定する。共通の様式例については、以下のとおり例示。
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指標（例） 分母 分子 考え方（指標の必要性）

①特定健康診査実施率 特定健康診査対象者数 特定健康診査受診者数 ・特定健康診査の対象者が実際に受診したかを測るアウト

プット指標

・実施率が低い場合、特定健康診査で早期発見が可能で

あったはずのメタボリックシンドローム該当者等を発見

できず、特定健康診査の効果が下がる

②特定保健指導実施率 特定保健指導対象者数 特定保健指導終了者数 ・特定保健指導の対象者が実際に保健指導を受け終了した

かを測るアウトプット指標

・実施率が低い場合、メタボリックシンドローム該当者等

に適切な保健指導ができず、特定保健指導の効果が下が

る

③特定保健指導による特定保

健指導対象者の減少率

昨年度の特定保健指導の

利用者数

分母のうち、今年度は

特定保健指導の対象者

ではなくなった者の数

（※）

・特定保健指導による効果を評価するアウトカム指標

・特定保健指導の実施体制や保健指導の技術的な面等が適

切だったかを検討する際に活用する

④HbA1c 8.0％以上の者の割合 特定健康診査受診者のう

ち、HbA1cの検査結果が

ある者の数

HbA1c 8.0％以上の者の

数

・血糖コントロール不良者数の状況を測るアウトカム指標

・糖尿病重症化予防の取組が適切だったかを検討する際に

活用する

すべての都道府県で設定することが望ましい指標（例）

①～③は、法定報告の数値を用いて算出することを基本とする。 ※詳細は、法定報告に関する通知を参照して集計を行う。

④は、国保データベース（KDB）システムを用いて算出することを基本とする。この場合、該当年度（４月１日～３月31日）の集計値、KDBシステムである
と翌年度の11月処理時点以降の値を参照する。それ以前における値を暫定値として用いても良い。
※ 上記指標とは別に、「地域の実情に応じて都道府県が設定する指標（例）」があり、「血圧が保健指導判定値以上の者の割合」、「前期高齢者のうち、

BMIが20kg/m2以下の者の割合」、「運動習慣のある者の割合」等の指標を例示している。

国民健康保険保健事業の実施計画（データヘルス計画）策定の手引き【改正のポイント】

項目 ポイント

標準化の
推進
（共通の
評価指標
例）

○ 共通の評価指標を設定するにあたっては、計画の策定等に必要なものであり、かつＫＤＢシステムから算出できるものや他計画等で把握すべき指
標等、可能な限り、保険者が情報収集しやすいものとする。

○ 共通の評価指標は、都道府県と域内保険者とが相談の上、設定するものであるが、共通の評価指標例を以下のとおり例示。
○ 計画の標準化は、保険者の健康課題を効果的・効率的に解決するために行うものであり、各保険者において最低限把握すべき情報や評価指標

等を統一するものである。
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国民健康保険保健事業の実施計画（データヘルス計画）策定の手引き【改正のポイント】

項目 ポイント

関係機関との連携
○ 計画の実効性を高めるためには、計画の策定等において、関係機関との連携・協力が重要となる。
○ 計画の策定等を進めるに当たっては、共同保険者である都道府県のほか、国保連や国保連に設置される支援・評価委員会、保健医療

関係者、保険者協議会、広域連合、他の医療保険者、地域の医療機関や大学等の社会資源等と連携、協力する。

都道府県（国保部
局）の役割

○ 被保険者の健康の保持増進のために、保険者が、効果的・効率的に保健事業を実施することができるよう、都道府県国保部局は、関係
機関との連絡調整や専門職の派遣や助言等の技術的な支援、情報提供等を通じて、積極的に保険者を支援することが求められる。特に、
人材が不足傾向にある小規模の市町村国保については、都道府県の支援に加えて国保連や支援・評価委員会の支援を受けることができ
るように、保健所と協力して、市町村国保の体制の整備を支援する。

国保連の役割
○ 国保連は、都道府県や保険者の意見も踏まえ、ＫＤＢシステム等を活用し、健康・医療情報を分析して、分析結果やその活用方法等を都

道府県や保険者に提供する。

健康・医療情報等
の分析・分析結果
に基づく健康課題
の抽出・明確化

○ 健康課題の抽出・明確化のための分析としては、疾病間の比較（死亡や医療費に占める割合が高い疾病等）、地域間の比較（全国、都
道府県内、他の保険者との比較、保険者内の地域間の比較等）、時間による比較（悪化・改善している指標等）、目標値との比較等が有用
である。

○ 上記の分析結果に基づき、健康課題を抽出・明確化し、関係者と共有し、優先して解決を目指す健康課題を選定し、優先順位を決める。

データヘルス計画
（保健事業全体）の
目的、目標、目標
を達成するための
戦略

○ 目的は、計画の策定により数年後に実現しているべき「改善された状態」や、被保険者に期待する変化を示すものであり、抽出された健
康課題と対応して設定する。

○ 目標は、健康課題と対応して設定した目的に到達するため、各年度、計画の中間年度等といった経過ごと、異なる視点ごと等に設定し、
目標値には、理想として目指したい値（期待値）、一応満足できる値（充足値）、最低限達成すべき値（限界値）の３種類の考え方がある。ひ
とつの計画の中で指標によって混在して設定する場合も多い。

○ 目標には、短期的な目標（原則、年度ごと）と中長期的な目標（計画の最終年度までに達成を目指す）を設定する。
○ 抽出された健康課題や保健事業全体の目標、目的を踏まえて、健康課題を解決し、目標を達成するための戦略（地域資源・ICT・委託の

活用、有識者等の支援、その他創意工夫をした取組等）を設定する。

健康課
題を解
決する
ための
個別の
保健事
業

計画に
記載す
る保健
事業の
選択・
優先順
位付け
等

○ 健康課題や目標を十分に踏まえて、全ての保険者が取り組むべき保健事業（特定健康診査・特定保健指導の実施率向上、糖尿病性腎
症等の生活習慣病）に加えて、幅広な内容の保健指導、非肥満者への保健指導、重複・頻回受診者対策、重複・多剤服薬者対策など、保
健事業を選択・優先順位付けする。

○ 75歳に達すると後期高齢者医療制度の被保険者となることを踏まえ、前期高齢者の多くが加入する市町村国保においても、地域包括ケ
アシステムの構築に向けて、広域連合とも連携しつつ健康・医療情報等の共有・分析を進め、生活習慣病の重症化予防に加え、高齢者の
特性を踏まえた、保健事業の選択を行うよう努める。

○ また、令和２年度以降、広域連合と市町村は一体的実施を開始しているため、市町村における保健事業の実施を検討する際には、75歳
以上の高齢者に対する課題や目標について、広域連合と共有したうえで、検討を進めることが重要である。
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項目 ポイント

健康課
題を解
決する
ための
個別の
保健事
業

個別の保健事業
に係る目的、目
標、評価指標の
設定、実施内容
等の明確化

○ 計画に盛り込む個別の保健事業については、事業内容を評価可能なものとするとともに、同様の健康課題を抱える保険者との
取組の比較が可能となるよう、保健事業ごとに「目的」、「目標」、「評価指標」、「対象者」、「事業内容」、「実施方法」、「評価体制・方
法」、「実施体制」、「実施スケジュール」、「実施期間」、「実施場所」等を整理し、計画に記載し、目標の設定は、保健事業全体の目
標設定と同様に、短期的な目標、中長期的な目標を設定する。

個別の保健事業
とデータヘルス計
画の関係

○ データヘルス計画は保険者の健康課題を解決するための計画であり、個別の保健事業の計画を単純に１つにまとめたものでは
ない。

○ データヘルス計画は、保険者の健康課題、計画の目的、目標、目標を達成するための戦略、個別の保健事業、それらの評価に
必要な評価項目と目標値等を体系的に統合したものである。

個別の保
健事業及
び個別の
保健事業
の評価に
基づくデー
タヘルス計
画（保健事
業全体）の
評価・見直
し

個別の保健
事業の評価・
見直し

○ 個別の保健事業の評価は年度ごとに行うことを基本として、計画策定時に設定した保健事業ごとの評価指標に基づき、事業の
効果や目標の達成状況を確認する。

○ 目標の達成状況が想定に達していない場合は、ストラクチャーやプロセスが適切であったか等を確認の上、目標を達成できな
かった原因や事業の必要性等を検討して、次年度の保健事業の実施やデータヘルス計画の見直しに反映させる。

個別保健事
業の評価に
基づくデータ
ヘルス計画
全体の評価・
見直し

○ 設定した評価指標に基づき、計画の最終年度のみならず、年度ごと、中間時点等計画期間の途中で進捗確認・中間評価を行う
ことを計画に記載する。

また、計画の最終年度においては、その次の期の計画の策定を円滑に行うため、当該最終年度の上半期に仮評価を行うことな
どについても考慮する。

○ 計画は、中長期的な計画運営を行うものであることを踏まえ、短期では評価が難しいアウトカム（成果）指標を中心とした評価指
標による評価を行う。

国民健康保険保健事業の実施計画（データヘルス計画）策定の手引き【改正のポイント】
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(※1)レーダーチャートの数値のうち、高い数値がより良い項目の場合は、a/bで算出する。
低い数値がより良い項目（上記の場合は、④、⑤及び⑦のみ）の場合は、(100-a)/(100-b)で算出する。

(※2)(100-a)/(100-b)により算定した項目は、項目名の冒頭に「逆転：」と付記するなど、レーダーチャートだけをみた際にも、その旨が誤解なく分かるようにする。

(※3)各種指標のうち、低い数値がより良いため、(100-a)/(100-b)で算出する項目の例。
○ HbA1c 8.0％以上の者の割合
○高血糖者の割合
○ HbA1c 6.5％以上の者のうち、糖尿病のレセプトがない者の割合
○血圧が保健指導判定値以上の者の割合
○前期高齢者のうち、BMIが20kg/m2以下の者の割合

(※4)一般的に、下記の示し方などがあり、地域の状況に応じて適宜活用する。また、同規模保険者の値を追加する方法もある。
○当該保険者と県の数値を割算した比率をレーダーチャートに示す。（本例）
○県内全保険者の標準偏差を算定し、それにより偏差値を算定して、レーダーチャートに示す。（本来は、この方法が望ましいが、今回は簡易的な上記方法を
例示。）

○種々の指標について、課題の大きい順、または、良好な順に並び替えて折れ線グラフに示す。
○共通の指標のうち、特に重要な指標について、県と当該保険者の指標値の年次推移を折れ線グラフに示す。

(※5)「共通の指標」等について、県内の全保険者の過去数年分を表に示す方法もある。表は基礎資料として沢山の情報を掲載できる一方で、そのままでは読み取
りが難しい面もある。注目したい指標等を抜き出して図に示したり、並び替えをしたりすることで、読み取りが行いやすくなる。

国民健康保険保健事業の実施計画（データヘルス計画）策定の手引き【改正のポイント】

【参考】
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国保・介護保険の安定
的な運営（医療費・介
護給付費の適正化）

○ 「健康日本21（第三次）」等の着実な推進には、PDCAサイクルを意識した保健事業を展開していく必要がある。国保データベース
（KDB）システムから提供されるデータを分析することにより、地域住民の健康課題を明確化し、事業計画を策定した上で、それに沿っ
た効率的・効果的な保健事業を実施することやその評価を行い、次の課題解決に向けた計画の見直しが可能となる。

○ 国保データベース（KDB）システムは、医療・介護関連情報の「見える化」を推進し、それぞれの地域の特性にあった地域包括ケア
システムの構築にも活用が可能。

効率的・効果的な保健
事業の実施

国保データベース（KDB）システムの活用ポイント

【地域の状況把握（現状分析）】
集団（地域）・個人の健康状況をデータ分析すること

により、集団（地域）・個人の健康問題（状況）を把握す
る。

【重点課題への対策（事業の実施）】
設定した重点課題に応じた対象者を選定し、ハイリ

スクアプローチ、ポピュレーションアプローチを実施す
る。また、実施事業のモニタリングを行う。

【効果の確認（事業の評価）】

検査データの改善、生活習慣の変化、目標の達成度
を確認し、実施した保健事業の評価を行う。

【重点課題の抽出（健康課題の明確化）】
優先すべき課題（健診受診率向上、 生活習慣病予

防、重症化予防など）を明確にし、取組む事業の目標
を設定する。

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
意
識
し
た
保
健
事
業
の
展
開
を
サ
ポ
ー
ト

地域

（地区）
県 同規模 国

地域

（地区）
県 同規模 国

地域

（地区）
県 同規模 国

地域

（地区）
県 同規模 国

地域

（地区）
県 同規模 国

計 254,817 12,462,196 254,817 12,462,196 質問票調査 受診率 43.0% 35.0% 千人当たり 認定率 16.0% 17.0%

 　～39歳 47.0% 47.0% 服薬 30.0% 31.0% 30.0% 31.0% メタボ 4.5% 4.0% 病院数 0.1 0.1 1件当たり円 77,120 75,661 77,120 75,661

40～64歳 34.0% 33.0% 既往歴 31.0% 34.0% 男 4.5% 4.0% 診療所数 2.6 1.4 要支援1 76,315 80,239

65～74歳 9.0% 11.0% 喫煙 16.0% 14.0% 女 4.4% 3.8% 病床数 要支援2 76,216 80,011

75歳～ 10.0% 9.0% 予備群 4.2% 3.1% 医師数 要介護1 74,368 69,879

男 4.5% 3.9% 外来患者数 430.0 542.0 要介護2 68,214 67,372

女 4.0% 2.1% 入院患者数 8.0 18.0 要介護3 75,197 75,013

計 124,817 6,703,081 7.5% 4.9% 44.000 56.000 要介護4 82,379 80,376

 　～39歳 33.0% 33.0% 1件当たり点数 33,736 31,110 33,736 31,110 要介護5 88,671 84,357

40～64歳 28.0% 31.0% 一般 29,201 28,292 0.2% 0.3%

65～74歳 19.0% 18.0% 検査値（メタボ、予備群レベル） 退職 31,412 29,465 0.6% 0.6%

75歳～ 20.0% 18.0% 腹囲 6.2% 5.1% 後期 39,228 36,678

男　 6.6% 6.0% 外来

女　 5.5% 3.8% 有病状況

平均寿命 BMI 2.5% 2.0% 糖尿病 40.0% 42.0%

男 80.9 79.6 男　 2.4% 1.9% 外来受診率 43.000 54.000 高血圧 42.0% 43.0%

女 87.1 86.4 女　 2.9% 2.1% 脂質異常 21.0% 20.0%

健康寿命 血糖 1.1% 0.9% 心臓病 11.0% 13.0%

男 76.8 76.2 睡眠不足 25.0% 20.0% 血圧 1.7% 2.1% 脳疾患 14.0% 11.0%

女 81.8 80.9 毎日飲酒 9.0% 10.0% 脂質 1.4% 1.0% がん 37.0% 33.0%

標準化死亡率 時々飲酒 29.0% 31.0% 血糖・血圧 1.4% 0.8% 筋・骨格 43.0% 45.0%

男 96.3 96.4 1日飲酒量 血糖・脂質 1.1% 0.7% 精神 22.0% 23.0%

女 99.6 101.8 1合未満 2.0% 3.0% 血圧・脂質 1.1% 0.9% 居宅サービス

年齢調整死亡率 1～2合 4.0% 6.0%

男 2～3合 2.0% 3.0% 入院

女 3合以上 2.0% 2.0% 7.1% 5.0%

死因 8.2% 8.4%

がん 33.1% 31.5% 入院率 8.000 18.000 施設サービス

心臓病 16.5% 15.6%

脳疾患 9.7% 11.9%

糖尿病 1.1% 1.3%

腎不全 1.5% 1.8% 治療中断者率 

受診勧奨者

医療機関非受診率
5.8% 6.1%

1人当たり

医療費点数
1,137 1,035

2.3%

1件当たり

医療費点数
47,704 39,113

千人当たり

事業所数

1件当たり

給付費（円）
179,201 181,298

入院費用の

割合

初回受診者 千人当たり

事業所数
44.0% 47.0%

受診勧奨者率 
医療費分析（最大医療資源傷病名による）

受診勧奨者

医療機関受診率
2.4%

53,201 51,239
1件当たり

給付費（円）

1件当たり

受診回数
2.4 2.9

1日当たり

医療費点数
1,293 933

血糖・血圧・

脂質
0.9% 0.7%

1人当たり

医療費点数
776 703

3,103 2,801
1日1時間以上運

動なし
12.0% 8.0%

1件当たり

医療費点数

+0.1% +0.2%

平均寿命
20歳時体重から

10kg以上増加
5.0% 7.0%

1回30分以上運

動習慣なし
19.0% 9.0%

新規認定率

前年との

認定率比較

外来費用の

割合
56.0% 53.0%

0.8%
（再）2号認定率

食べる速度が速

い
14.0% 13.0%

週３回以上

就寝前夕食
5.0% 7.0%

特定保健指導

実施率
0.9%

介護

週３回以上

朝食を抜く
8.0% 6.0%

人口構成 健診生活習慣 医療

非肥満高血糖 受診率

被保険者構成
週３回以上

食後間食
6.0% 6.0%

糖尿病 8 %

脳疾患 7 %

その他 45 %

心臓病 8 %

地域

地域の全体像の把握 作成年月 ： H24年08月

印刷日 ： H24年08月27日
比較先 ： 県

ページ ： 1／1

保険者番号 ： 00138016

保険者名 ： 千代田区
地区 ：

人数
割合①

（％）

割合②

（％）
人数

割合①

（％）

割合②

（％）
人数

割合①

（％）

割合②

（％）
人数

割合①

（％）

割合②

（％）
人数

割合①

（％）

割合②

（％）
人数

割合①

（％）

割合②

（％）

22,384 6,423 4,264 7,220 4,477 9,282

8,982 40.0 2,248 35.0 1,594 37.0 4,477 40.0 2,253 50.0 4,223 45.0

4,430 49.0 1,050 47.0 828 52.0 1,426 49.0 1,126 50.0 2,112 5.0

1,737 19.0 39.0 570 25.0 54.0 374 23.0 45.0 449 16.0 31.0 344 15.0 31.0 638 15.0 30.0

高血

糖

高血

圧

高脂

血

● 349 4.0 8.0 61 3.0 6.0 51 3.0 6.0 118 4.0 8.0 119 5.0 11.0 203 5.0 1.0

● 448 5.0 10.0 76 3.0 7.0 79 5.0 10.0 156 5.0 11.0 137 6.0 12.0 219 5.0 1.0

● 407 5.0 9.0 79 4.0 8.0 72 5.0 9.0 136 5.0 10.0 120 5.0 11.0 258 6.0 12.0

1,204 13.0 27.0 216 1.0 27.0 202 13.0 34.0 410 14.0 36.0 376 17.0 33.0 680 16.0 35.0

● ● 387 4.0 9.0 61 3.0 6.0 62 4.0 7.0 136 5.0 10.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

● ● 414 5.0 9.0 60 3.0 6.0 74 5.0 9.0 165 6.0 12.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

● ● 452 5.0 10.0 96 4.0 9.0 76 5.0 9.0 171 6.0 12.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

● ● ● 236 3.0 5.0 47 2.0 4.0 40 3.0 5.0 95 3.0 7.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

1,489 17.0 34.0 264 12.0 24.0 252 16.0 3.0 567 2.0 4.0 0 0.0 36.0 0 0.0 0.0

（再）65-74歳

被保険者数（４０～７４歳）

男　　　　　　性
40-74歳 40歳代 50歳代 60歳代 70-74歳

健診受診者数（受診率％）

腹囲85ｃｍ以上

腹囲のみ該当者

予備群

計

該当者

計

（再）腹囲有所見の

重複状況

厚生労働省様式
作成年月 ： H24年08月(23年度)

印刷日 ： H24年08月27日
ページ ： 1／1

（様式６－８） メタボリックシンドローム該当者・予備群

Ａ

腹囲等のリスクあり 4,721人 25.0％

健診受診者 19,252人 43.0％ 未受診者 25,663人 57.0％

腹囲等のリスクなし 14,531人 75.0％

服薬あり 2,685人 14.0％ 服薬なし 2,036人 11.0％ 服薬あり 4,610人 24.0％ 服薬なし 9,921人 51.0％
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42 50 66 56 59 58 90 0 38 37 32 46 49 95 70 0 42 78 57 72 88 101 103 147 54 53 53 34 16 24 15 284

作成年月 ： H24年08月
印刷日 ： H24年08月27日
ページ ： 9,999／9,999

健診ツリー図保険者番号 ： 99999999
保険者名 ： ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ
地区 ：

地域の健康課題が明確となり、事業計画の策定や
住民へのポピュレーションアプローチに活用

医療費や有病割合増加の背景要因の分析で対策を
行うべきターゲットの効率的な選定が可能

優先すべき保健指導対象者の選定、個人の検査
データを活用し、行動変容につなげる

生活習慣病・重症化予
防、受診機会・治療機
会の確保

住民の健康の維持・増
進に寄与（地域の健康
水準の向上）
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神
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Ｈ24年度
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Ｈ23年度

Ｈ22年度
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Ｈ24年度
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併発症（生活習慣病）糖尿病投薬等

番

号
氏名

性

別

年

齢
年度

健診

2

要

介

護

状

態

区

分

1

合併症

3

疾病管理一覧（糖尿病）保険者番号 ： 99999999

保険者名 ： ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ
地区 ：

作成年月 ： H24年08月

印刷日 ： H24年08月27日
ページ ： 9,999／9,999

評価結果に基づく保健指導プログラムの改善や実
施体制の見直しを行い、次の計画に反映

124



KDB Expanderの活用及び保健事業に関する共同事業による伴走支援

【健康・医療情報の効果的な活用】

＊グラフや対象者リストで見える化したデータを施策・事業に活用
できる仕組

○データヘルス計画策定・PDCA管理支援
・・・必要なデータセットの提供

○地域診断の実施・健康課題の明確化支援
・・・健康・医療データ分析結果に基づく資料の提供

○個別保健事業支援
・・・重症化予防対象者抽出及び一覧表の提供

○保健指導支援
・・・個人単位（国保）の健康レポートの提供

○市町村数が多い（179市町村）

○市町村におけるマンパワー不足（専門職及び事務職）

KDB Expander
（道民の7割、全道医療費の8割、10年分のデータ蓄積）

北海道における状況・課題

【民間事業者を活用（主体は国保連合会）】
○個別保健事業支援

特定健診未受診者対策、特定保健指導未利用者対策、
生活習慣病発症予防・重症化予防対策 等

※ KDB Expanderによるデータ提供があっても、マンパワー不足により保健事業
の実施に苦慮する市町村に対し、共同事業で伴走支援。

保健事業に関する共同事業（委託市町村への支援）

～健康をすべての人に～

北海道国民健康保険団体連合会

解決策

市町村と一体となって利便性を高める

連
動
し
た
伴
走
支
援

データ分析（例）

○「生活習慣病の流れ」に応じた地域診断の実施・健康課題の明確化

データ提供（例）

健康課題の明確化を支援

○個別保健事業に必要なデータ(重症化予防対象者リスト)の提供

国保・後期・協会けんぽの
健診・レセプトデータ

介護のレセプトデータ

重症化予防事業の実施を支援

＜生活習慣病の流れ＞
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保険者機能の強化

1. 保険者努力支援制度

2. データヘルスの推進

3. 特定健診・特定保健指導

4. 重症化予防の推進

5. 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

6. 後発医薬品の使用促進

7. 医薬品の適正使用に向けた取組



特定健診・特定保健指導の概要

▶根拠法 ：高齢者の医療の確保に関する法律

▶実施主体 ：医療保険者

▶対象 ：４０歳以上７５歳未満の被保険者・被扶養者

▶内容(健診）：高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の内臓脂肪の蓄積に起因する

 生活習慣病に関する健康診査を実施。

▶内容（保健指導）：健診の結果、健康の保持に努める必要がある者に対して特定

 保健指導を実施。

▶実施計画 ：医療保険者は６年ごとに特定健診等実施計画を策定

▶計画期間 ：第１期（2008年度～2012年度）、第２期（2013年度～2017年度）

 第３期（2018年度～2023年度）、第４期（2024年度～2029年度）

▶項目等 ：特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準等
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特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針

第２ 特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項

一 特定健康診査の実施に係る目標
令和11年度における特定健康診査の実施率を70％以上にすること。
各保険者の目標は次の区分に応じてそれぞれに掲げる値を踏まえて設定すること。
１ 健康保険組合（健康保険法（略）第11条第１項の規定により設立されたものに限る。）及び法第７条第２項に規定する共済組合の
加入者に係る特定健康診査の実施率90％以上

２ 健康保険組合（健康保険法第11条第２項の規定により設立されたものに限る。）及び日本私立学校振興・共済事業団の加入者に係
る特定健康審査の実施率85％以上

３ 国民健康保険組合の加入者に係る特定健康診査の実施率70％以上
４ 全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の加入者に係る特定健康診査の実施率65％以上
５ 市町村国保の加入者に係る特定健康診査の実施率60％以上

二 特定保健指導の実施に係る目標
令和11年度における特定保健指導の実施率を45％以上にすること。
各保険者の目標は、次の区分に応じてそれぞれに掲げる値を踏まえて設定すること。
１ 市町村国保の加入者に係る特定保健指導の実施率60％以上
２ 健康保険組合(健康保険法第11条第1項の規定により設立されたものに限る。)の加入者に係る特定保健指導の実施率55％以上
３ 法第7条第2項に規定する共済組合の加入者に係る特定保健指導の実施率45％以上
４ 全国健康保険協会が管掌する健康保険の加入者に係る特定保健指導の実施率35％以上
５ 健康保険組合(健康保険法第11条第2項の規定により設立されたものに限る。)、船員保険、国民健康保険組合及び日本私立学校振
興・共済事業団の加入者に係る特定保健指導の実施率30％以上

三 特定健康診査等の実施の成果に係る目標
令和11年度において、平成20年度と比較したメタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率(特定保健指導対象者の減少率

をいう。)を25％以上にすること。
各保険者は当該数値を必ずしも目標として設定する必要はないが、特定健康診査等の対象者におけるメタボリックシンドロームの該

当者及び予備群の構成割合や減少率を基に、各保険者において、特定健康診査等の効果の検証や効率的な対策の検討を行うことは重要
であることから、各保険者がこれらの数値を把握し、保健事業に活用することが望ましい。

特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針（平成20年３月厚生労働省告示第150号）
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保険者種類別の実施状況（2023年度）

（１）特定健診の保険者種類別の実施率

（２）特定保健指導の保険者種類別の実施率

129

※（ ）内は、2023年度特定保健指導対象者数

※上段（ ）内は、2023年度保険者数
下段（ ）内は、2023年度特定健診対象者数

総数
（3,358保険者）
（5,210万人）

市町村国保
（1,738保険者）
（1,595万人）

国保組合
（159保険者）
（134万人）

全国健康保険協会
（１保険者）

（1,815万人）

船員保険
（１保険者）
（4.2万人）

健保組合
（1,374保険者）
（1,236万人）

共済組合
（85保険者）
（426万人）

2023年度 59.9% 38.2% 51.9% 58.7% 52.8% 82.9% 82.6%

2022年度 58.1% 37.5% 51.0% 57.1% 52.2% 82.0% 81.4%

2021年度 56.5% 36.4% 49.0% 55.9% 52.0% 80.5% 80.8%

2020年度 53.4% 33.7% 45.7% 52.3% 51.3% 77.9% 79.2%

2019年度 55.6% 38.0% 49.8% 53.7% 52.9% 79.0% 79.5%

2018年度 54.7% 37.9% 49.4% 52.2% 49.9% 78.2% 79.2%

2008年度 38.9% 30.9% 31.8% 30.1% 22.8% 59.5% 59.9%

総数
（519万人）

市町村国保
（67万人）

国保組合
（13万人）

全国健康保険協会
（201万人）

船員保険
（0.6万人）

健保組合
（182万人）

共済組合
（56万人）

2023年度 27.6% 29.1% 13.1% 19.0% 15.0% 35.4% 35.1%

2022年度 26.5% 28.8% 13.5% 17.5% 14.3% 34.0% 34.5%

2021年度 24.6% 27.9% 13.2% 16.5% 13.4% 31.1% 31.4%

2020年度 23.0% 27.9% 11.6% 16.0% 11.7% 27.0% 30.8%

2019年度 23.2% 29.3% 10.1% 15.6% 10.3% 27.4% 30.7%

2018年度 23.2% 28.8% 10.1% 16.8% 8.4% 25.9% 30.8%

2008年度 7.7% 14.1% 2.4% 3.1% 6.6% 6.8% 4.2%



健康保険組合（単一）

共済組合

特定健診実施率の分布（保険者別、2023年度）

市町村国保 国保組合

健康保険組合（総合）健康保険組合（全体）

■2022年度 ■2023年度

0.0%0.3%

4.6%

32.4%

39.2%

17.7%

4.8%

0.9%0.1%0.0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0.0%0.6%

7.5%

20.8%

31.4%

20.8%

13.2%

3.1%2.5%

0.0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0.0%

0.0%

0.0%

0.1%

0.1%

0.4%

2.4%

19.6%

57.1%

20.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0.0%

0.0%

0.0%

0.4%

0.0%

1.6%

6.7%

43.3%

42.5%

5.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0.0%

0.0%

0.0%

0.1%

0.2%

0.2%

1.4%

14.2%

60.4%

23.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

3.5%

17.6%

71.8%

7.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

130



健康保険組合（単一）

共済組合市町村国保 国保組合

健康保険組合（総合）健康保険組合（全体）

特定保健指導実施率の分布（保険者別、2023年度）

■2022年度 ■2023年度
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特定健康診査・特定保健指導の受診率向上について

保険者、特定健診実施機関及び特定保健指導実施機関が連携して実施率の向上のため

の取組を引き続き実施する

• 特定保健指導を特定健診の当日に実施すること

• 特定健診の実施から特定保健指導の開始までの期間を短縮すること

• はがき、電子メール、電話等の個別通知による特定健診の受診勧奨や特定保健指導

の利用勧奨を行うこと

• ICTを活用した保健指導を推進すること
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特定保健指導の実績評価体系の基本的な考え方

生活習慣病予防に対する保健指導の第一の目的は、生活習慣病に移行しないことである。
そのための保健指導では、対象者自身が健診結果を理解して体の変化に気付き、自らの
生活習慣を振り返り、生活習慣を改善するための行動目標を設定・実践でき、そのこと
により対象者が自分の健康に関するセルフケア（自己管理）ができるようになることを
目的としていることを前提に、

１．腹囲2cm・体重2kg減を目指して保健指導を行うこととし、達成した場合には、その
間の介入量は問わない仕組みとすることで、成果をより明確に意識し、そのための適
切な保健指導を実施する。

２．腹囲2cm・体重2kg減に達していない場合においても、生活習慣病予防につながる行
動変容や腹囲2cm・体重2kg減の過程である腹囲１cm・体重１kg減について成果とし
て評価する。

３．こうした成果と保健指導の介入を合わせて特定保健指導の終了とし、保健指導の介
入については、これまでと同等程度の評価をする。
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主要達成目標

◆ 2cm・2kg※・・・180p

※当該年の健診時の体重の値に、0.024を乗じた体重（kg）以上

かつ同体重と同じ値の腹囲（cm）以上減少している

特定保健指導の実績評価体系

②プロセス評価

①アウトカム評価（ 初回面接か ら ３ヶ月以上経過後の実績評価時に 一度評価する）

2cm,2kg未達成の場合、対象者の行動変容等を評価

主要達成目標2cm,2kg未達成の場合、対象者の行動変容等のアウトカム評価とプロセス評価の合計が180p以上の支援を実施することで

特定保健指導終了とする。

・1cm・1kg ・・・ 20p

・食習慣の改善 ・・・ 20p

・運動習慣の改善 ・・・ 20p

・喫煙習慣の改善（禁煙） ・・・ 30p

・休養習慣の改善 ・・・ 20p

・その他の生活習慣の改善 ・・・ 20p

○継続的支援の介入方法 （）内は最低時間等

・個別（ICT含む） ・・・ 70p（10 分）

・グループ（ICT含む） ・・・ 70p（40 分）

・電話 ・・・ 30p（5 分）

・電子メール・チャット等 ・・・ 30p
（１往復以上）

○健診後早期の保健指導（分割実施含む）

・健診当日の初回面接 ・・・ 20p

・健診後1週間以内の初回面接 ・・・ 10p
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（参考）積極的支援における継続支援の第３期と第４期の評価体系の比較

プ
ロ
セ
ス
評
価

支援A
（積極
的関与
タイプ）

個別
支援*

・5分間を１単位（１単位＝20p）
・支援１回当たり最低10分間以上
・支援１回当たりの算定上限＝120p

グループ
支援*

・10分間を１単位（１単位＝10p）
・支援１回当たり最低40分間以上
・支援１回当たりの算定上限＝120p

電話
支援

・5分間の会話を１単位（１単位＝
15p）
・支援１回当たり最低5分間以上会話
・支援１回当たりの算定上限＝60p

電子メー
ル支援

・１往復を１単位（１単位＝40p）

支援B
（励まし
タイプ）

個別
支援*

・5分間を１単位（１単位＝10p）
・支援１回当たり最低5分間以上
・支援１回当たりの算定上限＝20p

電話
支援

・5分間の会話を１単位（１単位＝
10p）
・支援１回当たり最低5分間以上会話
・支援１回当たりの算定上限＝20p

電子メー
ル支援

・１往復を１単位（１単位＝5p）

*情報通信技術を活用した面接を含む。

ア
ウ
ト
カ
ム
評
価

2cm・2kg 180p

1cm・1kg 20p

食習慣の改善 20p

運動習慣の改善 20p

喫煙習慣の改善（禁煙） 30p

休養習慣の改善 20p

その他の生活習慣の改善 20p

プ
ロ
セ
ス
評
価

個別支援* ・支援１回当たり70p
・支援１回当たり最低10分間以上

グループ支援* ・支援１回当たり70p
・支援１回当たり最低40分間以上

電話支援 ・支援１回当たり30p
・支援１回当たり最低5分間以上

電子メール・チャット等支援 ・１往復当たり30p

健診当日の初回面接 20p

健診後1週間以内の初回
面接

10p

【第３期】 【第４期】

注）支援Aのみの方法で180p以上又は支援A（最低160p以上）

と支援Bの方法の合計が180p以上実施とする。

①アウトカム評価導入

⑤早期介入を評価

②アウトカム評価
は、腹囲・体重と

行動変容

③プロセス評価は、
時間に比例したポ
イントを見直し、
介入1回ごとの評価

④支援Aと支援Bの区別
を廃止 135



【背景・課題】 【効果・波及効果と今後の課題】

【主な取組内容】

多面的な視点による医療費等分析と区役所（保険年金課・保健センター）との連携強化による特定健診を起点とした健康づくり

✓ コロナ禍以降の実
施率の伸び悩み

✓ コロナ禍以降の不
定期・未受診者が
増加傾向

✓ 若年層の受診率
が低い

✓ 行政区別の受診
率に差あり

➢ データ分析に基づく課題設定・事業評価
• KDB以外にも特定健診実施率向上の取組に関する多面的な視点で分析し、課題把握や取組の方向性

を確定し、取組を見直すまでのスキームを確立
• 分析結果は、庁内検討会（高齢部門、保健衛生部門、区役所、大学等が参加）で事業報告や分析

結果等を共有し意見交換。また、大学からも助言を得てブラッシュアップ
• 分析に基づく明確な課題設定のもと取組実施。事業費用対効果や医療費削減効果を評価
【 分析の視点 】

年代別や行政区別受診率について分析し、特性に応じた対策を検討
特に、HbA1c値が高値のため注視。また、全国と比較しeGFR値が悪化しているため、糖尿病や人工透析の医療費な
どを重点的に分析

➢ 伸び率が低い地区に対する取組強化（受診勧奨）
• 受診勧奨の架電トークスクリプトを行政区仕様で作成。受診勧奨サイズの大型化
• SNSや勧奨はがきにQRコードを掲載し市HPへ誘導。→ 400健診機関を区毎のマップで検索が可能

➢ 課題や取組方針等の認識を揃えるための検討等
• 課長や担当者の理解と合意を踏まえた取組が重要であり、令和元年度から勉強会（主管課、保健セン

ター、区役所が参加）を開始、マーケティングの講義やグループワークにより事業改善に向けた取組を検討
• 統一した取組となるよう４医師会の協議会での報告や協力依頼。事前に４医師会の幹部へ説明。医師

会報に特定健診関連データ等を掲載し、特定健診の必要性や取組内容を周知
• 特定健診結果は医師が対面で説明する仕様。医師が活用しやすいよう、結果通知書に記載している動

機付け支援か否か等の印字を工夫

➢ あらゆる機会・方法を活用したポピュレーションアプローチ
• 医師会、保健センター、地域包括等と連携した商業施設で行う啓発イベントを開催
• 各区（保健センター）で糖尿病教室や高血圧教室などを実施
• 各区役所での受診率向上のための独自の取組や各区民まつりでの啓発

◆ 取組の効果
• 入院医療費に差（約2万７千円）を確認

◆ 今後の課題
• 若年層の受診率とコロナ禍以降70代の受診率の伸びが他の年

代に比べて低い
• 若年層や高年齢層の特性に受診につながる取組の工夫が必要
• 重症化予防には若年からの介入と受診率向上が重要と認識。

40代実施率の目標値20％に向け、未達成である男性（受診
率14.6％）の受診率向上を目指す

12925円

40272円

0

20000

40000

令和3年度 １人当たり入院医療費

（4年連続受診者と未受診者の比較）

4年連続受診 未受診

■ 実施体制

・協働事業（県国保ヘルス
アップ支援事業）

・年４回の庁内検討会
（役職別）における意見交換

・データ分析
（企画・評価時）
・通知作成、送付
・受診勧奨

・データ提供
・国保ヘルスサポート事業研修
・保健事業支援、評価委員会

予算調整
事業企画
委託事務
事業評価
・委託先による分析を
踏まえた評価
・庁内検討会の実施

受診率向上対策委託

個別健診、
動機付け支援委託

・庁内検討会、国保運営協議会へ参加
・事業、データ分析へ助言

・主管課と区役所の勉強会
・庁内検討会で取組を発表

・個別健診
・動機付け支援
・ポピュレーションアプローチ
医師会、保健センター、包括等との啓発イベント

・医療機関での声かけ、ポスター掲示

・積極的支援
・健康教育の実施

課題解決のためのデータ分析と、データ分析・評価を事業に活用していくための場づくりを展開

※矢印の向き：連携は双方向、委託実施は単方向

主管課
（国保部門）

国保連合会

医療機関 市医師会

県

民間事業者

連携課
(保健衛生部門・高齢部門）

県立大学・埼玉大学

区役所
（保険年金課）

区役所
（保健センター）

14.6% 14.7% 17.7% 21.4%
29.6%

41.3% 45.3%

20.8% 20.3% 23.6% 28.4%

37.2%

44.2%
46.5%
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0.6

40－44歳 45－49歳 50－54歳 55－59歳 60－64歳 65－69歳 70－74歳

令和4年度 特定健診受診率≪性別・年齢階級別≫

男性 女性

埼玉県

さいたま市

特定健診の実施率向上に向けた取組 事例１ 大規模
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【背景・課題】

【効果・波及効果と今後の課題】

【主な取組内容】

老健法時代に整備された健診体制（医療機関との連携体制）を活用し、データ分析に基づく取組
と県医師会・市医師会、医療機関との連携体制を活かした健診体制づくり

特定健診データを活用した健康課題等分析に基づき、特定健診から健康不明者対策や疾病予防・重症化予防に広がる取組

✓ 昭和30年代の健康都市宣言から住民の
健康意識が醸成され高値のまま維持
また、医療機関による受診勧奨も積極的

✓ 受診率の伸び悩み
✓ 若年層の受診率が低い
✓ 行政区別の受診率に差あり

19.3%19.3%21.7%
26.7%

36.1%

48.6%
54.8%

令和４年度 特定健診受診率

≪年齢階層別 男性≫

➢ データ分析に基づく対象者の選定
• 年代別や受診歴等を含め分析し受診勧奨対象者を選定（不定期受診者、健康状態不明者等）。その後、

取組の効果を経年的に確認
• 取組効果と予算配分のバランスを踏まえて、企画・実施
• 不定期受診者が定期受診者となるよう勧奨しながら、予算を踏まえ健康状態不明者対策も実施

➢ 対象者や地域の特性に合わせた取組の強化（受診勧奨）
• 40歳に対しリーフレットを個別送付し受診勧奨。65歳未満はSMSを活用、65歳以上は電話勧奨
• 特定健診は医療機関での受診を基本とするが、県境の一部の地区では、医療機関が少ない等の理由から集

団健診を実施

➢ 医師会・医療機関との連携体制を活用した健診体制と会議体等を活用した連携の強化
• 老健法時代の健診から実施していた心電図検査、眼底検査、貧血検査を、特定健診移行後も必須項目と

して実施
〔役割分担〕 県医師会：健診センターを有しており、受診券発行、医療機関から検体を回収し検査、結果通知の作成

市医師会：健診（結果通知含む）、保健指導（動機付け支援）の実施

• 医師会調整は、主管課（所管：特定健診）と連携課（所管：基礎健診、後期高齢者健診）で調整
• 特定健診・特定保健指導に関する検討会（年２回。主管課、連携課、県医師会、市医師会が参加）で、

特定健診に関する取組内容（健診体制や健診内容、対応方法等）を検討。特定保健指導に使用する帳
票類の見直しでは医師側の使い勝手を良くするため、医師から積極的に助言をもらい改善を図る

• 協力医療機関への説明会を医師会と共同開催（場所：医師会の会場）しており、説明会後は、最新情報
を提供するため研修会を実施。運営は医師会が行い、市が、行政説明を実施

• 市が協力を求めなくても医師自ら受診勧奨している実態や、医療機関独自に受診勧奨はがきを送付する実態
あり。

➢ 庁内連携の工夫
• 事務職（会計年度職員）が受診勧奨業務を担当。事業担当者の専門性や担当歴に関わらず効果的な勧

奨ができるよう、電話勧奨マニュアルを作成

◆ 効果
• より詳細な実態把握と対策立案
• 事業評価を目的とした事例レビューを行ったところ、糖尿病性腎症（第Ⅲ～Ⅳ期）、または、亡くなっている方

の多くが特定健診の不定期受診者であることが明確化。保健指導方針へ反映
◆ 今後の課題
• 若年層、不定期受診者、健康状態不明者の受診率向上
• 市のデータ管理の効率化
• 高齢者の保健事業（一体的実施）との連動性

・重症化予防
・地域保健保健所運営協議会での検討

※矢印の向き：連携は双方向、委託実施は単方向

・データ分析
（企画・評価時）

・健診受診勧奨
（はがき、ＳＭＳ）

・保健指導
（積極的支援）

・積極的支援利用勧奨
（通知、電話）

・データ管理、提供

予算調整・委託事務
事業企画
事業実施
・受診勧奨対象者の選定
・受診勧奨(電話勧奨)
事業評価
・委託先による分析を踏まえた評価
その他 重症化予防

健診受診勧奨、保健指導(積
極的支援)委託

・受診券の再発行
・担当者会議
・重症化予防

・説明会の実施

特定健診・特定保健指導
に関する検討会

健診（結果通知含む）、
保健指導（動機付け支
援）委託

・受診券発行
・血液検体回収
・検査・結果通知書作成

国保連合会

民間事業者

主管課
（国保部門）

連携課
（保健衛生部門）

区役所
（保健福祉線セター）

県医師会

県医師会
健康センター

市医師会

医療機関

■ 実施体制

・次年度健診内容の検討

宮城県

仙台市

特定健診の実施率向上に向けた取組 事例３ 大規模
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【背景・課題】

【効果・波及効果と今後の課題】

【主な取組内容】

データ分析による効果検証に基づき、未受診者対策における対象者と取組を見直し事業内容の継続的改善を実施。また、特定健診の
結果から健康課題を抽出し、幅広い関係者と連携し、生活習慣病の発症及び重症化予防を見据えた減塩対策の取組

✓ 特定健診受診率が県内最下位。その脱却に向け、議会、医師会、本庁で議
論を重ね、庁内連携の取組を強化（受診率：H28年度33.0％、R5年度
49.3％に上昇）

✓ 平成27年山形県コホート研究で、推定一日食塩摂取量が県目標値より高値
であることを把握。糖尿病重症化予防の観点からも減塩対策が必要

◆ 効果
• 複数の方法で、タイミング良くアプローチすることで受診率が向上
• 40歳未満の国保以外も含む若年健診の実施により、健診が習慣化され若年層の受診率向上に寄与。

健診の理解も深まる。
• 医師会や薬剤師会との連携により相談しやすい関係が構築され保健事業を実施しやすい環境が構築

◆ 今後の課題
• 受診勧奨のアプローチ効果が得られにくい新規健診受診者や不定期健診受診者への介入

➢ データ分析に基づく課題設定・事業評価、地域医療関係者と連携した事業の展開

• 特定健診と若年健診（18～40歳未満）に推定一日食塩摂取量測定（尿検査）を検査項目に追加
• ハイリスクアプローチとして、令和４年度から食塩摂取量11g以上の対象者をハイリスク対象者とした、適塩

教室を開催。教室参加後の推定一日食塩摂取量を測定し、個人の摂取量に合わせた指導を実施。また、
ポピュレーションアプローチとして減塩に関心のある市民を対象に、保健指導を実施。ハイリスクアプローチと連
動しながなら減塩対策を強化

• 薬剤師会との協働事業として、市内薬局での個別減塩指導を実施予定（R7新規）。薬局薬剤師が声
掛けし同意が得た対象者に、塩分チェックシートを用いたヒアリングとリーフレット等を用いた保健指導を実施。
約３か月後に再面談で変化を確認。医師会からも助言指導を受ける。

• 医師会による保健検診委員会（R6年４月・９月 年２回）で特定健診の課題や取組内容と結果を共
有、保健事業の進め方の助言を得る。医療機関からの受診勧奨の声掛けやみなし健診（診療情報提供
事業）の協力依頼

➢ 受診しやすい特定健診と対象者の特性に合わせた受診勧奨
• 次年度の健診受診意向について健診希望調査（１月初旬）を実施。希望する健診形態に合わせた健

診案内はがきを送付。調査回答のみで予約不要（一部健診のみ）
• 市の中心部から遠い板谷地区の対象者は、交通の便も悪いため、中心部の集団健診会場まで送迎
• 在宅看護師に受診勧奨（電話）を依頼。市の意向や対象者と同年代で市民の思いに寄り添いながら受

診勧奨ができる看護師を選定。架電の効果が得られるよう質問表や対応マニュアル、対象者の受診歴情
報リストを作成

• 若年健診を、特定健診と同項目で実施。国保に限らず18～39歳までの市民が受診可能な体制を整備。
若い頃から健診を受け継続受診する習慣を身につけてもらう。

➢ 庁内との連携
• ワンストップサービスとして税務課と連携し、本庁と離れている保健衛生部門（すこやかセンター）で市民税

非課税世帯による健診料金軽減のための申請を無料で受付け、診査結果通知を発行する。対象者の利
便性を重視し、負担軽減に努める。

■ 実施体制

未受診者へのアプローチとその結果、受診有無をすべて記録。データの分析結果より、効果が得
られやすい対象者層の優先順位付けや、効果の得られやすい取組を強化するとともに、有効的
なアプローチとその実施方法を検証し、次期事業に反映

※矢印の向き：連携は双方向、委託実施は単方向

・健診受診案内チラシの配布

・データ分析（企画・評価時）
・通知作成、送付

・データ提供
・県が実施する研修の支援
・特定健診受診率向上対策
事業の実施

予算調整・委託事務
事業企画
事業実施
・データ分析（企画・評価時）
・未受診対策
・健診実施
・ポピュレーションアプローチ

(健康教室・チラシ配布)
事業評価
・委託先による分析を踏まえた評価

受診勧奨 委託

個別健診 委託
受診勧奨 依頼

・ヘルスアップへの助言
・研修の実施
・データ分析

・未受診者対策(電話勧奨)

受診勧奨 依頼

薬局での
個別減塩指導

・相談対応の協力依頼
・次年度事業の相談

民間事業者

在宅看護師

国保連合会

主管課
（保健衛生部門）

県・保健所

連携課
(国保部門、介護部門）

保健検診委員会
次年度事業の検討、説明会の開催

市薬剤師会

薬局

市医師会

健診実施機関

市医師会

健診実施機関

山形県

米沢市

特定健診の実施率向上に向けた取組 事例６ 中規模

＊令和６年度「国民健康保険における保健事業のあり方に関する調査研究等事業」 138



【主な取組内容】

➢ 特定健診を受診しやすい健診体制づくり
• 年度当初に対象者へ、特定健診やがん検診の受診日程や方法(集団：６月・11月/個別：６月～12 

月)の希望調査を実施し、その結果を踏まえて健(検)診日を調整
• 集団健診者に対し、健診１ヶ月半後に結果説明会にて個別指導を実施。個別に時間調整を行い、当日

不参加者の希望者に対して、後日、訪問面接。「健診を受けるだけが健診ではない事」などを伝えながら参
加を促しており、現在の参加率は、60％～70％

• 特定保健指導体制に課題感を持ち、特定保健指導担当者を専属配置できるよう「ぼたんの会」（在宅保
健師会，役場OB保健師）に委託。行政保健師と役割分担をしており、初回～最終面談や架電（受診
勧奨）を委託

• 一部地域では効率化のため、集団健診の開催場所を集約化し送迎車を運行

➢ 地域づくり組織(健康を守る会)と連携した草の根運動
• 健康増進計画の推進に向け、「健康を守る会」を各地区別に設置(12ヶ所)。会長、事務局が配置されて

おり、健康を守る会役員と地区担当保健師で、地区の取組について情報共有しながら活動を行う。
• 年度初めに地区健康を守る会の協議の場に地区担当保健師も出向き、地区ごとの受診状況等を共有し

ながら目標値を一緒に考えて決め、その後各健康を守る会内での声かけや広報など取組強化を実施。
また、年度終わりに評価結果を確認
※「食と歯」「運動と心」「健康づくり(健診含む)」の３部会の下に、各地区の健康を守る会を設置。

計画期間12年の中で、順番に担当し地域の健康・地域づくりを展開

➢ 対面等による医師会・医療機関と認識をあわせた取組
• 医師との関係性や伝わりやすさから町内医療機関へ個別訪問し取組説明と協力を依頼。主治医による被

保険者への勧奨（診療で実施しない検査項目を特定健診で検査可）を依頼し、積極的に受診勧奨して
もらう。市医師会へは、通知により依頼を実施

• 町内医療機関が４つのため、住民の生活圏域を踏まえ隣接自治体の医師会や医療機関にも協力を依頼

【背景・課題】 【効果・波及効果と今後の課題】

限られたリソースの中で最大限の効果を発揮できるよう、地域のネットワークを有効活用した健康
づくりを展開

県境である住民の生活圏域に配慮した特定健診体制の構築と、地域住民組織の活動を活かした健康づくり

✓ 受診率は平成30年度までは30～40％台前半と県内でも低い受診率で推
移。平成31年度より、未受診者対策として、受診率向上事業を開始し、全
対象一律の通知からデータ分析に基づく未受診者対策へ方針を変更

✓ 約10年前は集団健診の受診者数が多かったが、個別医療機関の受診者数
が増加（集団健診25％：個別健診75％）

✓ 民間事業者による未受診者対策のデータ分析より、不定期受診率が約３割
と連続未受診者同様に高い。また、40～50代の若年層の受診率も低く、毎
年受診につなげていく必要がある

✓ 未受診者のうち、健康状態不明者が約３割で、アプローチができていない

◆ 効果・波及効果
• 未受診者勧奨の委託により、ハイリスクアプローチのリソースの確保ができ、生活習慣病対策などの他の保健

事業に注力することが可能
• データ分析による課題把握により、医療機関と具体的な検討や対策を立案することが可能

・１回目通知だけで受診歴なしのうち8.8％が受診（未受診者１割弱の掘り起こし）
・継続受診のうち7割、隔年受診のうち５割が受診
・健診結果説明会の参加率が平成31年度３割から７割に上昇

◆ 今後の課題
• 未受診者のうち、生活習慣病治療中の者と健康状態不明者の分析(地域、年代、治療歴等)
• 医療費削減を紐づけた分析
• 益田市の総合病院・山口県内のかかりつけ医への協力依頼
• 隔年受診や未受診者、若年層へのアプローチ

■ 実施体制

国保連合会

民間事業者

・データ分析
（企画・評価時）
・受診勧奨(はがき)
・通知作成、送付
・未受診者選定、対策

・受診率向上策の助言
予算調整・委託事務
事業企画・実施
・データ提供
・保健指導(架電・集団説明会)
事業評価
・委託先による分析を踏まえた評価

個別健診委託

主管課
（保健衛生部門）

連携課
（介護部門）

郡医師会

医療機関

・医療機関訪問の実施

健診事業者

集団健診委託
がん検診の実施

地域づくり組織
（健康を守る会）

在宅保健師会
（ぼたんの会）

保健指導委託

・受診勧奨
（声掛け、チラシ作成と配布）
・健康づくり計画の策定と実行

※矢印の向き：連携は双方向、委託実施は単方向

・土日、夜間対応 ・休日健診の実施
市医師会

医療機関

島根県

津和野町

特定健診の実施率向上に向けた取組 事例13 小規模

＊令和６年度「国民健康保険における保健事業のあり方に関する調査研究等事業」 139



保険者機能の強化

1. 保険者努力支援制度

2. データヘルスの推進

3. 特定健診・特定保健指導

4. 重症化予防の推進

5. 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

6. 後発医薬品の使用促進

7. 医薬品の適正使用に向けた取組



国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針（平成一六年七月三十日厚生労働省告示第三百七号）

事業

運営

役割

保健事業をめぐる動向を踏まえ、生活習慣病対策をはじめとして、被保険者の自主的な健康増進及び疾病予防の取組について、市町村及び組合がその支援
の中心となって、都道府県とも連携し、被保険者の特性を踏まえた効果的かつ効率的な保健事業を展開することを目指す。

• 健康課題や保健事業の状況を把握し、都道府県健康増進計画と都道府県医療費適正化計画を踏まえ、市町村等における保健事業運営
が健全に行われるよう、必要な助言及び支援を行うなど積極的な役割を果たすこと。

• 当該事業の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整、専門的な技術や知識を有する者の派遣、情報の提供その他の必要な支援
を行うこと。都道府県内の市町村に対し、被保険者の診療情報明細書等の情報提供を求めることができる

• 在宅保健師等の派遣、専門的な技術や知識を有する保健師等による保健事業従事者に対する研修の実施等、市町村及び組合が行う保健
事業のPDCAサイクルに係る取組等を支援する事業を行う。これらを活用することにより保健事業の充実を図る。都道府県等の地域において共
同事業を行う場合の積極的な国民健康保険団体連合会との連携を図る。

• 被保険者の健康課題や属性の分析等を踏まえて事業を選択することを前提に、
適正な医薬品の使用の啓発・普及やフレイル対策、若年層対策等の取組の実施
に努めること

• 様々な実施主体と連携しながら、被保険者の自主的な健康増進と疾病
予防の取組を支援

• 高齢者の心身の特性に応じた事業の実施にあたり、高齢者の医療の確
保に関する法律の高齢者保健事業及び介護保険法の地域支援事業の
一体的実施に努めること

• 地域特性に配慮した被保険者の特性に応じた保健事業の実施。被用者
保険の被保険者及び被扶養者の保健事業への参加促進のため、保険
者協議会等の活用などにより他の医療保険者等との連携などを工夫する
こと

• 禁煙の推進、身体活動の機会の提供、医療機関への受診勧奨など、被
保険者の健康を支え、それを守るための環境整備に努めること

• 地域の特性、医療費の傾向等の分析を行い、被保険者のニーズ把握、
分析結果を踏まえて優先順位や課題を明確にし、市町村等の特性に応
じた効果的かつ効率的な保健事業の実施に努めること

• 保健事業の実施にあたり、都道府県等と連携し、地域ごとの医療費の特
性や健康課題について共通認識を持ち、地域の特性に応じた保健事業
を実施に努めること

• 地域の特性の分析やそれに応じた課題に対する保健事業の企画及び実
施にあたり、健康増進法等に基づく地域における他の保健事業や介護保
険事業に基づく事業と積極的な連携及び協力を図り、都道府県等との連
携及び協力すること

• 保険者協議会等の場を活用し、各種行事や専門職研修等の共同実施、
施設や保健師等の物的・人的資源の共同利用など、効率的な事業の実
施に努めること

• 健康・医療情報を活用して、PDCAサイクルに沿った事業運営。費用対
効果の観点も考慮

市町村及び組合の役割の重視
７.都道府県の役割

８.国民健康保険団体連合会の役割

きめ細かい保健指導の重視

１.背景と目的

２.保健事業の基本的な考え方

特定健康診査及び特定保健指導の実施

生活習慣病対策としての発症予防と重症化予防の推進

健康・医療情報の活用およびPDCAサイクルに沿った事業運営

市町村及び組合の特性に応じた事業運営

保健指導

訪問指導健康診査

健康教育

健康相談

健康診査後の通知
社会情勢の変化等に対応した保健事業

健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力について
の支援

３.保健事業内容

６.事業運営上の留意事項

５.保健事業の実施計画（データヘルス計画）の策定、実施及び評価

４．国保データベース（KDB）システム等を活用した高齢者保健事業等に関する情報の授受

実施計画の
策定

実施計画に基
づく事業の実施

事業の評価 事業の見直し
計画期間、他
の計画との関係

等

保健事業
担当者

実施体制
の整備等

市町村が運
営している診
療施設等の

活用

地域におけ
る組織的な
取り組みの

推進

委託事業
者の活用

健康情報
の継続的な

管理

141



国民健康保険制度における保健事業について

保険者における予防・健康づくりの取組やデータヘルスの取組が円滑に進むよう支援するために、厚生労働
省保険局国民健康保険課では、データヘルス計画策定の手引きや保健事業に係る各種実態調査等の結
果、保険者における保健事業の取組事例などの参考となる資料を掲載しています。ぜひご活用ください。

データヘルス計画

○ データヘルス計画策定の手引き
○ PDCAサイクルに沿った保健事業等の取組事例の調査分析事業
○ データヘルス計画に基づく保健事業の実態調査等事業 など

糖尿病性腎症重症化予防プログラム

保健事業の取組事例

○ 重症化予防（国保・後期広域）ワ－キンググループ
○ 糖尿病性腎症重症化予防プログラムの改定について
○ 糖尿病性腎症重症化予防の推進に向けた広報事業
○ 糖尿病性腎症重症化予防プログラムの効果検証事業 など

○ 国保ヘルスアップ（支援）事業先進的モデル事業
○ PDCAサイクルに沿った保健事業等の取組事例の調査分析事業
○ データヘルス計画に基づく保健事業の実態調査等事業 取組事例
○ 国民健康保険における予防・健康づくりに関する調査分析事業 取組事例 など

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/hokenjigyou/index_00011.html
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保険者機能の強化

1. 保険者努力支援制度

2. データヘルスの推進

3. 特定健診・特定保健指導

4. 重症化予防の推進

5. 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

6. 後発医薬品の使用促進

7. 医薬品の適正使用に向けた取組



神奈川県 大和市

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に係る事例

144

【高齢者に対する個別的支援・通いの場等への積極的な関与等】
⚫ 一体的実施では高齢者に対する個別的支援（ハイリスクアプローチ）と通いの場等への積極的な関与等（ポピュレーションアプローチ）の
双方に取り組み、高齢者一人ひとりの状況に応じたきめ細かな対応を行うことが重要である。

出典：【令和元年度】高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関連する先行的取組（千葉県柏市）／地域高齢者の状態把握を中心とした保健事業と介護予防の一体的実施（神奈川県大和市）

◼ 「柏フレイル予防プロジェクト2025」
⚫ 平成27年度末にフレイル予防を主テーマとして市内外の関係者が参画する推進委員会を立ち上げ。事務局は、介護予防部門だけでなく、国保部門、衛
生部門等、各部門が連携して推進している。

千葉県 柏市

◼ フレイルチェック事業
⚫ フレイルチェックでは、高齢者がフレイルを「自分事化(じぶんごとか)」し「気づき」を促進する
ために、①指輪っかテスト＋イレブンチェック、②総合チェックを行っている。①では、ふくらは
ぎ周囲長のセルフチェックと栄養・運動・社会性に関するチェック項目に回答する。②では、口
腔・運動・社会性など総合的観点から評価を行っている。

◼ 低栄養・口腔機能低下・運動機能低下予防の取り組み

⚫ 通いの場などで実施しているフレイルチェック講座及び地域包括支援センターにおける総合相談等
で把握したフレイルのハイリスク者に対し、地域包括支援センターと医療専門職が連携して訪問等
による個別の相談支援を実施、必要に応じて受診勧奨を行っている。

⚫ 対象者の把握については、フレイルチェック項目や後期高齢者の質問票等を活用している。

〈柏フレイル予防プロジェクト2025〉

◼ 糖尿病性腎症重症化予防 地域の医療機関との連携
⚫ 糖尿病性腎症の重症化予防事業のために地域の医療機関との間で「健康相談連絡票」のやり取りを実施。連携が深
まり、当該連絡票に体重減少などフレイルに関する課題を記入、連絡してくれる医師が出てきている。

⚫ 従来、市では把握できない者の把握につながっており、医師会・医療機関との更なる連携体制の強化、フレイルが
疑われる高齢者の連絡体制を整えられればと考えている。

◼ 低栄養予防の取組
⚫ 地域で自立した生活を送る高齢者の中から「低栄養リスク者」をスクリーニングし、管理栄養士による訪問型の栄養
相談（全数訪問）を行うことで要介護状態への移行阻止・QOL向上を目指す。

⚫ 「低栄養」のスクリーニングには３つのリソース（基本チェックリスト、介護予防アンケート、特定健診・長寿健
診）を活用。

⚫ 管理栄養士による訪問型の栄養相談により重症化を回避、基本チェックリストによる低栄養リスク者の社会保障費
（介護給付費）削減効果を試算。



高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に係る支援事例（都道府
県）

各市町村と医療機関との連携体制構築支援（令和４年度）

高知県 （ 1 1市 1 7町６村 )

医療機関事業概要説明ひな形

「保健事業構築アドバイザー派遣事業」ー市町村の保健事業部門と介護予防部門の連携支援ー（令和４年度）

長崎県 ( 1 3市 8町 )

■ 担当部局：国保・健康増進課

■ 内容 支援を希望する市町に対し、事業の企画や庁内連携に関する支援を行う。

⚫ 市町の企画調整担当・県・委託業者の３者で保健事業構築に関する企画会議を実施。５回程度の企画
会議を通じて、健康課題の分析支援や効果的な保健事業の構築支援を行った。保健事業構築について
は、主に高血圧、生活習慣病重症化予防、骨折等の取組の課題を整理した。

⚫ 庁内連携を課題とする市町について、保健事業部門と介護予防事業部門の連携調整会議の企画運営を
実施。３回程度の連携調整会議を通じて、保健事業と介護予防事業の連携ポイントを検討し、高齢者
の保健事業と介護予防の一体的実施に関する連携体制を構築した。

⚫ 支援を実施した町における保健事業計画策定支援のプロセスを整理し、県内全市町向けの成果報告会
を実施。

企画・連絡調整会議での説明資料

■ 担当部局：健康政策部 国民健康保険課（高齢者医療担当）・福祉保健所

■ 内容

⚫ 高知県で一体的実施事業を開始しようとしている市町村では、かかりつけ医などと連携した保健事業の実施や通い
の場等への誘導など医療機関と連携した事業実施が課題となっており、県による支援の要望なども寄せられていた。

⚫ そこで、県では、県医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会などに相談して、医療関係団体への一体的実施事業
の周知など連携内容の検討をすすめるとともに、県福祉保健所が実施市町村（県内５箇所）との勉強会で課題や要
望を確認した後、市町村の希望に応じて郡医師会等に対して既存の会議等を活用した事業説明や地域の医療専門職
の紹介などを行う体制の構築を進めた。また、「各市町村が医療機関等に説明するための事業概要ひな形」等を作
成し、市町村の参考資料として提供した。

■ 具体例

無医村では、村民が利用する村外の医療機関との連携体制がない状況であった。そこで、県福祉保健所が村外の医
療機関に同行訪問し、村の健康課題や、具体的な事業内容を説明した。その結果、医療機関が一体的実施事業以外の
福祉支援などの情報も村民に提供してくれることとなり、支援が広がった。
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高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に係る支援事例（都道府県）

宮城県フレイル対策市町村サポート事業（令和2年度から令和6年度まで）

宮城県（ 1 4市 2 0町１村）

◼ 事業の経緯
⚫ 宮城県の管内市町村では、一体的実施を含むフレイル対策において、地域支援を担当する医療専門職の人材確
保及び人材育成に苦慮していた。そこで、宮城県が中心となり、市町村で地域を担当する医療専門職の人材育
成に取り組むこととした。

◼ 取組の概要
⚫ 市町村の事業をサポートするため、職能団体（医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、栄養士会、歯科衛
生士会、理学療法士会、作業療法士会、言語聴覚士会）及び関係団体（後期高齢者医療広域連合、国保連合会、
大学等）と連携・協働して、各医療専門職による「みやぎ健康支援アドバイザー（以下、「アドバイザー」と
いう）」を養成し、市町村を対象に知識と技術の向上を目指した研修会の開催や、アドバイザー派遣による地
域の実情に応じたサポートを実施（事業事務局を「宮城県栄養士会」に委託）。

⚫ その結果、全ての市町村において、令和６年度までに「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」を開始す
ることとなった。

⚫ 令和7年度以降は、アドバイザーの継続意思を確認の上、市町村に情報提供し、事業での活用を促す。

みやぎ健康支援アドバイザー

チーム派遣の様子

アドバイザー

町担当者

市町村担当課長及び関係課長への説明支援による一体的実施の横展開

石川県（ 1 1市８町）

◼ 石川県の一体的実施の進捗状況

⚫ 令和４年度時点で実施している市町村は19市町中11市町にとどまっており、実施時期未定となっている市町
の中には「上層部の理解が得られず、関係部局同士の連携が進まない」という課題があった。

◼ 連携促進会議による事業の着手推進及び事業内容の横展開

⚫ 県・広域連合・国保連が「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に係る連携促進会議」を共同開催し、
県内市町の、全ての担当部局（医療保険部局、健康増進部局、介護予防部局）の課長に対し、一体的実施の
事業背景や、国の実施状況調査等を踏まえた事業に取り組みやすい環境、ストラクチャー・プロセス・アウ
トカムを「見える化」した結果等を説明した。

⚫ その結果、全ての市町において、令和６年度までに「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」を開始す
ることとなった。

⚫ さらに、市町において、庁内部局の役割分担の確認、広域連合との協議開始、保健師の増員等につながった。
連携促進会議の様子

146



高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に係る支援事例③（都道府県）

地域課題の共有による連携促進と「とちぎフレイル予防アドバイザーやサポーター・リーダー」

栃木県（ 1 4市 1 1町）

◼ 県内の健康課題の明確化

⚫ 公的調査統計データおよびKDBを活用し、栃木県及び各市町の健康課題を明らかにするための現状分析を行い、
市町国保の保健事業に関する内容も含めて、市町をはじめ県庁内関係各課、保健所への情報提供を行っている。
また、分析結果等は広域連合・国保連合会とも共有し、研修会などで活用している。県内の健康課題を明確化し、
共有することで、データヘルス計画に基づく保健事業の推進や市町村支援の方策の検討に役立っている。

◼ フレイル対策の体制基盤整備

⚫ 市町では、地域の人材不足の課題があるため、専門職を活用する「とちぎフレイル予防アドバイザー」として事
業に参加いただくよう栄養士会、歯科衛生士会、リハビリ専門職協会等に協力要請を行った。また、住民主体の
フレイル対策を推進するために食生活改善推進員等を「とちぎフレイル予防サポーター・リーダー」として養成
し、資質向上研修を実施している。本事業を通じて、ボランティア団体や資格職、行政機関が一体となり、地域
のフレイル対策を推進するための人材育成の基盤が整備された。本事業により市町の保健事業担当と介護予防担
当の連携を図るとともに関係団体への協力依頼を行うことで、連携・業務委託を推進する支援につながった。

人生100年フレイル予防プロジェクト
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の活用に向けた関係団体への協力要請

作成啓発資材

HPから
ダウン
ロード
して印
刷可能

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の基盤整備事業

青森県（ 1 0市 2 2町 8村）

市町村訪問での説明資料

◼ 関係課長会議による連携と取組の推進

⚫ 関係部門間の連携における課題を踏まえ、市町村の後期、介護、高齢福祉、健康増進の各部門の担当課長が参
加する会議において、取組開始に向けた協力及び取組推進を依頼した。県としても課題の解消に向けた支援を
行っている。

◼ 市町村支援の状況
⚫ 広域連合及び国保連合会と協力・連携して、県主催の医療専門職向け研修会・意見交換会等を実施し、関係職
員及び関係団体の実務担当者の人材育成を実施するとともに、職能団体の窓口を市町村に伝達することで、人
材確保の支援を実施している。

⚫ 医師会、歯科医師会、薬剤師会に対して、糖尿病重症化予防事業やオーラルフレイル対策事業、適正服薬事業
に関する説明を行い理解を深めていただき、連携強化、事業への協力依頼を行っている。

⚫ 希望のあった市町村に対しては、訪問を行い、実施計画書、実績報告書の作成に係る支援及び、実情に応じた
交付金活用に係る助言を行っている。保健所の保健師の活用が図られるよう、情報共有・研修参加の依頼を
行っている。



令和２年～４年 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施推進に係る検証のための研究
研究成果 高齢者における重症化予防について

令和３年度 厚生労働行政推進調査事業費補助金
政策科学総合研究事業
「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施推進に係る検証のための研究」

https://www.mhlw.go.jp/content/000917658.pdf

「一体的実施・KDB活用支援ツール」の抽出条件の考え方と保健事業への活用 Ver.1
保健事業対象者の抽出の根拠、高齢者の健康課題、厚生労働省の保健事業実施指針等、関連学会のガイドライン、
保健事業への活用について示した。

目 次 

はじめに           2 

１．「一体的実施・KDB活用支援ツール」と本解説書について        3 

   抽出条件と保健事業例等に関する一覧表         6 

２．抽出条件の解説・ポイント        10 

(1) 低栄養         10 

(2) 口腔         12 

(3) 服薬―多剤        15 

(4) 服薬―睡眠薬        15 

(5) 身体的フレイル（ロコモ含む）      19 

(6) 重症化予防―コントロール不良者      26 

(7) 重症化予防―糖尿病等治療中断者      29 

(8) 重症化予防―基礎疾患保有＋フレイル     31 

(9) 重症化予防―腎機能不良未受診者      34 

(10) 健康状態不明者        37 

治療目標は、年齢、罹病期間、低血糖の危険性、サポート体制などに加え、高
齢者では認知機能や基本的ADL、手段的ADL、併存疾患なども考慮して個別に
設定する。ただし、加齢に伴って重症低血糖の危険性が高くなることに十分注

意する。 日本糖尿病学会／日本老年医学会合同委員会 2016年

●高齢者では低血糖を回避することを重視した治療目標となっている。

目標を決定する際、サポート体制、認知機能やADL等を配慮して決められる

ため、検査値のみで一律の判断になっていないことに留意する。

●治療中断者、コントロール不良者については、受診状況を確認した上で、

健診、医療機関の受診を促し、かかりつけ医と連携の上、適宜保健指導を

行う。

詳細については、高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドラインを参照。

【高齢者糖尿病の血糖コントロール目標】
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令和２年～４年 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施推進に係る検証のための研究
研究成果②

飯島勝矢先生、田中友規先生、吉澤裕世先生ご提供資料

・「後期高齢者の質問票」で評価したフレイル状態と、「要介護新規認定」「介護費・医療費」との関連性を検討した。

・フレイル状態の高齢者では、年齢等の影響を加味しても要介護の新規認定者が多く、併存疾患が重なっている場合に最も高いハザード比であった。

・フレイル状態の高齢者では、要介護認定者が多く、年齢等の影響を加味しても介護費・医療費が高く、重度ではさらに増加した。介護費で特に顕著であった

追跡日数

「高齢者の質問票」で評価したフレイル状態・併存疾患と
要介護新規認定

① フレイルかつ併存疾患あり
・ 介護認定率 10.3%
・ 調整ハザード比 6.6倍

② フレイルかつ併存疾患なし
・ 介護認定率 4.4%
・ 調整ハザード比 2.9倍

③ 非フレイルかつ併存疾患あり
・ 要介護認定率 3.2%
・ 調整ハザード比 2.7倍

④ 非フレイルかつ併存疾患なし
・ 介護認定率 1.1%
・ 調整ハザード比 1.0倍 

①

②

③

④

デザイン： 前向きコホート研究

（追跡日数中央値［4分位範囲］= 457［408-519］日）

対象： 地域在住75歳以上高齢者 18,130名

（平均80.1±4.1歳、女性55.1%）

アウトカム： 追跡期間中の要介護新規認定 727名（4.0%）

フレイル状態： 後期高齢者の質問票（4点以上*）

併用疾患： ICD-10コードからチャールソン併存疾患指数

調整変数： 年齢、性別、Body mass index、居住形態（独居／同居）

引用文献： Tanaka T, Yoshizawa Y, Iijima K, et al (Geriatri Gerontol int. 2023)

「高齢者の質問票」で評価したフレイル状態と
介護費・医療費

デザイン： 横断研究

対象：地域在住75歳以上高齢者 (要介護認定者含む）24,836名

（平均80.4±4.5歳、女性55.5%）

アウトカム： 介護費（月額）、医療費総額（月額）

フレイル状態：後期高齢者の質問票（4点以上*；7点以上を重度フレイル群とした）

調整変数：年齢、性別、Body mass index、既往歴（高血圧、糖尿病、脂質異常症、

慢性腎不全、心疾患、悪性新生物、認知症、うつ病、脳卒中、COPD、パーキンソン病、

骨粗鬆症、歯周病等）

引用文献： Tanaka T, Yoshizawa Y, Iijima K, et al (Geriatri Gerontol int. 2023)

非フレイル
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高齢者の保健事業
のあり方検討WG

検討の進め方（イメージ）

R７年度

第１回会議 8月 第２回会議 12月頃 第３回会議 2月頃

R６年度

○ 令和６年度から開始された第３期データヘルス計画において、共通評価指標の設定及び健康課題の抽出から計画の目
的・目標へつなげるための考え方のフレームとして計画様式の標準化が進められ、各広域連合間の比較を可能とした。

○ 各事業の市町村間の比較や分析を可能にするため、健診受診率の計算方法や、一体的実施の対象者及び評価指標につ
いて標準化し、その実態や効果の詳細を分析するためデータ基盤を整備した。

○ 広域連合に一体的実施計画書及び実績報告書の集約支援ツールや集約レポート、データヘルス計画の評価指標につい
て進捗を把握するための参考様式として進捗管理シートや振り返りシートを提供している。

○ 令和８年度は広域連合において第３期データヘルス計画の中間評価が実施される予定。そのため、令和７年度は、
データヘルス計画中間評価に向けたヒアリング及びアンケートを行い、中間評価や見直しの視点等の検討を進め、広域
連合が中間評価を実施するに当たり参考となる情報をとりまとめる。

今後の方向性

高齢者の保健事業
のあり方検討WG

「高齢者保健事業の実施計画（データヘルス計画）中間評価に係る有識者会議」における
検討等について

事業評価等に活用可能なツール
・高齢者保健事業実施計画に係る
調査報告書

・集約支援ツール、集約レポート
・進捗管理シート、振り返りシート

報告

「高齢者保健事業の実施計画
（データヘルス計画）策定の手
引き」補足資料として作成予定。

4月～

R５年度
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R８年度

中間評価
第３期データ
ヘルス計画の
精査・分析

第３期データ
ヘルス計画策定

報告

報告

R９年度

データヘルス
計画後期

第19回高齢者の保健事業のあり方検討
ワーキンググループ 資料抜粋



保険者機能の強化

1. 保険者努力支援制度

2. データヘルスの推進

3. 特定健診・特定保健指導

4. 重症化予防の推進

5. 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

6. 後発医薬品の使用促進

7. 医薬品の適正使用に向けた取組



医療関係者や保険者等に向けた講習会

（参考）保険者向け講習会受講前のバイオシミラーの認知度

講習会受講前に、「バイオシミラー」を知っているか尋ねたところ、「よく知ってい

た」と回答したのが40.6%、「効いたことはあった」が40.2％であったのに対し、

「知らなかった」と回答した者も14.6%に上った。

令和６年度厚生労働省委託事業「バイオ後続品の普及啓発に係る調査等事業」より

152

（n=239）

➢ バイオ医薬品やバイオシミラーの理解を促進し普及を図ることを目的に、

平成30年度より医療関係者（医師、薬剤師）や都道府県、患者などに向けて

講習会を実施。

➢ 令和６年度は、病院薬剤師向け講習会（オンライン開催）２回、保険者向

け講習会（オンライン開催）１回を実施。

➢ 令和７年度は、病院薬剤師向け講習会（オンライン開催）１回、保険者・

都道府県担当者向け講習会（オンライン開催）２回、患者・市民向け講習会

（オンライン開催）１回を実施予定。

152



バイオ後続品に関する啓発資材（リーフレット）の作成

➢ バイオ後続品について、基本的な知識を身につけられるよ

うな情報を盛り込んだ一般向け・医療者向けに啓発資材

（リーフレット）を作成していたところ。

➢ 今般、バイオ後続品の普及啓発に向けて、国民一般に広く

知ってもらえるよう、平易で分かりやすい記載やデザインに

留意した啓発資材（リーフレット）を作成。

➢ 広く自由にご利用頂けるよう、厚生労働省ホームページに

リーフレットの電子データを掲載。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/01_00001.html

➢ 今後、バイオ後続品に関する啓発資材や各種調査結果等を

掲載した一元的な情報サイトを厚生労働省ホームページに

構築予定
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（参考）バイオ後続品の使用促進のための取組方針（抄）

154

（１）普及啓発活動に関する取組
【国における取組】
（国民・医療関係者・保険者向け啓発資材の作成・公開）
○ バイオ後続品に関する啓発資材を作成・公開し、医療関係者や保険者、
都道府県等による講習会等で活用できるようにすることで、国民・医療関
係者の理解を深める。【引き続き実施】

（患者・医療関係者向け講習会の開催）
○ バイオ後続品はがんや自己免疫疾患等の特定の領域で使われるものが多
く、バイオ後続品の使用できる対象疾患・適応患者は限られるという特徴
を踏まえ、患者団体や学会・医療関係団体等との協働により、バイオ後続
品の対象患者となりうる疾患の患者・患者団体及び医療関係者を対象に講
習会を開催する。【引き続き実施】

（保険者向け講習会の開催）
○ 保険者がバイオ後続品の使用促進に向けた取組を実施するためには保険
者がバイオ後続品について理解を深めておく必要があることから、保険者
を対象に講習会を開催する。【引き続き実施】

（有効性及び安全性に関する情報提供）
○ 医療機関においてバイオ後続品の採否や先行バイオ医薬品からバイオ後
続品への処方の切替え等を検討するための情報として、バイオ後続品の有
効性や安全性等に関する情報を市販後の情報も含めて整理し公表する。
【令和７年度開始】

（先進事例の収集・共有）
○ 各地において普及啓発活動を効果的に行う方策を検討するにあたり有益
な情報として、都道府県、医療機関・薬局、保険者等におけるバイオ後続
品使用促進に関する先進事例を収集し、その情報を関係者と共有すること
で横展開を図る。【引き続き実施】

（バイオ後続品に関する一元的な情報サイトの構築）
○ 医療保険制度の持続可能性を高める観点からバイオ後続品の使用促進を
図ることへの国民の理解を深め、バイオ後続品への認知度向上を目的とし
て、バイオ後続品に関する啓発資材や各種調査結果等を掲載した一元的な
情報サイトを厚生労働省ホームページに構築する。【令和６年度開始】

（都道府県後発医薬品使用促進協議会の活用支援）
○ これまで後発医薬品の使用促進についての関係者の理解を深めるための
都道府県における取組を支援してきた都道府県後発医薬品使用促進協議会
において、バイオ後続品の使用促進についても取り上げ、取組を進められ
るよう推進する。なお、同協議会の運営について財政及び技術的支援を引
き続き行う。【令和６年度開始】

(保険者インセンティブ制度による活用促進)

○ 保険者によるバイオ後続品の普及啓発の取組を促進するため、保険者イ
ンセンティブ制度において、保険者によるバイオ後続品の普及啓発に係る
指標追加を検討する。【令和７年度結論】

（保険者協議会の活用支援）
○ 医療費適正化等のために必要な事業の推進を行う各都道府県の保険者協
議会において、バイオ後続品の使用促進についても取り上げ、都道府県後
発医薬品使用促進協議会と連携しながら取組を進められるよう推進する。
【令和６年度開始】

【保険者における取組】
（普及啓発活動の実施）
○ 医療保険制度の持続可能性を高める観点からバイオ後続品の使用促進を
図ることへの国民の理解を深め、バイオ後続品への認知度向上を目的とし
て、普及啓発活動を行う。【引き続き実施】

（保険者協議会の活用）
○ 医療費適正化等のために必要な事業の推進を行う各都道府県の保険者協
議会において、バイオ後続品の使用促進についても取り上げ、都道府県後
発医薬品使用促進協議会と連携しながら取組を進める。【令和６年度開始】



２ 事業の概要・実施主体

１ 事業の目的

後発医薬品安心使用促進事業（後発医薬品使用促進対策費）

令和８年度当初予算案 1.9 億円（1.9億円）※（）内は前年度当初予算額

（後発医薬品使用促進対策事業）
○ 都道府県における後発医薬品の使用促進のため取組を推進するため、各都道府県が協議会を設置するなど、患者及び医療関係者が安心

して後発医薬品を使用することが出来るよう、地域の実情に応じた後発医薬品の使用促進のための環境整備等に関する検討及び事業を行う。

（重点地域使用促進強化事業）
○ 後発医薬品の使用割合が低い都道府県に対して、都道府県が行う国保レセプトデータの活用等により使用割合が低い市区町村や年齢層

等を把握した上で実施する普及啓発を支援する。

（後発医薬品啓発事業）
○ 後発医薬品を使用することは自己負担の軽減や医療費の抑制につながるという、後発医薬品の使用促進の意義の周知を目的として、啓発

資材の作成や広告などを広告会社等に委託し、効果的な情報提供を行う。

厚生労働省 地方自治体

【後発医薬品使用促進対策事業】
都道府県後発医薬品使用促進協

議会の設置・運営 等

【重点地域使用促進強化事業】
国保レセプトデータによる分析、

モデル事業の実施 等

厚生労働省 企業

【後発医薬品啓発事業】
広告動画の作成、動画サイトへ

の掲載、視聴動向等の分析 等
委託 委託

155



２ 事業の概要・スキーム

１ 事業の目的

次世代バイオ医薬品等創出に向けた人材育成支援事業 医政局医薬産業振興・医療情報企画課
（内線8485、8463）

令和８年度当初予算案 1.5億円（1.4億円）※（）内は前年度当初予算額

○ ①の研修の上乗せとして、製薬企業等の実生産設備を利用
することに対し、受講費を半額支援する。

○ １年間の研修プランにより、一連の製造作業を一人で実施出
来る製造技術者レベルを目指す。

〇 バイオ医薬品は今後の成長領域であるが、我が国はそのほとんどを海外に依存し、国内製造されていない現状があり、経済安全保障上問題であるほか、
国内のバイオCMO/CDMOも限られることから水平分業が進まず、バイオ医薬品の新薬開発にも支障が生じている。

〇 これまで厚生労働省では、バイオ医薬品開発等促進事業において、高度専門人材育成のための研修を行ってきたが、
・ 国内製造に対する需要を鑑みると、より多くの人材を育成していく必要がある
・ 実際の設備を用いた製造（スケールアップ）等の経験がなければ即戦力とならないが、各企業で実生産レベルの実習は困難である
との声があがっている。また、新規医薬品のうちバイオ医薬品が占める割合が増加することに伴い、今後、特許切れのバイオ医薬品も増加していくことが見込まれる。

○ 令和６年度からのバイオシミラーの普及目標達成にあたり、安定的な供給を確保することが重要であるため、国内においてバイオ医薬品の製造技術を
持つ人材の更なる育成を中心として、製造能力強化に関する支援をあわせて実施する必要がある。

○ 製薬企業の社員等に対して、バイオ医薬品の製造技術、開
発ノウハウ等に関する基礎的な研修プログラムを実施。

○ これまでに、抗体医薬品、ウイルスベクター製品を対象とした
研修を実施してきたが、多様なバイオ医薬品に対応するため、
令和８年度からは細胞加工製品を対象とした研修を追加す
る【拡充】。製造能力強化

必要な人材の確保

遺伝子、細胞等
への展開

人材育成

製造課題の
共有・解決

技術開発

①研修施設での人材育成支援 【拡充 】

②実践的技術研修の実施

○ バイオ医薬品の製造に関する課題や解決策を関係者間で共有し、連携を強化するとともに、以下の支援を進める。

３ 実施主体等

厚生労働省

支援メニュー（対象：製販企業、CMO/CDMO）

委託

○ バイオ専門人材の育成を中心として、
・ バイオシミラーを含むバイオ医薬品の国内生産能力増強
・ バイオ医薬品製造業者の国際競争力強化、水平分業推進
等により、国内の医薬品シーズを成功に導く。

技術研修事業の受講者数 ○抗体研修：66名 ○AAV研修：59名（令和６年度実績）４ 事業実績

①
②

民間事業者
156



157



158



159



160



保険者機能の強化

1. 保険者努力支援制度

2. データヘルスの推進

3. 特定健診・特定保健指導

4. 重症化予防の推進

5. 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

6. 後発医薬品の使用促進

7. 医薬品の適正使用に向けた取組



都道府県による市町村の保健事業支援に係る事務の取扱いについて（保国発0325第1号令和2年3月25日）
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都道府県による市町村の保健事業支援に係る事務の取扱いについて（保国発0325第1号令和2年3月25日）
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都道府県による市町村の保健事業支援に係る事務の取扱いについて（都道府県→市町村 依頼文様式例）
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都道府県による市町村の保健事業支援に係る事務の取扱いについて（市町村→都道府県 同意書様式例）
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医薬品の適正使用に向けた取組 事例11

0.04か所
0.6か所

4.2人

0.8人
2.0人

0.2人

0.0

2.0

4.0

6.0

病院数 一般診療所数 医師数 歯科医師数 薬剤師数 保健師数

令和４年度 人口1,000人当たりの医療資源 市 県 国

88.2歳

84.3歳

85.5歳

82.7歳

75歳 80歳 85歳 90歳

女性

男性

女性

男性

平
均

寿
命

平
均

自
立

期
間

令和４年度 平均自立期間と平均寿命
市 県 国

人口 169,552人
(令和５年１月時点)

国保被保険者数 24,474人
(総人口の14％)
(令和５年９月時点)

後期高齢者医療制度被
保険者数

16,114人
(総人口の10％)
(令和５年９月時点)

主管課 国保年金課（国保部門）

事業主担当総職員数 ２人
うち、保健師２人（正規）

連携課 地域包括支援センター

4月 5月 6月 7月 8月 9月
10
月

11
月

12
月

1月 2月 3月

１．選定・抽出

２．通知

３．保健指導

４．ポピュレーション
アプローチ

ホームページによる周知

5．地域医療連携

事業
内容
協議

対象者選
定

結果報
告・次年
度方向性

協議

対象者選定, 20円, 

18%

通知,10円, 

12%
保健指導,60円, 52%

その他, 20円, 

18%

テキスト

＊令和６年度「国民健康保険における保健事業のあり方に関する調査研究等事業」

千葉県

浦安市

取組の背景・課題

実施体制

事業スケジュール
令和５年度 被保険者１人当たりの

事業費用内訳（概数）

【財政力指数】1.43（令和４年度)
【管内医師会】浦安市医師会
【管内薬剤師会】浦安市薬剤師会

※1人当たり費用＝事業費用額÷事業対象者数

委託と直営を組み合わせ、「健康障害リスクの高い対象者」に対しても適切な保健指導ができるよう、薬剤師会と相談・調整しながら
進める医薬品適正化対策

平成29年度～ 重複頻回受診事業を看護師雇用により直営実施。令和元年までは対象者への訪問を実施

令和３年度 保険者努力支援制度の評価対象となったことを契機に令和３年度から、重複多剤投与や併用禁忌に
対象を拡大し、委託事業を開始

市医師会 市薬剤師会民間事業者

主管課
（国保部門）

・服薬相談対応の協力依頼
・事業内容への助言

予算調整・委託事務
事業企画
事業実施
・委託先による選定結果を踏まえた
対象者の絞り込み
・データ提供
事業評価
・データ分析を踏まえた評価、見直し
・ハイリスク者への保健指導

事業実施
・対象者選定
・データ分析（企画・評価時）
・課題分析
・通知作成、送付
・通知後の分析
・保健指導（薬剤師）

地域包括支援センター

・個別ケース支援

・服薬相談対応の協力依頼
・抽出基準の相談
・保健指導に対する助言

108,920円 136,593円

27,082円 67,037円

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000

令和４年度 被保険者１人当たり医療費

入院 外来 歯科 調剤

小規模

＊管内の施設数・・・病院：６か所、一般診療所：107か所、薬局：55か所

※矢印の向き：連携は双方向、委託実施は単方向
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• 薬剤削減効果や医療費削減効果について、他自治体との比較が困難

• 長期にわたり多剤処方されているが、特定健診未受診者でもあり情報が少ない方（とくに精神
疾患有り）への支援

• 医師会・薬剤師会との連携強化

➢ 「抽出基準等」の考え方

• 予算規模やマンパワーを考え450人程度抽出される基準として、前年度実績を踏まえ薬剤師会
に相談しながら設定

（優先順位）健康面への影響が大きく最も懸念される服薬課題であると認識し最優先

（令和５年度：①併用禁忌→②重複投与→③傷病禁忌→④多剤投与→⑤漫然投与で選定）

広く被保険者に通知するため、前年度の事業対象者は対象外とし、新規に対象となった者を優先的に通知

➢ 保健指導

• 特定健診の受診状況を確認し、必要に応じて受診勧奨

• 【R6】事業対象者に「服薬情報通知書」及び「お薬に関するアンケート」を送付（回収率
40％）「服薬に関して心配なこと」、「通知を持参して医療機関や薬局に相談行った・もしくは行
く予定かどうか」等を把握。回答内容をもとに、委託業者の薬剤師が相談対応

• 【R6】ハイリスク者とそれ以外の対象者に対して状態を考慮しながら、直営と委託を組み合わせて
保健指導を実施

➢ 庁内との連携

• 【R6】地域包括支援センター等が参加する業務連絡会で市の事業内容を説明し、必要に応じ
て事業を活用してもらうよう協力を依頼。保健指導の中で、経済的に困窮しているケース等、他
部署と連携し多方面から支援介入したほうがよい事例を確認

➢ 医療関係者との連携

• 〔薬剤師会〕事業対象者リストのうち、服薬によるリスクの高い者を中心に通知や保健指導方法
について個別具体に相談。ジェネリック促進シールを各薬局から希望者へ配布するよう協力依頼

• 〔医師会〕本事業の説明や実績を報告。必要に応じて、協力を依頼

保
健
指
導
・
通
知

事業対象者抽出基準

次のいずれかに該当する75歳未満の国保被保険者
1.重複投与：同系の効能の薬が複数の医療機関から処方されている者
2.多剤投与：４月診療分レセプトで、15日超の処方を対象とし、10剤以上

の医薬品が処方されている者
3.有害事象発生リスクあり
・傷病禁忌：傷病や検査値により投薬が禁止されている処方の組み合わせが

発生している状態
・併用禁忌：添付文書上で併用が禁止されている薬剤の組み合わせが発生

している状態
・漫然投与：本来短期的に処方されるべき薬剤が長期的に継続して処方され

ている状態

抽出期間 診療月：令和５年４月

事業対象者抽出基準
該当者数

重複投与：172件、多剤投与：390人
有害事象発生リスクあり：1,667件（延）

除外基準
がん治療中の方、人工透析中の方、 厚生労働省が定義する指定難病の方、
令和４年度の支援実施対象者

通知対象者数
・実施者数

実人数450人
（重複投与：127人、多剤投与：287人、有害事象発生リスクあり：355件）

保健指導実施者数 重複投与：10人、多剤投与：22人

医薬品の適正使用に向けた取組 事例11
千葉県

浦安市

＊令和６年度「国民健康保険における保健事業のあり方に関する調査研究等事業」

評価指標 目標値 実績値

重複投与者保健指導実施率 70％ 7.9％

多剤投与者保健指導実施率 70％ 7.7％

評価指標 目標値 実績値

重複投与者の減少割合 50％ 65.4%

多剤投与者の減少割合 30％ 40.8％

＜アウトプット指標＞

抽出基準等（令和５年度）

取組の工夫

＜アウトカム指標＞

取組の効果・波及効果

今後の課題

人口 169,552人
（令和５年１月時点）

国保被保険者数 24,474人（総人口の14％）
（令和５年９月時点）

評価指標（令和５年度）

• 対象者に対して、委託業者から通知とお薬相談に関するアンケートを送付。対象者が
回答した内容を踏まえ、委託業者の薬剤師が保健指導を行う取組

• また、委託事業で介入困難な健康被害リスクの高い対象者に対して、市の保健師が、
薬剤師会の薬剤師の事前相談を踏まえて服薬行動等の保健指導を実施

小規模

➢ 「評価指標」の考え方

• 経年的に評価できる人数ベースの数値を指標に設定。薬剤費の評価は困難であり設定せず。

• 実績を積み上げて経年変化を把握し、今後、検証予定

• 【R5実績】重複投与者：対象127人中83人改善（改善率65.4％）

• 【R5実績】多剤投与者：対象287人中117人改善（改善率40.8％）

• 【R5実績】有害事象発生リスクあり：対象355人中156人改善（改善率43.9％）

• 【R6】アンケート結果から、医療機関や薬局への相談状況を確認。295人中62人が「相談に
行った、または行く予定」と回答しており、自ら服薬相談した対象者割合を把握できた。

• 本事業の開始が薬剤師の声を伺うなどのこれまでにない連携体制を構築するきっかけとなった。
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令和5年度 令和6年度

【対象者抽出】 【対象者抽出】

【通知】

希望者には市役所で薬剤師

によるお薬相談が出来る案

内を同封

【通知】

服薬相談の希望の有無を伺

うアンケートを同封

【お薬相談勧奨】

委託業者より全対象者へ電

話し、お薬相談の希望を伺う

【お薬相談実施】

委託業者の薬剤師よりお薬

相談希望者に対面・電話に

て服薬指導を実施

【お薬相談実施】

・アンケートの返送による相談

希望者に対して、委託業者

より服薬指導を電話にて実

施

・ハイリスク者にはアンケ―ト

の返送が無くても直営で保

健指導実施

医薬品の適正使用に向けた取組 事例11
千葉県

浦安市

小規模

◼ 資料１：事業の流れ ◼ 資料２：お薬に関するアンケート

＊令和６年度「国民健康保険における保健事業のあり方に関する調査研究等事業」
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医薬品の適正使用に向けた取組 事例11
千葉県

浦安市

小規模

◼ 資料３：お薬相談通知書 ◼ 資料４：お薬相談のかかり方通知

○○

＊令和６年度「国民健康保険における保健事業のあり方に関する調査研究等事業」
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医薬品の適正使用に向けた取組 事例11
千葉県

浦安市

小規模

◼ 資料５：重複投与の対象者向けチラシ ◼ 資料６：多剤投与の対象者向けチラシ

＊令和６年度「国民健康保険における保健事業のあり方に関する調査研究等事業」
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0.1か所
0.8か所

3.0人

0.7人

1.9人

0.5人

0.0

2.0

4.0

病院数 一般診療所数 医師数 歯科医師数 薬剤師数 保健師数

令和４年度 人口1,000人当たりの医療資源 市 県 国

人口 57,738人
(令和５年１月時点)

国保被保険者数 11235人
(総人口の19％)
(令和５年９月時点)

後期高齢者医療制度被保険
者数

10,958人
(総人口の19％)
(令和５年９月時点)

主管課 健康増進課（保健衛生部門）

事業主担当総職員数 ４人
うち、保健師３人（正規）
うち、看護師１名（非正規）

連携課 高齢介護課（高齢部門）

4月 5月 6月 7月 8月 9月
10
月

11
月

12
月

1月 2月 3月

１．選定・抽出 毎月実施

２．通知 毎月実施

３．保健指導 毎月実施

通知,0.1円, 

100%

取組の背景・課題

実施体制

事業スケジュール
令和５年度 被保険者１人当たりの

事業費用内別（概数）

【財政力指数】0.60（令和４年度)
【管内医師会】三豊・観音寺市医師会
【管内薬剤師会】観音寺・三豊薬剤師会

※1人当たり費用＝事業費用額÷事業対象者数

＊管内の施設数・・・病院：５か所、一般診療所：47か所、薬局：31か所

保健師等の人材育成を図りながら訪問対象者の選定や効果的なアプローチについて係内で協議し、丁寧な保健指導や訪問に取り組む
医薬品適正化対策

令和４年度 第二期データヘルス計画で立てた取組の内容と、重複受診の基準や評価指標が異なり、第二期の評価
が非常に難しかった。また訪問実績が少なくなっていた。

令和５年度 第三期データヘルス計画を策定するタイミングで、事業内容（基準や対象者）を見直し、重複・多剤服
薬者に対する取組を開始

・事業内容への助言
・連携カード活用の相談
・啓発ちらし、通知等の相談

・抽出基準の相談

・服薬相談対応の協力依頼
・保健指導訪問対象者の優先順位付けの相談
・飲み合わせや副作用等の注意が必要な薬剤リストを情報共有
・年2回の定例連絡会における情報共有
・連携カード活用の相談
・啓発ちらし、通知等の相談

88.8歳

87.0歳

84.9歳

80.0歳

75歳 80歳 85歳 90歳

女性

男性

女性

男性

平
均

寿
命

平
均

自
立

期
間

令和４年度 平均自立期間と平均寿命
市 県 国

193,277円 169,482円

31,117円 83,285円

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000

令和４年度 被保険者1人当たり医療費

入院 外来 歯科 調剤

＊令和６年度「国民健康保険における保健事業のあり方に関する調査研究等事業」

小規模
香川県

観音寺市

※矢印の向き：連携は双方向、委託実施は単方向

医薬品の適正使用に向けた取組 事例12

国保連合会

市医師会 市薬剤師会

予算調整
事業企画
事業実施
保健指導

・個別ケース支援
（対象者：一体的実施）

データ分析（企画・評価時）
対象者抽出・選定
事業評価
・通知作成、送付

主管課
（保健衛生部門）

連携課
（高齢部門）
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医薬品の適正使用に向けた取組 事例12

＜アウトプット指標＞

抽出基準等（令和５年度）

取組の工夫

＜アウトカム指標＞

取組の効果・波及効果

今後の課題

人口 57,738人
（令和５年１月時点）

国保被保険者数 11,235人（総人口の19％）
（令和５年９月時点）

評価指標（令和５年度）

• 抽出基準等に基づき事業対象者を抽出後、マンパワーを踏まえて訪問対象者を優先付けし市
の保健師が複数回にわたり訪問する。訪問指導を実施できなかった者に対して通知する取組

• 対象者への声かけや介入の効果的な方法について、保健師チームで共有する体制を構築。
75～80歳の後期高齢者についても、国保被保険者と同じ抽出条件で対象選定し、訪問を
実施

保
健
指
導

事業対象者抽出基準、抽出基準、
除外基準

次のいずれかに該当する40歳以上75歳未満の国保被保険者
重複投与：①３医療機関以上で、１種類以上（薬効数）の処方を受けた者

②２医療機関以上で２種類以上（薬効数）の処方を受けた者
多剤投与：同一薬剤に関する処方日数が１日以上かつ、前月・前々月まで遡っ

た同一月内の処方薬剤数が15種類以上ある者

抽出期間 診療月：毎月

事業対象者抽出基準該当者数 重複投与：195人、多剤投与：1447人

除外基準 精神・がん・透析・介護

事業対象者数 重複投与：(実)16人、(延)61人、多剤投与：(実)13人、(延)142人

事業実施者数 重複投与：(実)７人、多剤投与：(実)11人

通
知

事業対象者抽出基準 保健指導対象者と同じ

事業対象者抽出基準該当者数 重複投与：195人、多剤投与：1,447人

事業対象者数
保健指導を実施しなかった者に毎月通知
重複投与：(実)１人、多剤投与：(実)５人

事業実施者数 重複投与：(実)１人、多剤投与：(実)５人

評価指標 目標値 実績値

重複投与者保健指導実施率
※保健指導実施者数（実）/事業
対象者数（実）

20％ 50.0％

多剤投与者保健指導実施率
※保健指導実施者数（実）/事業
対象者数（実）

20％ 88.9％

評価指標 目標値 実績値

重複：指導完了者の受診行動
適正化率

50％ 87.5%

多剤：指導完了者の受診行動
適正化率

50％ 54.5％

＊令和６年度「国民健康保険における保健事業のあり方に関する調査研究等事業」

➢ 「抽出基準等」の考え方

• 県の設定した基準に沿って設定し、KDBから抽出する方法を国保連合会に相談

• 訪問対象者選定で迷いが生じた場合は、薬剤師会から提供された、飲み合わせや副作用の観点から注意
が必要な薬剤リストを参考に選定

• 精神疾患は、服薬だけでなく生活基盤から改善が必要な場合も多いため、本取組とは別の事業で必要な支
援に繋げている。

➢ 保健指導：人材育成の観点等から２人体制で実施

（準備）

• 訪問の優先順位は、処方薬の内容や異なる調剤薬局処方がある者を優先する等から、保健師・看護師
チームで検討し決定

• 経験年数により対応に差が生じないよう、マニュアルや「訪問評価シート」を作成。事前に保健師と看護師等
で、アプローチ方法について成功例や失敗例を共有し訪問に活用

（当日）

• 事前連絡せず訪問。訪問対象にあわせて訪問回数などを調整

• 指導時は、お薬手帳を活用。持っていない場合は、質問により服薬・処方状況を探索しながら保健指導

• 課で特定健診も担当しており、受診勧奨や健診結果を活用した健康相談も併せて実施

（連携カード）

• 活用対象者：医師や薬剤師に相談することが難しそうな対象者（R５実績１件）

• 医師や薬剤師とのコミュニケーションや連携支援を目的に作成

• 飲み忘れや重複処方の情報、処方相談事項、お薬手帳の複数所持等の情報を記載

• カードを活用した場合は、受診後の状況確認のため受診後３ヶ月をあけて訪問

• 保健指導で使用する啓発チラシを、医師会、薬剤師会と連携の上、直営で作成。重複、多剤、頻回の3種
類あり、いずれも、薬剤に関する情報だけでなく、健康的な生活習慣を意識できるような内容となるよう工夫

➢ ポピュレーションアプローチ

• 医師会と薬剤師会と共同して、３種類の内容を１枚にまとめた啓発ちらしを作成

• 10月の「薬と健康週間」に合わせて、広報誌にかかりつけ薬局やお薬手帳などの薬剤情報を掲載

➢ 医療関係者との連携

• 医師や薬局に対し訪問時の気になる点・共有したい内容を「連携カード」に記載し、お薬手帳に貼付し活用

• 定例連絡会（年２回程）で、薬剤師会に取組の情報共有し助言を得る。迷った時に相談出来る関係

➢ 「評価指標」の考え方

• 県が提示した評価指標に合わせて設定

• 「指導完了者の受診行動適正化率」は、訪問対象者が訪問指導後に、訪問対象リストに挙がらなくなった人
を改善と定義し評価。確認時期は翌年７月に固定

• 経年変化を把握し、今後、検証予定

• 市医師会や薬剤師会と丁寧な事前調整のうえ事業の見直しを行ったため、団体や医療機関と良好な関係
を構築し、市の取組に対する理解も得られた。

• 保健指導（訪問の対象者選定、訪問前情報収集から訪問後）の振り返りを通じて人材育成ができている。

• 訪問時に最新の健康状態やレセプト情報を活用するため、事前準備に時間を要している点が課題

• 多剤投与者の保健指導完了者における受診行動適正化率をより上げること

香川県

観音寺市

小規模
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◼ 通知はがき

◼ 配布チラシ（訪問時、留守の方用）

薬品名 添付文書の記載

リリカ 本剤による神経障害性疼痛の治療は原因療法ではなく
対症療法であることから、疼痛の原因となる疾患の診
断及び治療を併せて行い、本剤を漫然と投与しないこ
と。

ロレゼム 本剤の投与開始2週間後を目処に入眠困難に対する有
効性を評価し、有効性が認められない場合には、投与
中止を考慮し、漫然と投与しないこと。

◼ 薬剤師会提供の注意が必要な薬剤リスト（一部抜粋）

かかりつけ医様へ
□飲み忘れ があります。
□重複処方 になっています。
□お薬手帳複数所持 しています。

ご確認をお願いします。
観音寺市健康増進課成人保健係

２３－３９６４

◼ 連携カード

訪問時の気づきを「連携カード」に し、
コメントを記入してお薬手帳の表紙に貼付

お薬手帳

対象者が不在などで訪問指導が出来なかった場合に、訪問した事が
わかるようにチラシをポストイン

連携カード

訪問指導できなかった方に対して、啓発はがきを発送

香川県

観音寺市

小規模医薬品の適正使用に向けた取組 事例12

＊令和６年度「国民健康保険における保健事業のあり方に関する調査研究等事業」

薬剤師から見た薬の飲み合わせや副作用の観点から注意が必要な薬剤リストを参考
に訪問の優先順位を選定

初回訪問の３か月後に
改善状況確認のため再
度訪問
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◼ 啓発チラシ ◼ 訪問評価シート

• １枚で多剤・重複処方、頻回受診の対象者に使用できる内容を記載
• 健康の基本である生活習慣についても記載

• 訪問グループや係でのワーキングで共有
• 経験年数にかかわらず、誰でも訪問できるように響いた
ワードやNGワードなどを蓄積

香川県

観音寺市

小規模医薬品の適正使用に向けた取組 事例12

＊令和６年度「国民健康保険における保健事業のあり方に関する調査研究等事業」
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令和２年度 本市の65歳以上加入者は、65歳未満と比べて６種類以上服薬している人が2.3倍、調剤費は1.6倍との
課題を有しており、薬剤師会に相談したところ、取組について肯定的な意見を受けたことが契機
そこで、新規事業として庁内コンペに提案書を提出しつつ、試行的に対象者1,000人に通知書を送付すると
ともに、管轄内283ヵ所の薬局管理薬剤師を対象にアンケートを実施し、通知書レイアウトに対する意見や
保険者に対する要望などを収集

令和３年度 前年の試行実施及びアンケート結果を踏まえ、
対象者本人、医療関係機関、保険者のいずれにもメリットがあり、ポリファーマシーを解消することで対象者の
健康を維持し、医療費の適正化にも効果が期待できる取組として実施

0.1か所
0.9か所

3.2人

0.7人

2.4人

0.2人

病院数 一般診療所数 医師数 歯科医師数 薬剤師数 保健師数

令和４年度 人口1,000人当たりの医療資源
市 県 国

人口 503,865人
(令和５年１月時点)

国保被保険者数 94,421 人
(総人口の19％)
(令和５年９月時点)

後期高齢者医療
制度被保険者数

75,297人
(総人口の15％)
(令和５年９月時点)

主管課 保険給付・年金課（国保部門）

事業主担当総職
員数

3人
うち、事務職１人
うち、保健師２人（正規）

連携課 健康づくり推進課（保健衛生部門）、
長寿福祉課（高齢者福祉部門）、
地域包括支援センター

4月 5月 6月 7月 8月 9月
10
月

11
月

12
月

1月 2月 3月

１．選定・抽出

２．通知

３．保健指導

４．ポピュレーショ
ンアプローチ

広
報
紙

医
療
費
通
知

５．地域医療連
携

対象者選定, 1円, 

31%

通知, 1円, 

39%

その他, 1円, 

30%

テキスト

医薬品の適正使用に向けた取組 事例４

＊令和６年度「国民健康保険における保健事業のあり方に関する調査研究等事業」

愛媛県

松山市

取組の背景・課題

実施体制

事業スケジュール
令和５年度 事業対象者１人当たりの

事業費用内訳（概数）

【財政力指数】0.75（令和４年度)
【管内医師会】松山市医師会
【管内薬剤師会】松山薬剤師会

※１人当たり費用＝事業費用額÷事業対象者数

＊管内の施設数・・・病院：41か所、一般診療所：481か所、薬局：248か所

他中核市の取組調査、年齢階層別服薬状況や費用対効果等の分析に基づき庁内・医療関係者（医師会・薬剤師会・看護協会）の
理解を得ながら進める医療費適正化対策

民間事業者

・課題の分析方法の相談
・データ提供

・事業内容への助言
・服薬相談への対応依頼
・啓発用リーフレットの活用依頼

予算調整・委託事務
事業企画
事業実施
・対象者選定
・保健指導
事業評価
・委託先による分析を踏まえた評価、見直し

・データ分析（企画・評価時）
・対象者抽出
・通知作成、送付
・コールセンター設置

国保連合会 地域包括支援センター

市医師会 市薬剤師会 県看護協会

・通知書や啓発用リーフレットの活用依頼

・通知書や啓発用リーフレットの活用依頼
※主に在宅患者訪問事業者

・事業内容への助言
・抽出基準の相談
・服薬相談への対応依頼
・啓発用リーフレットの活用依頼

連携課
（保健衛生部門、高齢者福祉部門）

・事業内容の共有

※矢印の向き：連携は双方向、委託実施は単方向

87.4歳

81.4歳

84.5歳

80.1歳

75歳 80歳 85歳 90歳

女性

男性

女性

男性

平
均

寿
命

平
均

自
立

期
間

令和４年度 平均自立期間と平均寿命
市 県 国

147,014円 156,929円

27,422円 69,625円

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000

令和４年度 被保険者１人当たり医療費

入院 外来 歯科 調剤

中規模

主管課
（国保部門）
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➢ 「抽出基準等」の考え方

（対象年齢：65歳以上）

• 年齢階層別の服薬状況の分析結果から判断（下図グラフ参照）

• 国保は退職後に社会保険から転入する人が多く、65歳以上（前期高齢者）が加入者の約半
数を占める。そのうち前期高齢者は、他の年代より多疾患・多受診の割合が高く、複数医療機
関の受診歴や多剤服薬者が多い傾向がある。

• データ分析の結果、65歳以上の服薬数が急激に増加していることを確認したため基準に設定

• また、調剤レセプトの集計から、64歳以下に比べて、65歳以上高齢者の調剤費が1.5倍多いこ
とや、先行自治体を参考に重複多剤を解消することで約2,800万円の削減効果を期待できると
分析・試算

（優先順位）

• 多剤投与者は、薬の数が多いことが課題という訳ではないため能動的なアプローチが難しい。

• 複数医療機関を受診している重複投与者を優先

（その他）

• 年度途中に加入した者を含めより多くの該当者を把握するため、年２回（12月～２月、３月
～５月）対象者を抽出

• 一時的な服用ではなく長期処方されている薬をターゲットとするため、抽出期間は３ヶ月

➢ 「評価指標」の考え方

• レセプトやKDBを活用し、市（保険者）で集計できるものから選定

• KDBシステムでは調剤費の詳細な比較や集計が難しいため、委託業者の効果測定報告書を

活用。経年的に評価できるよう頻回な変更はしていないが、良い指標を探索中

• 「1人あたり削減額」は、先行自治体の情報を参考に目標金額を設定。算出は、調剤レセプト
（院内処方薬は医科レセプト）に基づき集計

人口 503,865人
（令和５年１月時点）

国保被保険者数 94,421 人（総人口の19％）
（令和５年９月時点）

通
知

事業対象者抽出基準

以下に該当する65歳以上の国保被保険者
・重複投与：薬剤数が６種類以上

複数の医療機関から効能が重複した薬が処方されている
・多剤投与：薬剤数が15種類以上

抽出期間
・１回目：令和４年12月～令和５年２月診療分
・２回目：令和５年３月～５月診療分

事業対象者抽出基準該当者数
・重複：870人
・多剤：4,403人

除外基準
・人工透析、がん・難病のレセプトがある者
・【重複投与者】利用薬局が１か所のみ

事業対象者数
・重複：606人
・多剤：1,493人

事業実施者数
・重複：605人
・多剤：1,493人

保
健
指
導

事業対象者抽出基準
通知発送者のうち、以下に該当する者
・重複投与：複数の医療機関から効能が重複した薬が処方されている

月５医療機関以上を受診している

抽出期間
・１回目：令和５年７月
・２回目：令和５年10月

事業対象者抽出基準該当者数 53人

除外基準 通知書発送後、資格喪失者や電話番号の登録がない者

事業対象者数 27人

事業実施者数 12人 （ほか 多剤投与者：19人)

医薬品の適正使用に向けた取組 事例４愛媛県

松山市

評価指標 目標値 実績値

通知書発送件数 2,400 2,099

通知書発送３ヶ月
後の変化の把握

100% 100%

評価指標 目標値 実績値

通知前後の処方薬剤数［平均］
の比較（通知前を1.0として比較）

1.0以下 0.9

薬剤数が減った人の割合 40%以上 36.3%

重複投与が解消した人の割合 40%以上 65.6%

1人あたり削減額 5,000円以上 3,140円

＜アウトプット指標＞

抽出基準等（令和５年度）

＜アウトカム指標＞

評価指標（令和５年度）

• 重複投与対象者に対し、行政保健師が保健指導を行う取組
• 通知を受け取った対象者が薬局へ行き、薬剤師から服薬内容の見直しや服薬行動
等について保健指導を受ける。または、対象者が市へ問い合わせ、行政保健師から
保健指導を受ける取組

0

5,000

10,000

15,000

40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳

何種類服用しているか？（年代別）

2-5種類 6-9種類 10種類以上

KDB：R5年5月診療_「介入支援対象者一覧（服薬管理）」を集計

65歳以上の服薬数
が増加

＊令和６年度「国民健康保険における保健事業のあり方に関する調査研究等事業」

取組の工夫

中規模
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医薬品の適正使用に向けた取組 事例４

人口 503,865人
（令和５年１月時点）

国保被保険者数 94,421 人（総人口の19％）
（令和５年９月時点）

愛媛県

松山市

取組の効果・波及効果

今後の課題

＊令和６年度「国民健康保険における保健事業のあり方に関する調査研究等事業」

➢ 保健指導

• 通知発送対象者のうち、複数の医療機関・薬局を利用している重複投与者を対象に選定。

主に電話での保健指導を実施（行政）

    ※委託業者のコールセンターは、専門職が配置できず保健指導が困難。R5年度後半から行政
（保健師）が問い合わせに対応する体制に変更

• 行政による保健指導の主な内容は「ポリファーマシーの説明」、「薬剤師・医師への相談勧奨」、
「かかりつけ薬局・お薬手帳の活用」など

→薬局相談に繋がった対象者に対し、薬剤師が処方内容を確認・見直しの対応

• 多剤投与者への保健指導は、本人から相談があった場合にのみ対応（行政）

➢ 医療関係者との連携

• 地域包括支援センターや訪問看護ステーションなど在宅支援事業者へ事業内容を周知し、通知
書や啓発用リーフレットの活用を依頼

• 医療・介護関係者間の情報共有に活用している「連携ツール」（ケアマネ協会作成）を、処方の
見直しが必要な場合に活用できることを周知。また、市HPに「連携ツール」を掲載

• 国保運営協議会（年１回、医師会・薬剤師会など関係機関が参加）で取組内容を共有

➢ 庁内、県や周辺市町との連携

• 【庁内】介護予防の一体的実施の連携会議で情報共有

• 【県】県版の啓発リーフレットを国保窓口へ設置

• 【周辺市町】周辺市町（２市２町）の医師会、医療機関、薬局にも本市の取組について情報
提供

• 調剤数が減少した者は約3割と目標に届かなかったが、重複服薬が改善した者は6割と目標が達
成できた。

• 調剤費の1人当たりの削減額は目標額に達しなかったが、平均3,140円削減できており一定の
効果はあった。

• 調剤費の年間削減額は推計約2,600万円で、目標の約9割に達している。

• データ抽出提供から通知発送までに４ヶ月ほど時間を要するため、介入時期の服薬状況が異な
る場合がある。

• 事業対象者の薬剤数や調剤費の変化は測定できるが、薬価の高い薬剤に相殺されるなどにより、
調剤費全体への事業効果が示しにくい。

• 重複が生じやすい薬（薬効）に絞って薬剤数や調剤費を集計・分析できれば事業評価や費用
対効果が示しやすくなるが、現状では算出困難な状況

• 県や後期高齢者広域連合との事業連携や、ポリファーマシーの認知度向上

• 周知/啓発の工夫（マイナポータルサイトの活用推進、マイナ保険証を活用すれば医師・薬剤師
と診療や薬剤の情報が共有でき、重複投薬が防止できる、など）

◼ 国保窓口にポスターやリーフレットを設置

中規模
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医薬品の適正使用に向けた取組 事例４

人口 503,865人
（令和５年１月時点）

国保被保険者数 94,421 人（総人口の19％）
（令和５年９月時点）

愛媛県

松山市

＊令和６年度「国民健康保険における保健事業のあり方に関する調査研究等事業」

◼ 事業ポスター◼ 事業リーフレット

中規模
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医薬品の適正使用に向けた取組 事例４

人口 503,865人
（令和５年１月時点）

国保被保険者数 94,421 人（総人口の19％）
（令和５年９月時点）

愛媛県

松山市

＊令和６年度「国民健康保険における保健事業のあり方に関する調査研究等事業」

◼ 連携ツール

中規模
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保険料水準統一 事例紹介



事例紹介①：医療費水準の変動幅の見える化（北海道 )

過去の医療費水準の変動幅を市町村ごとに見える化し、小規模市町村ほど変動幅が大きいことをデータで示しながら、

保険料水準統一の必要性を個別の市町村に説明
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事例紹介②：保険料水準の格差の見える化（高知県 )

①現在、②将来保険料水準の統一を行った場合、③将来保険料水準の統一を行わなかった場合の各市町村１被保険者

当たりの保険料を試算し、県内最高保険料と県内最低保険料を比較
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事例紹介③：市町村との合意形成（北海道 )

• (国保連合会) 資産割廃止や標準保険料率、また市町村の要望に沿って、

保険料（税）のシュミレーション結果を提示

• (国保連合会) シュミレーション方法を市町村に説明、市町村自ら追加分析

ができるように支援

• (北海道) 上記結果をもとに、ロードマップ作成支援や他市町村の取組共有、

必要に応じてフォローアップや技術的助言を実施

首長レベルで理念

を共有しつつ…

局長レベルが、

各市町村を回って

保険料水準統一の

理念を共有

…各市町村の財政影響をシュミレーションして、統一に向けた取組

を具体化・推進

加入者負担の公平化については
Ｒ６以降の納付金算定に納付金算
定に係る考え方や方針、ロード
マップが示されたことにより、各
自治体の今後の対応や役割が明確
となり統一化までの準備がわかり
やすく示されていて参考になった。

令和４年度以降に税率改正を行う
にあたり、令和６年度の納付金の
算定方法や統一保険料率の考え方、
市町村ごとのシミュレーションで
状況を確認することができた。

市町村の声の例
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事例紹介④：推進体制（埼玉県 )

埼玉県国民健康保険運営協議会

埼玉県国民健康保険運営推進会議

財政運営WG

事務処理標準化

WG
保健事業WG

推進体制図推進体制図 詳細

• 市町村・国保連合会との協議の場であり、

各WGの検討結果に基づいて意志決定

• α設定方法や財源の算定方法等を検討

• 課長級職員で構成、他WGよりも高位

• 全体工程表を策定し進捗を管理

• 他WGにおいて意思決定が困難な事項

について決定権限を持つ

• 事務処理標準化WG: 事務処理標準化、

条例減免の統一について検討

• 保健事業WG: 統一する保険事業の内容等

を検討

• 適宜、決定事項を把握

ワーキンググループ (WG)
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事例紹介⑤：ロードマップA (埼玉県 )

関係
ＷＧ

項目 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ ・・・ Ｒ●●

運営方針

保険税水準の統一

財政
医療費水準反映係数
α

財政
地方単独事業減額調
整分

財政 審査支払手数料

財政 高額・特別高額

財政
特別調整交付金
（県・重点配分）

財政
保険者努力支援制度
（県分）

財政
激変緩和措置
（国・県）

－
都道府県による
地方単独事業分

保健
財政

保健事業

財政
保養施設利用助成事
業

財政 直診勘定繰出金

財政
出産育児諸費（法定
繰入れを含む）

納
付
金
ベ
ー
ス

標
準
保
険
税
率
ベ
ー
ス

（
準
統
一
）

第２期運営方針 第３期運営方針 第４期運営方針

１

準統一 完全統一

第●期運営方針

０．６７ ０．３３ ０

市町村単位で算定（統一の対象外（例外）とする）
※保険税以外による財源確保（保険者努力支援制度等）を検討する。

市町村単位で算定

都道府県単位で算定（納付金に含める）

納付金算定に反映しない（県２号繰入金で財源を交付

又は保険者努力支援制度(事業費分)･特別調整交付金で実施）

納付金算定に反映しない（保険税以外の市町村独自財

源で実施）

見直しの議論
※目標年度の書きぶり

納付金ベース統一

市町村単位で算定 都道府県単位で算定

市町村単位で算定 都道府県単位で算定

市町村単位で算定 都道府県単位で算定

市町村単位で算定（再配分） 都道府県単位で算定（再配分はしない）

経過措置として実施

統一して実施する保健事業等の内容、
費用負担の在り方（一般会計or特会含む）などを検討
※事業内容は保健中心、費用負担は財政にも諮りながら検討

実施に向けた体制整備
（共同事業化、マンパワーの整備）

見直しの議論
※目標年度の書きぶり

見直しの議論
※目標年度の書きぶり

該当なし（実施の予定はない）

統一の対象外（例外）とする

市町村単位で算定
（実施の有無、財源に差がある）

納付金算定に反映しない
(実施する場合は独自財源で実施、又は一般会計事業へ移行)

市町村単位で算定
（一部市町村で上乗せ給付あり）

都道府県単位で算定
（上乗せ分は独自財源で実施)
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事例紹介⑥：ロードマップB (埼玉県 )

関係
ＷＧ

項目 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ ・・・ Ｒ●●

財政 葬祭諸費

財政 育児諸費

財政 その他保険給付費

財政
事務処理

条例減免（保険税・
一部負担金）

保健
財政

特定健康診査等に要
する費用（国・県か
らの負担金含む）

財政 予備費

財政
財政安定化基金（償
還分）

財政
財政安定化基金（拠
出分）

財政 その他基金

財政 保険者支援制度

財政
国・特別調整交付金
（市町村分）

財政
保健

事務処理

特別交付金（県２号
繰入金分）

財政
保健

事務処理

保険者努力支援制度
（市町村分）

標
準
保
険
税
率
ベ
ー
ス
（
準
統
一
）

市町村単位で算定

市町村単位で算定
（既に全市町村で内容は統一）

都道府県単位で算定

市町村単位で算定
（実績を踏まえながら統一した額の見込み方を検討）

都道府県単位で算定

市町村単位で算定（算定可能分のみ）
納付金算定に反映しない又は
都道府県単位で算定を基本

該当なし（保険税財源で実施している市町村はない）

該当なし（保険税財源で実施している市町村はない）

市町村単位で算定
（財政負担にも配慮しながら統一して実施する減免の範囲を検討）

納付金算定に反映しない
（統一基準どおりの減免は県２号繰入金により補填)

都道府県単位で算定
（統一が実現した部分（健診項目、単価)）

納付金算定に反映しない
（統一できなかった部分は、保険税以外で財源確保を検討）

市町村単位で算定 取扱いを統一
（活用実績も踏まえながら、支障がなければ計上しない)

市町村単位で算定
（貸付を受けた市町村が全額償還）

都道府県単位で算定
（納付金と同様の配分割合で全市町村が拠出）

市町村単位で算定 取扱いを統一
（原則保険税で積立はしないが、剰余金の積立は可)

市町村単位で算定 納付金算定に反映しない（事業費相当分）

※インセンティブとしての交付分があれば引き続き市町村単位

保健事業や減免の議論と併せてあり方を検討
（点数による評価（インセンティブ）を残すのか、事業費相当分のみとするのか、等）

市町村単位で算定

市町村単位で算定
（全ての市町村で同一水準を納付金の財源に充てる）

納付金算定に反映しない
（同一水準を超える部分は市町村の独自事業に充てる、等）

※標準保険税率どおりの税率で賦課し、標準的な収納率を達成したにも関わらず、
収納不足が生じた（市町村の責めに帰さない）場合の対応等は改めて協議

特定健診の健診項目や単価の統一化など、
特定保健指導の実施方法（直営or委託）
による調整などを検討

実施に向けた体制整備（関係機関との調整等）
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事例紹介⑦：ロードマップC (埼玉県 )

関係
ＷＧ

項目 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ ・・・ Ｒ●●

財政
財政安定化支援事業
繰入金

財政
決算補填等以外の目
的の法定外繰入金

財政 賦課方式

財政 応能応益割合

財政 賦課限度額

財政
オンライン資格確認
等運営負担金

財政
過年度の保険税収納
見込み

財政 収納率格差の反映

事務処理
財政

短期証・資格証

財政
事務処理

保険税の納期の回数

保健 特定健診の集合契約

保健
集合契約以外の共同
事業化

財政 諸収入（延滞金等）

標
準
保
険
税
率
ベ
ー
ス

（
準
統
一
）

完
全

統
一

そ
の
他

※ 下線の項目は統一に向けて既に一定の合意を得ているもの。
※ 右側が「その他」の項目は保険税水準の統一にあたり必ずしも統一が条件ではないもの。（統一に向けた検討、調整は進めていくが、合意が得られない場合は統一しない。）
※ 記載項目以外でも新たに課題と考えられるものが生じれば、適宜追加していく。
※ 上記に関わらず調整ができた項目のみ前倒しで統一していくことも考えられる。

都道府県単位で算定

市町村単位で実施

取扱いを統一
（原則として、決算補填等目的の法定外繰入金と同様に令和
９年度からは全市町村で実施することのないよう、地方単
独事業の波及増分等の財源確保の在り方を検討していく)

市町村単位で算定
（実績を踏まえながら統一した額の見込み方を検討）

市町村単位で算定
※収納率格差に関するものと整理し、完全統一段階において都道府県単位の算定とする。

県単位で算定

統一基準での交付
県内統一の交付基準を検討

（制度の趣旨を損なわず、かつ全市町村で実施できるもの）
※大まかな方針は財政、細部は事務処理を想定

２方式で統一市町村ごとに設定

政令同額で統一
（原則、専決処分対応）

市町村ごとに設定
※可能な限り早く政令同額（最低でも１期遅れ）となることを目指す。

県全体で計算
（収納率により納付金を
増減させる）

市町村ごとに反映

県医師会及び郡市医師会との調整
（単価：健診項目・受診券・質問票・診療情報提供等）

市町村意向調査を踏まえた
特定健診の集合契約の検討

特定健診の集合契約の締結

県内統一して実施する保健事業の内容の検討・実施
※事業内容は保健中心・費用負担は財政にも諮りながら検討

統一して行う保健事業の実施

市町村ごとに条例で設定（現在８～１０回）
※６月納期に対応できるか、３月納期の必要性の検討（システム改修等への影響含む） 条例改正

統一納期で徴収

市町村単位で算定 県単位で算定

市町村ごとに設定
※応能割の比率が高い市町村が多いが、標準保険税率算定上は概ね53:47（市町村ごとに異なる）

標準保険税率で統一
※R3は概ね53:47（市町村ごとに異なる）

世帯構成によっては保険税負担の増減が大きいため、必要に応じて段階的に応能応益割合を是正していく

標準保険税率の算定には含めていない
※現年度分の収納率向上に伴い延滞金は減少するが、少なからず剰余金の要因となり得るため、賦課限度額引上げ時の剰余や基金の取扱いと併せて検討する。
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事例紹介⑧：医療費適正化・収納率向上インセンティブ交付（北海道）

項目
R3

(2021)
R4

(2022)
R5

(2023)
R6～8

(2024～2026)
R9～11

(2027～2029)
R12(2030)～ ※原則全公費共通化

努力支援制度交付金
(道分)c→d

※R3納付金ベース25億円
※R4納付金ベース25億円

都道府県繰入金_2号分
(α差額補填分)

※R3納付金ベース8億円
※R4納付金ベース5億円
※R6以降、α=0による見込額

都道府県繰入金_2号分
(国指標交付分)

※R3納付金ベース14億円
※R4納付金ベース14億円

努力支援制度交付金
(市町村分)

※R3納付金ベース21億円
※R4納付金ベース22億円

公費共通化(=3/5)

インセンティブ交付※(=2/5)

公費共通化(=4/5)

インセンティブ交付(=1/5)

公費共通化

インセンティブ交付

インセンティブ交付
･指標の点数×被保数のシェアによる配分(50%)

・指標のみのシェアによる配分(50%)

○インセンティブ交付について、引き続き「インセンティブ強化」を図りつつ、統一保険料達成に向け「公費共通化」へ段階的な振替を検討

○一方、医療費適正化･収納率向上に係るモラルハザードを防ぐ観点から、 R12(2030)年度における統一保険料達成後においても、引き続
きインセンティブ交付の継続を実施。また、当該インセンティブ継続分を納付金･市町村標準保険料算定対象外とした場合、被保険者負担増
となることから、保険料財源としている市町村個別歳出へ充当し、被保険者負担の軽減を図ることを検討

→都道府県分｢指標①｣に基づく上記割合で固定

インセンティブ継続(100%)

インセンティブ交付

○％
○％

公費共通化

R6 R7 R8 R9

100％
(10億)

80％
(8億) 50%

(5億)
20%

（2億）

45%
（9億） 30%

（6億） 15％
（3億）

H30～R2 R3 R4 R5

インセンティブ交付

公費共通化(計15億)

インセンティブ交付

公費共通化

★R6からのα=0･β北海道などによる納付金への影響を考慮し、R9以降、段階的に公費共通化

★共通化については、収納事務や医療費適正化事務の平準化への取組状況や公費共通化の影響を考慮し、引き続き検討

公費共通化

インセンティブ交付

R9 R10～

公費共通化

★R12以降の継続と併せて、市町村
個別歳出への充当

★公費共通化分についてはR6年度の増額(2億→9億)に備え、基金積立

インセンティブ交付の方向性(案)
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事例紹介⑨：県版データヘルス計画の策定（高知県）

県全体の医療費構造や医療費の地域差についての分析を踏まえ、医療費適正化効果が見込まれる取組を県と市町村が

協力して実施するための指針を策定（予定）。
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事例紹介⑩：収納のモラルハザード対策 (佐賀県 )

○ N+1年度において、Ｎ-2年度からＮ年度の収納率が、一定の割合を下回っているか確認。

○ ３年連続で収納率が一定の割合を下回った市町村がある場合、その一定割合に対する収納不足額を

特定し、N＋２年度の納付金算定において、以下のとおり算定。

・ 保険料収納必要総額（Ｂ）の算定：収納不足市町村の不足額を全体の必要総額に加算

・ 各市町村の納付金（ｄ）の算定：収納不足市町村の納付金額に収納不足額分を加算

・ 標準保険料率（ｅ）の算定：収納不足市町村は納付金加算額分を徴収する必要があるため、統一

保険料率よりも高い保険料率を設定

※ 一定の割合は県内の過去３ヶ年の平均収納率を基に県が定める。

※ N-2、N-1年度において納付金に対して不足する額について、県の剰余金や財政安定化基金（財政調整事業分）での補填を検討中。

※ 算定方法の詳細については検討中の部分もあるため、変更の可能性あり。

○ N-2年度～N年度の収納率が一定の割合を下回った市町村を対象に、N年度の当該割合に対す
る収納不足額について、N+2年度以降の納付金に加算し、統一保険料率よりも高い税率を設定。
当該不足分について、納付金による県への返還終了後、再び統一保険料率に戻る。

○ 収納不足市町村は統一保険料より保険料率を高く設定する必要が生じるため、収納率を一定割合
維持しようというインセンティブが働き、モラルハザード対策となる。

算定イメージ（令和９年度から実施予定）
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事例紹介⑪：統一後の市町村の剰余金の扱い（佐賀県）

佐賀県国保運営方針（抄）
第３ 市町における保険税の標準的な算定方法に関する事項
３ 標準的な保険税算定方式等
（11）過年度国保事業費納付金の精算

令和９年度の国民健康保険の一本化後は、税収の完全相互扶助の実施にあたり、国保事業費納付金の精算を実施す
る。市町ごとの国保事業費納付金に係る精算額は、翌々年度の納付金に加算する。

○ N年度の決算でA県B市において剰余金が発生

○ N＋２年度の納付金算定において、以下の通り算定。

・ 各市町村の納付金（ｄ）の算定：B市の納付金額にＮ年度の剰余金額を加算

・ 標準保険料率の算定に必要な保険料総額（ｅ）の算定：Ｂ市はＮ年度の剰余金額を減算

※ 市町村剰余金の精算により生じる県剰余金の活用方法については市町村と協議して決定。

（県剰余金については翌々年度以降の県全体の納付金減算や財政調整事業への積立を検討）

N+2年度

N年度 A市納付金

A市納付金

B市納付金

B市納付金

B市剰余金

翌々年度納付金算定における調整イメージ

B市納付金の内、

N年度のB市剰余金による

加算部分（ｃ）⇒（ｄ）

○ 保険料率の統一後に市町村に剰余金額が生じた場合に、翌々年度の納付金算定において調整する

ことで統一保険料率を維持。国保運営方針にも記載。
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事例紹介⑫：原則2次医療圏単位での納付金ベースの統一（長野県）

Ｒ９以降の
取組事項 医療費水準の格差是正の状況を踏まえ、県的統一を検討

医療サービスは二次医療圏でほぼ完結。医療費水準
は二次医療圏で採用するのが妥当。被保険者の理解
も可能と思料。

≪理由≫

<未統一圏域の存在>
① 医療費水準の高い市町村の保健事業を
強化（生活習慣病予防への積極的介入）。

② 小規模町村の納付金変動の激変緩和措置。
③ ①②を通じ、二次医療圏統一を第一目標に設定。

Ｒ９までの
取組事項

❶ 県平均以下の二次医療圏
医療費水準をＲ９に二次医療圏に統一
（Ｒ４～Ｒ９：徐々に調整）

❷ 県平均以上の二次医療圏

当面の間は各市町村の医療費水準を反映

＜年齢調整後の医療費指数の推移（南信州地域）＞

＜地域別の年齢調整後の医療費指数の状況（Ｒ２）＞

Ｂ市（2万人）

Ｄ町（2600人）

Ａ村（100人）

Ｅ村（200人）

Ｃ村（300人）

0.7

0.9

1.1

1.3

1.5

H26 H27 H28 H29 H30

県（43万人）

二次医療圏
（3.2万人）

県平均 0.9413

広域
(％)

南信州
0.8728
(△7.3)

佐久
0.8969
(△4.7)

上伊那
0.9069
(△3.7)

木曽
0.9088
(△3.5)

北アルプス
0.9121
(△3.1)

北信
0.9176
(△2.5)

諏訪
0.9275
(△1.5)

長野
0.9582
(1.8)

上田
0.9637
(2.4)

松本
0.9963
(5.8)

広域
最小
(％)

最大
(％)

下條村
0.7177

(△23.8）

川上村
0.7685

(△18.4)

飯島町
0.8344

(△11.4）

王滝村
0.6613

(△29.7)

小谷村
0.7578

(△19.5)

栄村
0.8421
(△10.5)

富士見町
0.8113

(△13.8)

小布施町
0.8648

(△8.1)

長和町
0.9341

(△0.8)

朝日村
0.8378

(△11.0)

平谷村
1.2327
(31.0)

北相木村
0.9387
(△0.3)

箕輪町
0.9159
(△2.7)

大桑村
0.9680
(2.8)

大町市
0.9682
(2.9）

飯山市
0.9771
(3.8)

諏訪市
0.9550
(1.5)

小川村
1.1500
(22.2)

青木村
0.9883

(5.0)

生坂村
1.1107
(18.0）

県平均以上❶ ❷

小規模町村の保険者は、高額疾病の有無で、年度間
の納付金の増減が大きく、市町村長は保険料設定に
苦慮。
⇒二次医療圏の医療費指数の採用により、納付金が
安定。
増加：40市町村（最大31千円／人）

減少：37市町村（最大△45千円／人）

≪改革方針≫
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事例紹介⑬：資産割の廃止（長野県）

7.6 5.7 6.5 10.7 11.2
6.1

21.2

35.9
36.2

41.9

5.9

3.6

2.4
5.4

3.8

18

30.7

28.7

31
28.2

23.5

26.8

19.5
13.7 12.3

38.9

12 7 3 1.9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

昭和40年 昭和60年 平成７年 平成20年 平成30年

農林水産

業者
自営業者

被用者

その他

無職

不明

〇資産割は、生活資産（住宅・宅地）中心に賦課され、農地等生産資産の割合は低下。年金所得者等の
応益割保険料軽減制度も無く、負担感。
〇金融資産、他市町村所在農地等は不課税なので、不公平税制との声。
〇全国的にも、本県においても資産割は廃止の傾向。

Ｈ２０ Ｈ２９ Ｈ３０

４方式 1,263 74.3％ 1,012 59.0％ 664 38.7％

３方式 387 22.7％ 625 36.5％ 949 55.4％

２方式 51 3.0％ 77 4.5％ 101 5.9％

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ２
４方式 ７４ 95.1％ ５９ 76.6％ ４６ 59.7％
３方式 ３ 3.9％ １８ 23.4％ ３１ 40.3％

＜長野県の賦課方式別保険者の状況（医療分）＞

＜全国の賦課方式別保険者の状況（医療分）＞

※不均一賦課保険者を除く

資産割はＲ９までに廃止 （各市町村の準備が整い次第）

≪理由≫

≪改革方針≫

＜資産割率が多い保険者の状況（H30医療分）＞

麻績村 上松町 栄村 筑北村 生坂村

資産割率（％） 50.0 45.0 41.3 41.0 39.0 
一世帯当たり額（円） 14,317 13,264 12,585 12,776 10,563 

<資産割廃止の減収分は、被保険者が広く負担する必要有り。＞
県内市町村では、14,000円／１世帯が最大。資産割を応益割に転嫁すれば年金268万円以下世帯で、4,200円～
11,200円への負担軽減（公費負担有り）

≪課題への対応≫
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事例紹介⑭：完全統一後の財政調整事業の導入

統一後の保険料の抑制・標準化のための財政調整事業の枠組みを構築
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第三者求償に係る実績



（出所）厚生労働省保険局国民健康保険課調べ

※ 業務上傷病 … 業務上の負傷、疾病で、保険者負担額を返還させるべきものとして点検調査期間内に調査決定したものについて集計。
業務上の傷病は、労災保険による療養補償の対象であり、未加入者については遡及加入の上、過誤調整の処理を行う。

交通事故

87.9%

17,944件

業務上傷病

2.8%

575 件

公害その他

9.2%

1,885 件

＜求償件数のシェア＞

交通事故

93.9%

96.0 億円

業務上傷病

2.8%

2.8 億円

公害その他

3.4%

3.4 億円

＜求償金額のシェア＞
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第三者求償の実績（令和６年度速報値）



件 億円 件 円

（出所）厚生労働省保険局国民健康保険課調べ
交通事故統計月報（警察庁交通局）

○ 平成27年12月に、国民健康保険における第三者求償の取組強化通知を発出し、平成28年度から損保団体との覚書がスタート。

○ 国民健康保険における第三者求償の実績は、交通事故死傷者数の減少等もあり、求償件数は減少しているが、交通事故求償件数割合は増加。

平成30年度・・・・・・・・・・・・ 29,994件、約150億円（うち交通事故分は 26,873件、約 143億円、約 5.2 ％（※））

令和元年度・・・・・・・・・・・・ 27,115件、約133億円（うち交通事故分は 23,664件、約 127億円、約 5.3 ％（※））

令和２年度 ・・・・・・・・・・・・ 24,633件、約124億円（うち交通事故分は 21,639件、約 119億円、約 6.0 ％（※））

令和３年度 ・・・・・・・・・・・・ 23,811件、約111億円（うち交通事故分は 20,957件、約 106億円、約 5.8 ％（※）） 

令和４年度 ・・・・・・・・・・・・ 22,061件、約107億円（うち交通事故分は 19,423件、約 101億円、約 5.4 ％（※））

令和５年度・・・・･････････・ 21,370件、約10１億円（うち交通事故分は 18,870件、約 96億円、約 5.1 ％（※））

令和６年度（速報値）･･･・・・20,404件、約102億円（うち交通事故分は 17,944件、約 96億円、約 5.2 ％（※））

（※）交通事故死傷者に占める求償件数の割合

求償件数と求償総額の推移 求償件数と１件当たり求償額の推移

29,994 

27,115 

24,633 
23,811 
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交通事故死傷者数と
交通事故求償件数割合の推移

件
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第三者求償実績の推移（令和６年度）
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○ 国保第三者求償の実績は、全国平均で被保険者1,000人当たり0.86件であるが、都道府県別に見ると、0.5件～1.8件とバラ
ツキがある。

※求償額は被保険者1,000人当たり43.2万円であるが、これは不法行為１件当たりの単価によるため、参考数値。

（出所）厚生労働省保険局国民健康保険課調べ

【参考】国保における第三者求償の実績（都道府県別／被保険者1000人当たり）（令和６年度速報値）

被保険者1,000人当たり
の件数（左軸）

被保険者1,000人当たりの
金額（右軸）

全国平均（被保険者1,000人当たり）
件数 ： 0.86件 (前年度0.90件）
金額 ： 43.2万円 （前年度42.6万円）
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都道府県別第三者求償実績（令和6年度速報値・被保険者数ベース）

（万円）
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（出所）厚生労働省保険局国民健康保険課調べ
交通事故件数：「都道府県別交通事故発生状況」（警察庁）※交通事故の発生場所で統計されているため、被害者の居住地とは限らない。

交通事故発生件数に対する国保
の第三者求償件数の割合（左軸）

被保険者1,000人当たり
の金額（右軸）

○ 以下のグラフは、令和6年度の交通事故発生件数に対する、国保の交通事故に係る第三者求償件数の割合と求償実績。
※ 従前、被保険者数ベースで示してきたが、被保険者数と交通事故の発生件数に相関があるとは限らないため、本資料では交通事故件数の
観点からも整理したもの。ただし、交通事故は発生地ベース、求償実績は居住地ベースであることに留意。

○ 交通事故件数に対する求償割合は、3.6％～16.1％のバラツキがある。

全国平均求償割合： 6.2％
交通事故件数 ：290,895件
国保求償件数 ： 17,944件

【参考】 国保における第三者求償（交通事故分）の実績（都道府県別交通事故件数に占める割合）
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交通事故に係る都道府県別第三者求償実績（令和6年度速報値・事故件数ベース）
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（出所）厚生労働省保険局国民健康保険課調べ
交通事故件数：「都道府県別交通事故発生状況」（警察庁）※交通事故の発生場所で統計されているため、被害者の居住地とは限らない。

交通事故死傷者数に対する国保
の第三者求償件数の割合（左軸）

被保険者1,000人当たり
の金額（右軸）

○ 以下のグラフは、令和6年度の交通事故死傷者数に対する、国保の交通事故に係る第三者求償件数の割合と求償実績。
※ 従前、被保険者数ベースで示してきたが、被保険者数と交通事故の発生件数に相関があるとは限らないため、本資料では交通事故死傷者数
の観点からも整理したもの。ただし、交通事故は発生地ベース、求償実績は居住地ベースであることに留意。

○ 交通事故死傷者数に対する求償割合は、2.9％～14.4％のバラツキがある。

全国平均求償割合： 5.2％
交通事故死傷者数：347,058件
国保求償件数 ： 17,944件

【参考】 国保における第三者求償（交通事故分）の実績（都道府県別交通事故死傷者数に占める割合）
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交通事故に係る都道府県別第三者求償実績
（令和6年度速報値・交通事故死傷者数ベース）



損保会社の傷病届提出支援件数（令和６年度受理・覚書対象事案）

201

◯ 令和６年度に各市町村が受理した傷病届（損保関係団体との覚書の対象事案に限る）のうち、損保会社による傷病届の作

成・提出支援があったものの件数とその割合は以下のとおり。

届出受理件数
（A）

損保会社による
支援あり
（B）

支援率
（B/A）

届出受理件数
（A）

損保会社による
支援あり
（B）

支援率
（B/A）

1 北海道 1,022 866 84.7% 26 京都府 247 150 60.7%
2 青森県 151 139 92.1% 27 大阪府 1,283 856 66.7%
3 岩手県 265 222 83.8% 28 兵庫県 877 627 71.5%
4 宮城県 281 250 89.0% 29 奈良県 523 383 73.2%
5 秋田県 307 244 79.5% 30 和歌山県 244 174 71.3%
6 山形県 192 171 89.1% 31 鳥取県 38 36 94.7%
7 福島県 482 374 77.6% 32 島根県 93 82 88.2%
8 茨城県 986 653 66.2% 33 岡山県 682 443 65.0%
9 栃木県 830 650 78.3% 34 広島県 531 438 82.5%
10 群馬県 974 885 90.9% 35 山口県 258 200 77.5%
11 埼玉県 1,361 1,028 75.5% 36 徳島県 158 142 89.9%
12 千葉県 788 605 76.8% 37 香川県 265 211 79.6%
13 東京都 1,302 782 60.1% 38 愛媛県 222 136 61.3%
14 神奈川県 2,235 1,098 49.1% 39 高知県 176 149 84.7%
15 新潟県 455 315 69.2% 40 福岡県 2,279 2,010 88.2%
16 富山県 120 106 88.3% 41 佐賀県 226 193 85.4%
17 石川県 204 176 86.3% 42 長崎県 260 220 84.6%
18 福井県 68 53 77.9% 43 熊本県 856 752 87.9%
19 山梨県 103 73 70.9% 44 大分県 453 374 82.6%
20 長野県 352 297 84.4% 45 宮崎県 196 137 69.9%
21 岐阜県 360 324 90.0% 46 鹿児島県 699 506 72.4%
22 静岡県 529 434 82.0% 47 沖縄県 180 70 38.9%
23 愛知県 1,598 872 54.6% 全国 26,257 19,343 73.7%
24 三重県 442 376 85.1%
25 滋賀県 104 61 58.7%

（注）令和7年９月１日現在の速報値



全届出分
令和６年度

国保利用開始分
全届出分

令和６年度
国保利用開始分

損保支援分
損保支援分

以外
損保支援分

損保支援分
以外

損保支援分
損保支援分

以外
損保支援分

損保支援分
以外

1 北海道 123.1 119.4 144.0 109.0 111.0 100.2 26 京都府 187.7 202.0 165.6 117.9 129.1 101.3 
2 青森県 92.8 91.0 97.5 79.4 80.9 66.5 27 大阪府 164.3 165.5 161.8 110.3 110.2 110.4 
3 岩手県 101.3 102.2 96.9 89.9 84.8 170.5 28 兵庫県 177.8 179.2 170.2 104.6 106.7 99.9 
4 宮城県 125.2 127.0 111.3 101.2 103.2 84.7 29 奈良県 169.1 173.9 156.0 156.5 167.4 112.1 
5 秋田県 104.2 104.5 102.7 86.4 82.1 98.9 30 和歌山県 67.7 80.1 37.0 58.1 75.2 27.9 
6 山形県 78.8 79.4 74.6 64.5 68.3 37.0 31 鳥取県 222.8 188.4 841.5 88.9 88.9 0.0 
7 福島県 133.0 139.7 109.5 123.3 134.7 66.9 32 島根県 127.3 135.5 66.5 94.2 97.8 76.3 
8 茨城県 101.2 116.6 70.8 80.0 89.1 65.1 33 岡山県 139.0 133.7 148.7 107.5 108.8 102.5 
9 栃木県 103.7 106.6 93.1 85.5 89.2 66.0 34 広島県 127.5 127.6 127.2 82.3 79.3 92.8 
10 群馬県 90.3 91.8 75.5 100.5 108.6 61.4 35 山口県 134.4 125.5 164.9 116.2 121.2 89.9 
11 埼玉県 134.3 139.6 118.1 90.8 96.8 76.1 36 徳島県 173.3 169.5 206.9 96.7 97.7 90.0 
12 千葉県 149.9 149.0 153.2 108.4 113.1 94.2 37 香川県 137.0 143.5 111.8 102.2 102.8 99.2 
13 東京都 136.1 147.9 120.0 84.3 101.9 61.0 38 愛媛県 102.1 88.3 124.0 83.6 82.3 85.8 
14 神奈川県 84.1 99.0 69.7 58.4 72.3 46.9 39 高知県 88.1 97.9 35.0 69.4 73.9 55.6 
15 新潟県 119.2 125.5 105.2 98.5 92.0 117.1 40 福岡県 123.4 121.5 139.4 105.1 108.6 81.6 
16 富山県 120.9 135.3 12.4 99.6 103.6 43.5 41 佐賀県 133.7 138.8 104.2 125.6 128.4 100.4 
17 石川県 97.2 100.3 80.6 101.6 118.9 22.9 42 長崎県 166.0 168.9 149.9 113.4 109.9 136.5 
18 福井県 104.8 113.0 75.9 72.4 88.3 34.4 43 熊本県 112.9 110.1 132.9 79.5 73.0 118.6 
19 山梨県 107.8 127.3 60.2 82.7 102.5 46.4 44 大分県 130.9 140.3 86.2 100.1 102.0 89.3 
20 長野県 124.4 128.8 100.4 126.9 130.6 113.3 45 宮崎県 112.4 101.9 136.7 87.9 87.1 89.5 
21 岐阜県 134.5 142.3 64.4 112.9 119.8 61.6 46 鹿児島県 142.6 135.6 162.6 104.4 89.6 133.8 
22 静岡県 149.0 153.8 127.0 107.4 103.3 140.3 47 沖縄県 159.6 150.8 165.3 128.9 127.5 129.7 
23 愛知県 140.7 156.7 121.6 90.9 101.4 73.6 全国 126.9 130.4 117.3 95.1 101.4 79.6 
24 三重県 134.3 133.0 141.5 105.6 100.2 134.6 
25 滋賀県 209.2 200.4 221.5 120.9 142.4 76.4 

傷病届（令和６年度受理・覚書対象事案）の届出平均日数

202

◯ 損保関係団体との覚書では、国保利用開始後、原則1か月以内に傷病届を提出することとされている。

※ 1か月以内に提出ができない場合は、保険者にその旨連絡することとされている。

◯ 令和６年度に各市町村で受理した傷病届（損保関係団体との覚書の対象事案に限る）について、国保利用開始日から届出受

理日までの平均日数は下記のとおり。

単位：日

（注）令和７年9月1日現在の速報値



【参考】傷病届（令和６年度受理・ 覚書対象事案） の国保利用開始年度別内訳
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国保利用開始日が令和６年度（届出受理年度）と令和５年度（届出受理前年度）である届出が、全体のおよそ7割程度を占めて

いる。

（注）令和７年9月1日現在の速報値

平成29年度

2.8%

737件

平成30年度

3.4%

892 件

令和元年度

3.8%

1,009 件

令和２年度

5.3%

1,403 件
令和３年度

8.1%

2,133件

令和４年度

10.8%

2,843 件

令和5年度

26.1%

6,865件

令和6年度

39.5%

10,375 件



R4
年度

R5
年度

R6
年度

合 計
R4

年度
R5

年度
R6

年度
合 計

件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数

1 北 海 道 3 2 1 6 25滋 賀 県 0 0 0 0

2 青 森 県 0 0 0 0 26京 都 府 0 0 0 0

3 岩 手 県 0 0 1 1 27大 阪 府 0 0 0 0

4 宮 城 県 0 0 0 0 28兵 庫 県 0 0 0 0

5 秋 田 県 0 0 0 0 29奈 良 県 0 0 0 0

6 山 形 県 0 0 0 0 30和 歌 山 県 0 0 0 0

7 福 島 県 0 0 0 0 31鳥 取 県 0 0 0 0

8 茨 城 県 0 0 0 0 32島 根 県 0 0 0 0

9 栃 木 県 0 0 0 0 33岡 山 県 0 0 0 0

10群 馬 県 0 0 0 0 34広 島 県 1 0 0 1

11埼 玉 県 1 0 0 1 35山 口 県 0 0 0 0

12千 葉 県 0 0 0 0 36徳 島 県 0 0 0 0

13東 京 都 0 0 0 0 37香 川 県 0 0 0 0

14神 奈 川 県 0 0 0 0 38愛 媛 県 0 0 0 0

15新 潟 県 0 0 0 0 39高 知 県 3 0 0 3

16富 山 県 0 0 0 0 40福 岡 県 0 2 1 3

17石 川 県 0 0 0 0 41佐 賀 県 0 0 0 0

18福 井 県 0 0 0 0 42長 崎 県 0 0 0 0

19山 梨 県 0 0 0 0 43熊 本 県 0 0 0 0

20長 野 県 0 0 0 0 44大 分 県 0 0 0 0

21岐 阜 県 0 1 1 2 45宮 崎 県 0 0 0 0

22静 岡 県 11 1 0 12 46鹿 児 島 県 0 0 0 0

23愛 知 県 0 0 0 0 47沖 縄 県 0 0 0 0

24三 重 県 0 0 0 0 合 計 19 6 4 29

◯ 傷病届の早期提出について、覚書を遵守した運用を推進するため、平成29年１月から、報告制度を創設。
◯ 覚書を遵守していない損保会社等があった場合、保険者は、当該保険会社名・担当者名を国保連合会に報告（※） 。
◯ 報告を受けた国保連合会⇒国保中央会とリレーし、国保中央会は、損保団体と厚生労働省に連絡する。
◯ 報告に対する損保会社等の対応状況について、損保団体から保険者にフィードバックする運用を開始。（令和4年１月～）

報告内容 R4年度 R5年度 R6年度

届出の遅れ 2 2 1

作成支援に非協力
（覚書についての認識不足）

17 4 3

要望その他 0 0 0

合計 19 6 4

（※）
市町村は、事案の都度、国保連合会に報告を行う。
なお、その場合においては、都道府県宛にも同報すること。
都道府県は報告内容を把握・整理し、必要な支援に努めること。

【報告内容の分類】
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覚書の提出代行に係る報告制度（R6）

* 報告件数は損保団体到達日の年度



○ 市町村は、関係機関との連携や様々な媒体等を活用し、第三者行為求償案件の早期かつ確実な発見に取り組む。
○ 特に、消防との連携、高額療養費関係書類を活用する方法は、発見手段として効果的である。

発見手段の拡大に向けた取組状況（令和6年度速報値）

1 北海道 12 130 84 75 53 45 53 49 23 25 7 4 1 4 25 滋賀県 0 19 13 17 7 3 10 15 7 3 2 0 0 1

2 青森県 0 31 36 37 24 23 24 32 15 15 1 2 0 1 26 京都府 0 24 20 20 9 11 16 19 9 9 6 9 3 6

3 岩手県 0 30 29 25 25 24 20 14 8 10 3 2 0 2 27 大阪府 3 34 27 29 17 24 10 23 11 21 8 6 6 15

4 宮城県 0 29 20 13 14 7 6 10 4 4 3 0 0 0 28 兵庫県 0 34 34 36 17 22 17 22 14 15 9 6 3 11

5 秋田県 2 21 19 19 15 14 7 13 8 5 1 0 2 0 29 奈良県 3 33 14 20 10 14 7 13 6 5 4 7 0 3

6 山形県 2 27 16 24 16 24 9 13 7 10 2 0 0 2 30 和歌山県 0 29 14 26 7 10 8 14 4 4 4 4 2 4

7 福島県 6 50 35 31 28 17 29 25 22 11 1 2 1 3 31 鳥取県 0 18 19 14 9 2 15 10 6 2 2 1 1 1

8 茨城県 0 41 32 39 13 8 4 18 9 3 5 4 2 3 32 島根県 1 14 19 17 8 9 13 14 4 6 0 1 1 1

9 栃木県 0 21 19 24 9 3 2 23 5 1 6 6 1 3 33 岡山県 1 23 26 24 15 16 11 19 10 8 6 4 1 1

10 群馬県 0 29 21 20 18 13 2 13 11 3 2 6 3 6 34 広島県 0 21 20 23 10 13 8 11 4 6 4 2 1 2

11 埼玉県 0 50 23 48 45 31 3 35 26 18 13 8 6 10 35 山口県 0 18 13 13 8 8 7 11 4 7 3 3 3 2

12 千葉県 0 50 23 48 45 31 3 35 26 18 13 8 6 10 36 徳島県 0 23 17 16 8 17 12 13 5 14 3 2 1 4

13 東京都 5 52 28 38 24 22 4 30 14 13 12 9 6 10 37 香川県 0 15 11 12 9 12 3 5 3 9 3 0 1 1

14 神奈川県 0 30 26 18 10 11 2 13 7 11 13 5 2 6 38 愛媛県 0 18 14 20 11 10 7 13 3 5 3 4 1 3

15 新潟県 1 24 27 22 17 13 9 20 16 7 7 1 4 4 39 高知県 1 27 14 17 2 14 9 10 1 10 4 4 1 4

16 富山県 0 11 14 13 11 3 11 11 8 2 0 0 1 0 40 福岡県 0 47 57 58 53 54 46 47 34 36 14 16 10 16

17 石川県 0 17 14 18 9 11 11 17 8 12 1 2 1 1 41 佐賀県 0 11 16 18 5 7 8 18 5 6 1 1 1 1

18 福井県 0 15 16 14 10 2 3 10 6 1 0 0 0 0 42 長崎県 0 18 11 18 7 7 9 17 5 7 2 1 1 2

19 山梨県 1 20 9 23 7 7 1 13 2 5 0 4 1 1 43 熊本県 0 41 37 37 26 16 16 19 10 9 1 1 0 1

20 長野県 5 66 57 52 22 35 28 36 15 27 7 5 1 5 44 大分県 0 15 16 16 10 14 14 14 9 12 4 5 1 5

21 岐阜県 3 35 28 30 26 16 13 24 18 10 7 3 2 1 45 宮崎県 1 22 17 18 13 12 5 13 7 6 0 2 2 2

22 静岡県 0 30 27 28 14 16 5 21 6 9 11 7 2 7 46 鹿児島県 1 38 24 31 27 29 17 23 17 16 4 6 4 3

23 愛知県 0 48 29 36 26 26 15 31 18 17 6 8 2 6 47 沖縄県 4 28 26 29 22 23 7 18 12 10 8 8 5 7

24 三重県 0 24 20 22 17 13 8 19 10 10 8 1 2 4 52 1,451 1,131 1,246 808 762 547 906 482 473 224 180 95 185合計

限度額

証等

高額療

養費
療養費

葬祭費

（料）

限度額

証等

高額療

養費
療養費

葬祭費

（料）

限度額

証等

高額療

養費
療養費

葬祭費

（料）
未実施

限度額

証等

高額療

養費
療養費

葬祭費

（料）

限度額

証等

高額療

養費
療養費

葬祭費

（料）

限度額

証等
都道府県

指標
②療養費等の各種支給申請書に第三者行為の有無の記

載欄を設けているか。
ダウンロード可能か。 窓口での発見実績があるか。 指標

②療養費等の各種支給申請書に第三者行為の有無の記

載欄を設けているか。
ダウンロード可能か。 窓口での発見実績があるか。

ホーム

ページ又

は冊子

葬祭費

（料）
都道府県 未実施

ホーム

ページ又

は冊子

高額療

養費
療養費
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(市町村数) (市町村数)

出所：厚生労働省保険局国民健康保険課調べ



○ 市町村は、関係機関との連携や様々な媒体等を活用し、第三者行為求償案件の早期かつ確実な発見に取り組む。
○ 特に、消防との連携、高額療養費関係書類を活用する方法は、発見手段として効果的である。

出所：厚生労働省保険局国民健康保険課調べ 206

発見手段の拡大に向けた取組状況（令和6年度速報値）

(市町村数) (市町村数)

未実施 １機関 ２機関
３機関

以上

４機関

以上
未実施 １機関 ２機関

３機関

以上

４機関

以上

1 北海道 62 14 59 17 5 25 滋賀県 10 2 7 0 0

2 青森県 1 7 11 14 7 26 京都府 5 5 13 2 0

3 岩手県 9 8 12 2 0 27 大阪府 16 3 21 3 1

4 宮城県 0 1 26 6 2 28 兵庫県 1 0 30 10 1

5 秋田県 12 2 10 1 0 29 奈良県 1 18 20 0 0

6 山形県 9 4 17 3 1 30
和歌山

県
0 0 5 22 3

7 福島県 7 19 23 7 1 31 鳥取県 0 8 10 0 1

8 茨城県 7 13 19 4 1 32 島根県 0 0 15 2 2

9 栃木県 1 4 13 6 1 33 岡山県 0 3 19 4 0

10 群馬県 0 0 22 11 2 34 広島県 1 2 19 2 0

11 埼玉県 0 9 37 14 0 35 山口県 0 0 16 3 0

12 千葉県 15 7 28 4 0 36 徳島県 7 1 12 3 0

13 東京都 17 3 35 4 3 37 香川県 0 0 17 0 0

14 神奈川県 6 2 19 1 4 38 愛媛県 1 4 10 4 1

15 新潟県 4 14 8 1 1 39 高知県 0 0 10 15 9

16 富山県 0 0 6 8 1 40 福岡県 1 2 23 32 2

17 石川県 0 0 10 5 4 41 佐賀県 0 0 15 5 0

18 福井県 0 0 9 7 1 42 長崎県 1 5 12 3 0

19 山梨県 2 3 14 8 1 43 熊本県 1 8 28 6 1

20 長野県 25 24 23 5 0 44 大分県 1 0 12 4 0

21 岐阜県 18 7 13 3 1 45 宮崎県 0 4 17 4 1

22 静岡県 0 0 23 10 2 46
鹿児島

県
2 3 18 16 4

23 愛知県 19 4 23 4 3 47 沖縄県 0 0 26 11 3

24 三重県 1 2 18 7 2 263 215 853 303 72合計

指標

①警察や消防、保健所、消費生活センター、

地域包括支援センター等の関係機関から救

急搬送記録等の第三者行為による傷病発見

の手がかりとなる情報の提供を受ける体制を構

築しているか。

指標

①警察や消防、保健所、消費生活センター、

地域包括支援センター等の関係機関から救

急搬送記録等の第三者行為による傷病発見

の手がかりとなる情報の提供を受ける体制を構

築しているか。

都道府県 都道府県



出所：厚生労働省保険局国民健康保険課調べ

※市民課等：各種施設による事故報告の情報連携も想定。老人福祉法、障害者支援法、児童福祉法、社会福祉法、介護保険法等による施設内の発生事故。
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各関係機関との連携状況の内訳（令和６年度速報値）

(市町村数) (市町村数)

指標
①警察や消防、保健所、消費生活センター、地域包括支援センター等の関係機関から
救急搬送記録等の被害者情報の提供を受ける体制を構築しているか。

都道府県

地

域

包

括

支

援

セ

ン

タ

ー

消

防

署

警

察

署

保

健

所

病

院

消

費

者

セ

ン

タ

ー

交

通

共

済

社

会

福

祉

協

議
会

行

政

機

関

窓

口

（

市

民

課

等

）

25 滋賀県 6 1 0 4 2 2 0 0 0

26 京都府 9 15 0 0 1 9 0 0 0

27 大阪府 12 12 1 9 2 16 0 0 2

28 兵庫県 8 7 1 29 2 40 0 1 0

29 奈良県 0 36 0 20 0 0 0 0 0

30 和歌山県 16 30 0 25 3 0 0 2 0

31 鳥取県 8 1 0 1 11 1 1 0 1

32 島根県 5 2 0 19 2 0 0 0 0

33 岡山県 17 4 0 23 1 3 0 0 1

34 広島県 2 20 0 14 1 2 0 0 2

35 山口県 6 9 6 2 4 2 0 0 1

36 徳島県 11 8 0 1 3 3 0 2 0

37 香川県 2 11 0 0 1 17 0 0 0

38 愛媛県 8 19 0 3 1 1 0 0 1

39 高知県 6 16 0 33 6 33 0 2 0

40 福岡県 21 37 1 33 2 42 0 1 5

41 佐賀県 5 19 0 16 0 1 0 0 1

42 長崎県 7 1 0 17 2 5 0 0 0

43 熊本県 36 7 0 26 2 4 0 3 1

44 大分県 3 13 0 10 2 0 1 0 9

45 宮崎県 5 17 0 21 5 1 2 0 2

46 鹿児島県 6 36 1 36 2 1 11 0 12

47 沖縄県 2 11 4 40 1 0 0 0 1

合計 569 664 36 614 225 350 63 28 206

指標
①警察や消防、保健所、消費生活センター、地域包括支援センター等の関係機関か
ら救急搬送記録等の被害者情報の提供を受ける体制を構築しているか。

都道府県

地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー

消
防
署

警
察
署

保
健
所

病
院

消
費
者

セ
ン
タ
ー

交
通
共
済

社
会
福
祉
協
議
会

行
政
機
関
窓
口

（
市
民
課
等
）

01 北海道 58 63 7 5 32 8 3 0 2

02 青森県 21 13 2 3 11 3 4 1 2

03 岩手県 14 10 1 2 3 2 3 0 3

04 宮城県 19 18 2 24 5 3 0 1 1

05 秋田県 12 2 0 0 1 7 0 0 0

06 山形県 15 6 0 0 12 3 6 0 6

07 福島県 13 8 3 6 1 5 0 1 40

08 茨城県 9 32 0 2 3 9 5 0 3

09 栃木県 14 2 0 17 2 13 0 0 0

10 群馬県 9 9 1 32 1 2 0 0 0

11 埼玉県 21 15 0 7 3 17 0 0 50

12 千葉県 19 20 0 3 5 11 8 2 11

13 東京都 6 2 2 24 0 31 0 1 27

14 神奈川県 8 15 2 9 4 6 0 2 4

15 新潟県 6 12 1 1 1 7 5 1 2

16 富山県 2 7 0 2 16 0 0 0 0

17 石川県 13 5 0 16 5 7 0 0 2

18 福井県 9 5 0 1 16 7 2 0 3

19 山梨県 13 19 0 1 20 2 0 0 0

20 長野県 29 8 0 2 6 8 12 1 6

21 岐阜県 15 9 1 5 4 2 0 1 0

22 静岡県 6 34 0 33 3 3 0 0 2

23 愛知県 19 16 0 7 7 9 0 4 0

24 三重県 18 2 0 30 8 2 0 2 3



EBPMアクションプラン2025（抜粋）
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経済・財政新生計画

改革実行プログラム2025（抜粋）
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経済・財政新生計画

進捗管理・点検・評価表2025（改訂版）（抜粋）
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